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 13：00  開  会 
       本部あいさつ    山 﨑 幸 治 副中央執行委員長 
 
 13：10  学習講演「違反のない選挙をどう闘うか」 
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      質疑応答 
 
      休  憩 
 
 14：40  本部提起      佐 藤 久美子 政治局長 
      質疑応答、意見交換 
  
 15：25  ま と め      森 下   元 総合政治政策局長 
 
 15：30  終  了 
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違反のない選挙をどう闘うか（公選法レジメ） 
－自治労県本部政治担当者会議－ 

 

２０２４年１０月２日 

（２０２４年７月改訂） 
 
東京都港区西新橋１－１２－８ 

西新橋中ビル２階 
五百蔵洋一法律事務所 

弁護士 
い
五

お
百

ろい
蔵 洋一 

電話 ０３－５５０１－２１５１ 
FAX ０３－５５０１－２１５０ 
E-mail ioroi@nekonet.ne.jp 
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第１ 公職選挙法のルーツと主な改正 
１．公職選挙法のルーツは普選法（１９２５年,大正１４年）である。 

１８８９年（明治２２年）、大日本帝国憲法（明治憲法）の下に衆議院
議員選挙法が制定された。当初、選挙権は男子高額納税者に限られていた
制限選挙であったが、普通選挙を求める運動が高まり、紆余曲折を経て１
９２５年（大正１４年）に２５歳以上の男子全員に選挙権を与える改正衆
議院議員選挙法（普選法もしくは普通選挙法）が成立した。 

普選法は大規模な法改正をともなっており、現行の公職選挙法のルーツ
と言うべき法律である。その特徴は選挙権を拡大する代わりに当時の労働
運動や農民運動を抑える目的で、買収罪をはじめ選挙で禁止される行為を
幅広くあいまいに設定し、違反に厳しい刑事罰を課したことにある。 

更に政府は同時期に反政府運動を弾圧する治安維持法まで成立させた。 

 

２．公職選挙法の成立（１９５０年） 

本当は第二次世界大戦後の改革の中で抜本的改正を行うべきであった
が、貴族院に代わって参議院ができたことから、１９５０年自治体議員選
挙も含めて取り扱う公職選挙法と名を変えた。しかし女性に選挙権を与え
た他は戦前の法制度を踏襲したまま現在に至っている（以上、１と２は杣
正夫著、日本選挙制度史参照）。 

 

３．連座制の拡大（１９９４年） 

（１）あいまいな法律という問題点が全く解消されないまま、１９９４年
（平成６年）連座制の拡大という大改正がなされた。 

以下の２点が特に重要である。 

第１は、連座の対象者として組織的選挙運動管理者が新設されたことで
ある。組織的選挙運動管理者は大変幅広く考えられており、選挙運動のト
ップリーダーだけでなく現場リーダーも組織的選挙運動管理者となる。 

第２は、連座制の効果が大幅に強化されたことである。改正により当選
者の当選無効の他、当選者も落選者も連座確定の日から５年間同一選挙・
同一選挙区での立候補が禁止されることとなった。これは候補者にとって
は死刑にも均しい重い処分である。 

（２）連座制の拡大という改正の趣旨は金権選挙の是正という高い理想に基
づいているが、公選法の買収概念はあいまいなままであるため、思わぬこ
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とで買収・連座という悲劇を生むこととなった。そして連座は金がらみの
選挙違反であるため、文書違反や戸別訪問は連座の対象とならず、これ以
降警察の捜査は金がらみの選挙違反に全面的にシフトして現在に至ってい
る。詳細は「第５ 運動員買収と連座」および「第６ 警察は運動員買収
事件の捜査に全力投球している」で述べる通りである。 

 

４．ネット選挙（デジタル選挙）解禁（２０１３年） 

２０１３年７月からネット選挙が公選法で規定された。従来、ネットは
文書の一種として文書と同様厳しい規制が行われてきた。 

しかしネット時代の到来でネット選挙運動は文書による選挙運動とは別
の扱いとなった。選挙期間中のメールとショートメールのみ候補者と候補
者政党以外禁止となっているが、ホームページ、Facebook、Twitter、
LINE 等を使う選挙運動は第三者でも自由に行うことができる。 

文書による選挙運動が相変わらず厳重な制約があるのに対し、ネットを
利用した選挙運動は自由に行うことができる。但し、事前運動の縛りはネ
ットにも等しく適用される。従って公示・告示前の活動は文書同様事前運
動にならないよう注意すべきである。詳細は「第１０ デジタル選挙（ネ
ット選挙）が重要になった」で述べるとおりである。 

 

５．１８歳選挙権（２０１５年） 

  ２０１５年６月、公職選挙法が改正されて１８歳以上の国民に選挙権が
与えられることになり、２０１６年７月の参議院選挙から実施された。 

また１８歳以上２０歳未満の未成年者が選挙犯罪を行ったときは、連座
の対象となる事件について原則として少年法上の保護処分ではなく、検察
官に逆送して起訴することとなった。即ち、未成年の運動員が金がらみの
選挙違反を犯したときも連座が成立するのである。 

１８歳以上を選挙運動員として使用できることになったが、全てボラン 

ティア運動員でなければならないことは成人とかわりがない。 

 そして、２０２２年 4月 1日から民法上１８歳が成人となったが、１８
歳と１９歳に少年法が適用されることは変わりがない。 
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第２ パズルのような公選法－設問と回答 

 公選法は何が違法か、何が合法か、よくわからない法律である。このことを
理解していただくため、毎回の学習会で以下の設問に回答していただいてい
る。 

 

設  問 
 
Ｑ１ 私の事務所ではボランティア運動員の他、いつもアルバイトを雇って選挙運動を

やってきました。そこで次の質問をします。 
（１）アルバイトに投票依頼の電話掛けをさせることは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
（２）アルバイトに投票依頼以外の電話、例えば出前の注文や、事務所にかかってくる

電話の番をさせることは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
（３）アルバイトに帳簿をつけさせたり、銀行に行って送金をさせたり、お金をおろし

たりさせることは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
（４）アルバイトに、候補者の周りで旗を持たせたり、ビラを配らせたり､手を振らせ

ることは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
 
Ｑ２ 労働組合が組合員を動員して告示後すぐにポスター貼りを行いました。 
（１）組合は動員費として一人当たり３，０００円を支払いました。これは合法ですか。 
          合法     違法     微妙 
（２）組合ではなく選対が３，０００円を支払いました。これは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
 
Ｑ３ 私はある会社に勤めています。会社が推薦する候補の当選をめざして選挙運動を

行います。自宅から選対事務所まで交通費が往復で８００円かかります。また昼食
代と夕食代で１，４００円かかります。 

（１）この実費を選対事務所で支払ってもらうことは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
（２）選対から３，０００円先に受け取り、２，２００円の実費を使いましたが、おつ

りの８００円は選対に返しませんでした。これは合法でしょうか。 
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          合法     違法     微妙 

（３）選対は貧乏なので、私の所属する会社から実費分を支払ってもらうことは合法で
しょうか。 

          合法     違法     微妙 
 
Ｑ４ 選挙告示の１週間前、候補者の個人演説会に私達後援会員１０名が参加しまし

た。責任者は私です。終わったあと皆で居酒屋に行って大いに盛り上がりました。
代金は一人当たり３，５００円、合計で３５，０００円になりました。 

参加者から一人当たり２，０００円ずつ合計２０，０００円集め、残りの１５，
０００円をどうするかという話になりました。 

（１）候補者の後援会に負担してもらうことは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
（２）責任者の私が負担することは合法ですか。 

          合法     違法     微妙 
 

回答とコメント（労働組合版） 
 

以下の Q1 から Q3 までは無償（ボランティア）で行うときは全く合法な選挙運動で
す。しかし、金の支払いがあるとたちまち違法か合法かのパズルの世界に迷い込みま
す。Q4 は割り勘であれば合法です。しかし誰かがご馳走すればたちまち供応の世界に
入ります。 

私はいつも学習会の最初に設問を回答してもらい、公選法がパズル法であることを実
感してもらってから話を始めます。なお Q1 から Q４まで全て実例に基づいていま
す。 

 

Q1 （１）違法 （２）合法 （３）合法 （４）違法 

（１） 典型的な違法例です。投票依頼の電話かけは声で有権者に働きかける選挙運動
です。2003 年の衆議院選挙の宮城 1 区と 2 区、2009年衆議院選挙の北海道 5 区
はこれで連座当選無効になりました。 

（２） 有権者に働きかけていないので合法です。登録した選挙運動事務員の典型的な
仕事です。 

（３） （２）と同じく合法です。 

（４） 典型的な違法例です。単純な仕事でも有権者に働きかける行動は単純労務でな
く選挙運動だというのが確立した最高裁判例です。2011 年の長崎県議選はこれ
で連座当選無効になりました。 

－ 5－



- 6 - 

 

Q2 （１）違法 （２）合法もしくは微妙 

（１） 違法です。パズル法である公選法は、選挙運動の他に報酬を支払って良い単純労
務という概念を採用しました。ポスター貼り・運転などがその一例です。従って
選挙事務所（厳密に言えば候補者）は労務者への報酬を支払うことが出来ます
が、労働組合は選挙費用を支払う権限が無いので支払いは違法です。 

（２） 合法です。ただし微妙も正解とします。 

なぜ微妙も正解かをわかって頂くために私はいつも次のクイズを出します。 

記 
   ポスター貼りが途中で有権者から頑張ってねと声を掛けられたとき、ポスター

貼りの正しい態度は次のどれでしょうか？ 

ａ ぼけっと立っている。 ｂ はい頑張りますと答える。 

正解はａです。ｂは有権者と応答しています。単純な仕事でも有権者に働きかけ
る行動は単純労務でなく選挙運動であるというのが最高裁の確立した判例です。 

もちろんはい頑張りますという程度では違法とは言えないので合法または微妙も
正解としています。 

 

Q3 （１）合法 （２）違法 （３）違法もしくは微妙 

（１） 合法です。選挙運動員には報酬の支払いは禁止ですが実費の支払いは合法です。 
（２） 実費は文字どおり、実際に使用した金額であり、受け取った３，０００円と実際

に使用した２，２００円の差額８００円は返還しなければなりません。返還しな
いときは８００円の運動買収となります。参加者にガソリン代２，０００円を前
渡ししたときも実際に支払ったガソリン代の領収証と共に余った額を返還しな
ければなりません。 

前渡しすると現実に余った額を返してもらうことは手間が煩雑すぎて困難で
す。先に自腹を切ってもらい、領収証や伝票と引き替えに後払いすることが安
全かつ手間を省ける方法です。 

（３） 違法もしくは微妙を正解にします。会社は選挙運動にかかる費用を支払う権限
が無いので違法です。但し最近まで報酬ではなく実費だけの支払いであれば摘
発されませんでしたので微妙も正解にします。なお、徳洲会事件で裁判所は補填
した給与の他札幌から鹿児島までの航空券実費も買収の対象と認定しました。
報酬＋実費の場合、全額を買収と判断したということになります。 

 

Q4 （１）違法 （２）違法 

（１）も（２）も供応になるので違法です。飲み屋には警官が沢山います。彼
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らの目的は第一に情報収集です。そしてもし選挙関係者が領収証をもら
ったときは店から領収証のコピーを受け取り供応捜査の重要な証拠とし
ています。 

  

 以上はいずれも実際の事件をモデルにしている。この法律は理屈や常識で考
えると間違った答えになる。考えるのではなく覚えることが大事である。 

 

 

第３ 選挙運動の定義と主な公選法違反罪名 

 
 

選挙運動の定義 
 公選法は選挙運動とは何かについて定義していない。そこで従来の判例や学
説上①特定の選挙において、②特定の候補者の為に、③有権者に働きかける
行為、が選挙運動の三要素と言われている。最高裁は例え単純な仕事であっ
ても有権者に対して直接働きかける行為は単純労務ではなく選挙運動にあた
ると判示している（最高裁判所昭和５３年１月２６日判決他多数）。従って
「投票依頼の電話掛けは声で有権者に働きかける選挙運動であり「旗持ちや
ビラ配り」は視覚や文書で有権者に働きかける選挙運動ということになる。
 
 

１．買収－連座制の適用あり 
（１）投票買収（法第２２１条１項１号） 

有権者に対し投票依頼の為に金を支払うこと。 
（２）運動員買収（運動買収）（法第２２１条１項１号） 

選挙運動に参加する人達に対して報酬を支払うこと。報酬といっても幅
が広い。法律で支払ってよいと明記された金の支払以外は皆問題となりか
ねない。また選挙区外の者や選挙権を持たない者への支払あるいは上限を
超える支払も運動員買収となる。 

例）アルバイト代、動員費、渡し切り経費（前渡経費）、実費を超え
る交通費（差額買収）、ウグイスに１日３万円を支払う（上限１
万５千円） 

（３）利害誘導（法第２２１条１項１号） 
２００３年総選挙の宮城１区、２区で有名となった。選対がアルバイト

を直接雇うのが買収であるのに対し、選対が業者に有料で委託し、業者が
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社員やアルバイトを使って選挙運動をさせ給料やアルバイト代を支払うの
が利害誘導罪である（最高裁判決）。利害誘導は買収の一種である。 

（４）供応（法第２２１条１項１号） 
選挙運動に参加した人達あるいは有権者に対してごちそうしたり、接待

すること。割り勘以外はアウトである。また、公示・告示前のごちそうで
あっても事前運動に該当すれば供応罪になる。 

 

２．文書違反 （法第１４２条等） 

原則として逮捕せず任意捜査のみであり、殆どが責任者に対する罰金刑
と公民権停止で終了する。連座制の適用はない。 

しかし、違反者は公民権停止になるので候補者は文書違反をしてはいけ
ない。 

文書違反については後述第９で詳述する。 
 

３．戸別訪問 （法第１３８条） 

原則として逮捕せず任意捜査のみであり、殆どが責任者に対する罰金刑
と公民権停止で終了する。連座制の適用はない。 

違反者に対する公民権の停止はある。 
 

４．事前運動 （法第１２９条） 
選挙運動は公示・告示日からでなければ行うことが出来ない。公示・

告示前の選挙運動を事前運動という。従って上記１乃至３の各行為を公
示・告示日前に行うときは事前運動罪として処罰の対象となる。 
そして、法律上事前運動は許されていないが政治活動は出来るという

建前になっている。しかし事前運動と政治活動の境界線は区別できない
と言わざるを得ない。天下の悪法の一例である（詳細は「第４ 政治活
動と事前運動の区別は困難である。」で述べる通りである。） 
最近摘発された事件の多くは、公示・告示前の事前運動買収と公示・

告示後の選挙運動買収の両方が違反とされている。事前段階で金銭を手
渡すときは十分注意しよう。 

 

 

第４ 政治活動と事前運動の区別は困難である。 
１．立候補準備から公示・告示前日までの活動 

選挙運動は公示・告示日から投票日前日までしかできない。しかし、そ
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れでは誰も当選できないので公示・告示前日まで様々な活動を行ってい
る。事前運動は禁止されているが政治活動は大いに出来る。これが公選法
の建前である。 

しかし事前運動と政治活動の区別はあいまいであり、公選法は何ら明
確な区別の基準を示していない。示すことが出来ないのが真実である。両
者の境界線上の行為は区別できない。この点も公選法が根本的に欠陥があ
ることを示す具体例である。 

 

２．「すいか泥棒」の例え 

運動に携わる者にとって両者の区別は「すいか泥棒」のたとえがわかり
易い。すいかが丸まると太ったときに夜中にすいか畑に行けば、すいか泥
棒と思われる。しかし種をまいて芽が出た頃にすいか畑に行っても誰もす
いか泥棒に間違われない。選挙が近くなったら同じことをしてもすいか泥
棒（事前運動）に間違えられることがあるから注意しよう。 

  

３．河井克行・案里議員のケース 

２０１９年７月２１日投票の参議院選挙・広島県選挙区, 
河井案里候補者の陣営において、夫の河井克行衆議院議員と案里候補

者が広島県内の県議、市議、首長らに事前に配った金が運動員買収にあ
たるとして夫妻が逮捕起訴された。     
検察は案里候補者が自民党公認となった２０１９年３月１３日以降の

金銭配布は運動員買収にあたるとして起訴し、これに対し河井夫妻は４
月の統一地方選挙の当選祝いや地盤培養の政治活動に基づく現金供与で
あると主張した。 
案里氏について、２０２０年１月２１日東京地裁が、政治資金ではな

く買収であると認定して懲役１年４月執行猶予５年の判決を言い渡し、
案里氏は控訴せず辞職した。 
一方克行氏は無罪を主張していたが公判の終盤になって突然方針を転

換し買収を認め議員辞職もしたが、２０２１年６月２６日東京地裁は選
挙の公正を著しく害する極めて悪質な犯行だと非難し懲役 3年の実刑判
決を言い渡した。克行氏は即日控訴したが、１０月控訴を取り下げ、実
刑判決が確定した。 
また、検察が起訴猶予（犯罪は成立するが起訴しないという処分）と

した被買収議員らの多くが検察審査会で起訴相当と議決され、検察庁は
一転彼らを起訴した。有罪となれば公民権停止・失職となる。 
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４．ボランティア活動が安全 

選挙が近づいたら政治活動における各種活動は事前運動と誤解されないよ
う注意すべきであり、事前運動買収連座のリスクを避けるため可能な限りボ
ランティアによる活動を徹底すべきである。 

 
第５ 運動員買収と連座 

１．「違反が恐くて選挙ができるか」はもはや死語である。 
（１）今も摘発が続く各種談合事件と構造がよく似ている。昔は当たり前の
ことが今や許されない時代となった（コンプライアンス）。 

（２）運動員買収はアウト 
法律で定められた以外の金を選挙運動に参加する人達に支払うことはリス
クが極めて大きいのでストップすべきである。事前運動においても運動員
買収は成立する。 

 

２．連座の威力 
（１）連座とは 

 

候補者は何も違反していなくても幹部運動員が金がらみの選挙
違反をしたとき、候補者は折角当選しても当選無効となり、かつ
当選者も落選者も連座確定の日から５年間同一選挙において同一
選挙区での立候補が禁止される制度である。 
例）２００３年１１月の総選挙で支援の労働組合による有料電話掛けが
摘発され、全くそのことを知らなかった宮城１区の今野東、２区の鎌田
さゆり衆議院議員が共に当選無効、５年間衆議院の同一選挙区での立候
補禁止となった。これ以降毎回の選挙で連座が発生している。  

 

（２）連座の対象者 
総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、候補者または立候補予定者の一

定の親族、候補者または立候補予定者の秘書、あるいは組織的選挙運動管
理者 

（３）当選無効の原因となる刑罰 
総括主宰者、出納責任者、地域主宰者が罰金刑以上に処せられたとき、

あるいは一定の親族、秘書、組織的選挙運動管理者が執行猶予付の禁錮刑
以上に処せられたとき 
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（４）連座対象者の解説 
ア 総括主宰者・地域主宰者 
例）２００５年９月１１日の総選挙で高知１区の民主党五島正規衆議
院議員の政策秘書が総括主宰者と認定されて有罪となり、五島議員は
連座の対象となり辞職した。 
イ 出納責任者 
例）２００５年９月１１日の総選挙で千葉７区の自民党松本和巳衆議
院議員の出納責任者がアルバイトを雇ったことで有罪となり、松本和
巳議員は連座の対象となり辞職した。 
ウ 組織的選挙運動管理者 

幅広く考えられており有給・無給を問わない。弁当や車の手配、電
話掛け作戦のリーダー、後援会の活動家、町内会長、会社や組合の選
挙担当者等が該当する。もっとも、最近は以前より組織的選挙運動管
理者の枠を狭める傾向にあると五百蔵は感じている。以下に述べる例
１と違い例３は選対の中心メンバーではないが電話掛け作戦のリーダ
ーであり、過去同種事件で組織的選挙運動管理者と判示されたケース
は多く、裁判所が少し組織的選挙運動管理者の範囲を絞り込むように
なったと判断している。 
（例１）２００３年１１月の総選挙の際、宮城１区、宮城２区で民主
党候補者のために選対の中心的地位にあり、有料電話掛けを企画した
労働組合役員について、最高裁は組織的選挙運動管理者にあたると判
断した。これを受けて、検察庁は連座訴訟を提起し宮城１区と２区の
議員は当選したにも拘わらず連座失職した。 

（例２）２０１２年１２月の総選挙の際の徳洲会ぐるみの選挙で、徳
田毅議員の姉２人が組織的選挙運動管理者にあたると判断されたこと
から徳田毅議員は連座裁判を待たずに辞任に追い込まれた。 

（例３）２０１４年１２月の総選挙の際、青森１区で有料電話掛けを
指揮した運動員が組織的選挙運動管理者にあたるとして起訴された。
しかし、青森地裁は運動員を有罪としたが、選対で重要な地位にあっ
たとは言えないと判断し組織的運動管理者にはあたらないと判示し
た。これを受けて検察庁は連座裁判を断念した。 

 

 

第６ 警察は運動員買収事件の捜査に全力投球している 
１．警察は金銭がらみの事件の摘発に全力投球し、一方では文書違反や戸別
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訪問については以前と比べて捜査の意欲は減少したというのが捜査の実情
である。金銭がらみの事件は連座があり、金銭にからまない文書違反や戸
別訪問は連座が適用されないからである。 

 
２．何故警察は運動員買収の摘発に熱心なのか 

将を射んとすれば馬を射よとのことわざのとおり、幹部運動員をつか
まえることで候補者を連座制によって失格させることができるからであ
る。 

警察庁は、選挙の度に捜査対象を拡大し、捜査のレベルを飛躍的にア
ップさせてきた。検察庁特捜部による政治家の汚職摘発が検察庁の権威と
権力の有力な基盤となっているのと同様に、警察庁は選挙違反の徹底摘発
を自らの権威と権力の有力な基盤と考えており、そのために徹底捜査を行
っているのである。 

また最近では、検察庁も以前よりずっと熱心に捜査に取り組むように
なってきた。徳洲会事件や河井克行・案里夫妻の買収事件は東京地検特捜
部が捜査を主導した。 

 
（朝日新聞２００４年１２月２８日記事より） 

「裏金」転じて長官賞 
２００４年１２月裏金疑惑で北海道警は芦刈本部長をはじめ４人に１人の職員が

大量処分された。しかし、その４日後道警は警察庁長官賞を受賞した。 
裏金疑惑で道民の厳しい批判にさらされた道警は「起死回生」の一打を放つ好機

として２００４年夏の参議院議員選挙違反を徹底して取り締まり、民主党信田邦雄
派をめぐる運動員買収事件の２７人をはじめ合計３２人を大量逮捕する全国屈指の
好成績をあげたことが評価されたためである。 

 

３．ハイテクを駆使した「組織犯罪捜査」の手法 
（１）長期間の内偵捜査による膨大な情報と資料の収集 
（２）ターゲットに大量の人員を集中的に投入し、関係者を完全マーク。 
（３）泳がせ捜査（コントロールド・デリバリー） 
（４）内部告発 

（５）ハイテク機器を駆使。 

ア スマホ・携帯電話は歩くナビゲーター 

   スマホ・携帯電話は交信していない時でも電波を発信して中継基地局
のコンピュータに記録されており、捜査当局は居場所を把握できる（合
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法）。もちろん交信すれば誰と誰がいつ、どこで交信したか記録が残っ
ている。さらにスマホのＧＰＳ機能を調べればピンポイントで居場所が
特定できる。 

イ ＰＣは宝の山である。 
   徳洲会の徳田虎雄理事長は難病で体を動かせず目で合図して指示をＰ

Ｃに記録させ、部下の報告もＰＣに入力させて読んでいた。東京地検特
捜部は２０１２年１１月の総選挙における徳洲会ぐるみ選挙について２
０１３年９月から一斉に捜査を開始し、徳田虎雄氏の指示と部下の報告
が詰まっていた病室のＰＣを押収し、事件の全容を解明した。ＰＣは捜
査当局にとって宝の山である。またＰＣのデータを削除しても捜査当局
は簡単に復元できる。 

ウ メールやＬＩＮＥなどは送信者・受信者の双方に残る。従って自分は
消去しても相手に残っていれば動かぬ証拠となる。 

エ 預貯金の入出金は警察が任意捜査で入手できる。 
預貯金の原簿は銀行や郵便局のホストコンピュータの中にあり、通帳
は原簿からダウンロードしたコピーに過ぎない。捜査当局が候補者本
人だけでなく家族や関係者の預貯金の入出金を原簿で調べるのは今や
常識である。 

    オ 防犯カメラ 

    カ Ｎシステムやカーナビ 

     Ｎシステム設置場所を通過した車両のナンバーは瞬時にチェック出来
る。従って車両が移動する方向、ひいては今どこら辺にいるかを瞬時に
把握できる。今や一般刑事事件の捜査の必須手段である。選挙の際も選
挙事務所を訪れた車両は多くが把握されており、どのような移動をした
のかＮシステムで把握可能である。カーナビも後からでも車両の走行場
所を再現できる。 

  キ ＤＮＡ 
（６）デジタルフォレンジック（Digital Forensics） 

     上記のように、コンピュータ、スマートフォン、サーバーなどの電子機
器に集積されたデータを収集し、分析し、鑑識にかけ、あるいは削除され
た情報を復元するなどして証拠化する捜査手法をデジタルフォレンジック
という。 
ア ２０１９年参議院選挙における河井案里候補者と夫の河井克行衆議院
議員に対する捜査で検察庁がデジタルフォレンジック捜査を行ったこと
をマスコミは大きく報じている。私たちはデジタル機器なしに活動する
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ことはできない。買収行為と疑われる行為は厳に慎むべきである。 
  
（朝日新聞２０２０年６月２０日記事より） 

河井夫妻の携帯ＧＰＳで授受の日特定 
案里議員の参院選への立候補表明後の昨年３月下旬、克行議員の訪問を受けた元

広島市議は聴取時、「自分の事務所で克行議員から現金を受け取っただろう」とた
ずねられた。さらに「克行議員の携帯のＧＰＳ（全地球測位システム）を調べたか
ら、２０分余り事務所にいたとわかっている」とも言われたという。別の広島県議
も「聴取時に『どこで会ったかすぐわかる』と言われた」と話す。 

東京地検特捜部は、議員らの聴取の際、説明を客観的に裏づける目的で携帯電話
の位置情報を活用。こうした議員らの供述を積み重ね、克行議員を９４人に約２５
７０万円を供与、案里議員は共謀の上、このうち５人に１７０万円を渡したとする
疑いで逮捕した。夫妻は容疑を否認している。 

 

  
イ 最近では企業や従業員の不正調査でもデジタルフォレンジック手法を
使った調査が広く行われている。有名な例が東芝のケースである。２０
２０年７月の株主総会前に東芝役員と経産省が海外投資家に対し強い圧
力を掛けて会社提案に賛成させたという疑惑について、株主総会が選任
した弁護士らが、デジタルフォレンジックの手法を駆使して、人工知能
（ＡＩ）に７０万通とも言われる電子メールなどを読み取らせ、不正が
疑われるメールなどを絞り込み最後は弁護士が解析する手法で東芝と経
産省が不当な圧力をかけた事実を証明した。２０２１年６月公表された
弁護士らの報告書は大きな反響を呼び、その直後の７月の株主総会で当
時の取締役会議長が再任を否決される結果となった。 

  
 ウ 私たちは従来のアナログ世界では考えられないデジタル世界に足を踏み

いれており、選挙においては後から行動が把握される時代であることを
肝に銘じて透明な運動をしなければならない。 
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第７ 選挙期間中における金銭支出の合法・違法 
１．合法的に報酬を支払って良い人達は誰か 

公選法は選挙運動員に対して、旅費・交通費・宿泊料・弁当料・茶菓料
の実費弁償のみ認め（金額の上限あり）、報酬の支払を禁じている。 

一方公選法は労務者、登録した選挙運動事務員、登録した車上運動員
（ウグイス）と手話通訳者には実費弁償の他一定額の報酬を認めている。 

（１）ウグイスと手話通訳。但し１日１５，０００円以内（超過勤務手当は
支払えず、支払えば違法となる）。 
（例）２０１３年７月参議院選挙の比例代表広野允士派で元公設秘書が

ウグイスに１日３万円支払って逮捕・有罪となり、広野允士候補は参
議院選比例代表５年間立候補禁止の連座となった。また、２０１９年
７月参議院広島選挙区の河井案里候補者の陣営がウグイスに１日３万
円支払った事件で議員秘書らが逮捕起訴され、この事件を端緒として
夫の河井克行衆議院議員と案里参議院議員夫妻が広島県の県議や市議
ら多数を買収したとして逮捕起訴された事件に発展した。 

（２）運転手、ポスター張り等の労務者としての行為。但し１日１０，００
０円が基本日額で超過勤務しても１５，０００円以内。 

（３）登録した選挙運動事務員 但し、１日１０，０００円以内（超過勤務
手当は支払えない） 
誤解されやすいが有給の選挙運動事務員は選挙運動事務はできるが、選

挙運動はできない。従って封筒の宛名書きや事務所の電話番はできても、
選挙ビラ配布や投票依頼の電話掛けはできない。登録した選挙運動事務員
のできることは少ない。 

（４）上記（１）から（３）は公示・告示後の選挙運動費用としては支払え
るが、公示・告示前の活動については政治活動であれば支払ってよいが、
事前運動と認定されたら支払は公選法違反となることに注意。 

以上をまとめたものが次の表である。 
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0
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手
当
１
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間
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１
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宿
泊
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,
0

0
0
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以
内

 

食
事
代
・
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当
料
・
茶
菓
料
は
自
腹

 

立
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備
期
間
含
む
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数
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限
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し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※

３
 

労
務

者
の
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弁
当

代
は

自
腹

。
 

 選
挙

事
務
員

 

【
有
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の
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け
不
可
】

可
（

事
前
届
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要
）

 

１
日
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0

0
0
円
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中
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出
て

支
給

で
き
る
）
 

 
※
２

 

  選
挙
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7
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茶
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内
 

期
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上
 

 
 

 
 
 
 
 
※

３
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挙
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所
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政

党
の
選
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で
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不
可
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候
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出
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投

票
日

前
日
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で
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食

1
,
0

0
0
円

1
日

3
,
0

0
0
円
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内

（
選

管
が

告
示

）
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で
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×
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衆

1
2
、

参
1

7
）
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内

 

（
事
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所

1
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所
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に

つ
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＋
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食
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数
）

 

✻
弁

当
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外
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常
の

湯
茶

・
菓

子
の

み
 

 車
上

等
運
動
員

 

手
話

通
訳
者

 

【
車

上
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で
の
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動

不
可
】

 

可
（

事
前
届

出
必

要
）

 

１
日

1
5

,
0

0
0
円

以
内

 

超
勤

手
当
不

可
 

期
間

・
人
数

は
同

上
 

（
人

数
制
限

は
事

務
員

と
の
合
計
数
）
※
２

 

上
記
以
外
の

 
選
挙
運
動
員

 
不
可

 

※
１
 
金
額
は
基
準
（
選
管
が
決
定
・
告
示
）
。
政
党

に
係
る
も
の
は
制
限
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用
な
し
（
社
会
通
念
上
妥
当
な
額
）
。
 

※
２
 
候
補
者
に
係
る
も
の
の
金
額
は
基
準
（
選
管
が

決
定
・
告
示
）
。
人
数
は
地
方
選
で
は
異
な
る
。
参
院
選
の
比
例
名
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届
出
政
党
は
不
可
。
衆
院
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の
政
党
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の
は
こ
の
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額
（
届
出
不

要
、
期
間
・
人
数
制
限
な
し
）
。
 

※
３
 
候
補
者
に
係
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も
の
の
金
額
は
基
準
（
選
管
が

決
定
・
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示
）
。
政
党
に
係
る
も
の
は
制
限
適
用
な
し
（
社
会
通
念
上
妥
当
な
額
）
。
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２．前ページの表以外の支払は全て問題が出てくる。 

（１）労働組合の動員費 
日常の組合活動で支払うことは当然合法であるが、組合活動であると同

時に選挙運動と認定されるときは運動買収となる。 
（２）渡し切り経費（前渡経費）は極めて危険。 

逮捕されると「票の取りまとめ資金」と報道される。この種の事件は沢
山ある。 

例えば選挙運動員が事前に５万円を受け取ったケースを考えてみよう。
運動員は選挙運動中に食事もするし、電車代も支払うし、車を使えばガソ
リンを消費する。選挙のための電話もかける。選挙運動員は報酬をもらう
ことは禁止されているが実費弁償は合法である。従って領収証や伝票をき
ちんと揃えて５万円以上使用していれば合法である。しかし領収証や伝票
を用意できなければ買収となってしまう。また４万５千円分の領収証や伝
票を用意したときは差額の５千円が買収となってしまう。 

２０１０年４月の統一地方選挙の群馬県議選挙戦で食事代２千円を先渡
しした責任者が逮捕され略式罰金となった実例がある。 

従って選挙運動員は先に自腹を切って経費を支払い、後で領収証や伝票
と引き替えに実費弁償してもらう、即ち後払いが自分の為にも、候補者の
為にも安全な方法である。 

（３）名目を変えてもアウト 
例）２００４年７月の北見農連事件の「農政対策費」は、実質は運動員に
対する報酬であるとして有罪となった。 

（４）候補者の周りで旗を持っていたり、ビラを配ったり、手を振る行為は
選挙運動となるので報酬を支払うと運動員買収となる。 

 
  最高裁判決は例え単純な仕事であっても有権者に対して直接働きかける行為は

単純労務ではなく選挙運動にあたると判示している（最高裁判所昭和５３年１
月２６日判決他多数） 

 
（５）○○候補をよろしくと述べる投票依頼の電話掛けは声で有権者に働き
かけるので選挙運動となり、報酬を支払うと運動買収となる。 

（６）アルバイトが演説会場に先乗りして会場の机・椅子の設置や横断幕の
設置などをしたあと、演説が始まってもその場にとどまって演説を聴くな
どしていた。そして終わった後は会場の片付けをした。 

   このケースは演説会場の準備や片付けは労務者としての行為であるが、
アルバイトが演説会場で演説を聴く行為はいわゆるサクラにあたるので運
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動員買収となるとの判決が出ている。 
 

３．運動員（無給）に対する実費支払は原則として合法である。 
（１）選対が支払うこと 
選対が旅費・交通費・宿泊料・弁当料・茶菓料という実費を支払うことは
合法である（金額の上限あり）。但し、１回毎の精算は面倒だから先に１
万円渡してこれで使ってくれという渡し切り経費（前渡経費）方式は絶対
にやめること。 

（２）会社、宗教団体、労働組合等が選挙運動に参加した人達に実費を支払
うことは要注意。２０１２年の徳洲会選挙では、報酬（給料の後払）の
他、航空券代等の実費を徳洲会が支払ったことも買収と判断された。 
万一立て替えたというときは選対にきちんと請求すること。 

（３）電話会社に支払う電話料金の組合負担は合法である。 
運動員に支払うものでないから合法である。組合が電話代を支払ったこと
を選対が知らない時は選対は選挙運動費用に入れなくて良い。なお言うま
でもないが、金が運動員の懐に入るときは違法である。 

 

 

第８ 選挙の公示・告示前の金銭支出の合法・違法 

１．政治活動の対価であれば合法で、事前運動の対価であれば事前運動買収
になる。しかし何度も言っている通り、政治活動と事前運動の境界線はと
てもあいまいである。すいか泥棒の例えのとおりである。 

選挙期間中であれば、ウグイス、選挙運動事務員、運転手等に対し合法
的に金を支払うことができるが、公示・告示前には政治活動と判断された
ら合法であるが、事前運動に該当すると判断されたら全て違法支払とな
る。 

２．教訓  

（１）いつも言っていることだが、選挙が近くなったら、名目の如何を問わ
ず１００％説明ができない限り、金を渡したり接待することは全て禁止す
べきである。 

選挙近くなって、活動に参加する学生や支持者に報酬や行動費を支払 

ったり、あるいは食事や酒を提供するときは、事前運動か政治活動かによ
って違法か合法かが分かれる。 

しかしその境界線は非常に曖昧である。支払がいつまで大丈夫か、い
つから危険なのかの明確な基準は存在しない。 
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（２）組織内議員の決起集会に参加した組合員に動員費を支払うケースを
考えて頂きたい。決起集会が政治活動であれば動員費は合法である。し
かし決起集会という名称を考えると事前運動っぽいと考えられる。ボラ
ンティア参加であれば事前運動であっても買収や連座にならないが、動
員費を支払っていれば事前運動買収となり連座になる可能性がある。選
挙が近くなって決起集会に参加するときは安全の為動員費の支払は禁止
すべきである。 

 

（３）選挙近くなったら、定期大会時の懇親会や毎年行っている定例の忘
年会・新年会・旗開きのように、開催理由を明確に説明できるものは主
催者がごちそうして良いが、臨時大会時の懇親会や臨時の忘年会・新年
会等は要注意である。安全のため臨時大会時等の懇親会は割り勘に徹す
るか懇親会をやめて頂きたい。労働組合の執行委員会で選挙期間中の組
合員の動員について打合をした機会に夕食を提供したことが供応に問わ
れたケースがあることを肝に銘じて頂きたい。 

 

（４）公選法がパズルのような法律であることはくり返し述べてきたが、
公選法が改正されない以上、組織は金のリスクを犯すべきではない。選
挙が近くなったら、候補者、後援会、支援者、労組あるいは会社は、ボ
ランティア活動に徹するべきである。 

 

 

第９ 文書違反と内部連絡文書について 

１（１）文書違反や戸別訪問は金銭支払が無い限り連座制の適用はない。 

近年は逃亡や証拠隠滅が無い限り文書違反や戸別訪問は逮捕せず任意捜
査のみで捜査を終了する。刑も責任者だけが罰金プラス公民権停止となる
ケースが殆どである。 

（２）しかし、違反者は公民権停止となるので、議員や候補者は文書違反
に関わってはいけない。最近、現職議員が文書違反で起訴されたケースが
目立っている。 

ア ２０２１年１１月１５日投票の栃木県知事選で福田知事（現職）は対
立候補に倍の差をつけて圧勝したが、陣営の宇都宮市議会議長と福田知
事の次男の宇都宮市議が「告示前に福田知事の母校の野球部ＯＢに対し
て、知事への投票を呼びかける趣旨の文書を郵送した」件で起訴され、
議長は罰金３０万円公民権停止３年、次男は罰金２０万円公民権停止２
年の有罪判決を受けた。 

－ 19 －



- 20 - 

イ ２０２１年１０月３１日投票の総選挙において、立憲民主党鳥取 2区
の湯原俊二候補（比例当選）の選対本部長であった県議が後援会員に対
し、「支援の輪を広げていただきたい」などの言葉を記載した文書を配
布した件で起訴され、現在公判中である。 

ウ 同じく、２０２１年１０月３１日投票の総選挙において、日本維新の
会から奈良 1区で立候補し比例当選した前川清成候補が、「選挙区は前
川きよしげ、比例区は維新とお書きください」などと記載した文書を添
えて選挙はがき用紙を母校の卒業生２０００名あまりに郵送した件で、
事前運動・文書違反にあたるとして起訴された。前川議員は、支援が期
待できる人たちに選挙はがきの宛名書きをしてもらう目的で送ったもの
で合法的な立候補準備行為であると主張した。 

  奈良地裁は２０２３年１月１８日、支援が期待できる特定の人たちに
絞って送ったものではなく、不特定多数の人に投票を呼び掛ける目的で
郵送したと認定し、事前運動・文書違反罪で罰金３０万円と５年間の公
民権停止判決を言い渡した。前川議員は大阪高裁に控訴したが同年７月
２９日控訴棄却となり、更に最高裁は同年１１月１８日上告を棄却し
た。これで、罰金３０万円、公民権停止５年の刑が確定した。 

 

２ 内部連絡文書か否かの判断 

選挙期間中は公選法で定められた証紙を貼ったビラや選挙葉書等に限っ
て配布することができる。しかし、各陣営、後援会、応援団と言うべき会
社や労働組合等は選挙期間中、事務連絡などの内部連絡文書を出す必要が
ある。 

合法的な内部連絡文書と脱法的な文書の違いは一律に定めることはでき
ないが、後援会員や組合員に対して、投票依頼文言を含まず、選挙運動へ
の動員、参加を呼びかける程度であれば内部連絡にすぎないとして合法と
なるケースが大半である。 

他方、一般後援会員や一般組合員に配布する文書に「当選のためあと一
歩なので全力を尽くしてください」等と記載することは、投票依頼目的と
判断される危険がある。さらに、「○○候補に投票してください。」など
投票を依頼する文書は内部連絡文書ではない。違反文書である。 

そして、後述第１０以下で述べる通り、メール以外の SNSを使えば、内
部文書に該当するかどうかあるいは投票依頼に当たるかどうか悩む必要が
全く無く、選挙期間中、全ての後援会員や組合員に対して「○○候補に投
票してください」と合法的に発信することができる。 
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３．選挙の公示・告示前は、投票依頼など選挙運動とみなされる内容であれ
ば事前運動文書違反となるが、投票依頼文言を含まない文書の自由度は選
挙期間中に比べるとはるかに高い。 

 

４．限界的な事例 

（１）候補者が、会社、業界団体、労働組合等から推薦決定を受けたとき、
候補者陣営が、推薦を受けた会社の従業員、推薦を受けた団体の会員、推
薦を受けた組合の組合員に推薦御礼の文書を出すことは文書違反となり、
有罪となった判例は多い。ちなみに会社、業界団体、労働組合が会報等通
常の方法で候補者名を挙げて推薦決定したことを知らせることは合法であ
る。 

（２）後援会事務所開設・移転の通知 

公示・告示後選挙事務所となる事務所を公示・告示前に後援会事務所と
して開設するケースは多い。この場合関係者に通知を出すことは問題ない
が、後援会の名簿に載っているだけで実際は後援会の会員と言えるかどう
か疑問のある人への通知、あるいは近隣住民への通知等は限界事例という
ことになろう。 

 

 

第１０ デジタル選挙（ネット選挙）が重要になった。 
１．最近になって重要性がはっきりしてきた 

２０１３年４月公選法が改正され、ネット選挙が解禁となったが、最近
までネット選挙は期待された効果が現れず低調であった。 
しかし、２０１９年７月の参議院選挙はネット選挙の効果がはっきり 

出た初めての選挙であった。その代表例が「れいわ新選組」の躍進 
（２２８万票、その内山本太郎票が９９２，２６７票）と山田太郎候補 
（自民比例区 ５３９，５６６票）の当選である。また、ＮＨＫ党が９９
万票集め立花孝志が当選した。 
 そして、２０２２年７月の参議院選挙では、れいわ新撰組が２２８万票
（水道橋博士ら２名当選）、参政党が１７７万票（神谷宗幣が当選）、Ｎ
ＨＫ党が前回以上の１２５万票（ガーシーが当選）を集めた。   

もちろん、今後も街頭演説、ビラ配布、ポスター貼り、集会、電話掛け 
等のアナログ選挙運動は重要であり、それにプラスしてネット選挙運動も
大事な時代と考えるべきである。 
 人は１年ごとに年齢が上がる。デジタルネイティブ世代が社会の中心に
なる時代が近づいているからである。 
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２ デジタル（ネット）選挙運動 
（１） できる行為とできない行為は以下のとおりである。 
 

  政党 候補者 第三者（有権者個人、団体など）
ウ
�
ブ
サ
イ
ト 

ホームページ 
ブログなど ○ ○ ○ 

ＳＮＳ ○ ○ ○ 
動画のネット配信 ○ ○ ○ 

電
子
メ
�
ル
と
シ
�
�
ト
メ
�
ル 

選挙運動用メール
の送信 ○ ○ 

× 
※政党・候補者から
のメール転送も不可

選挙運動用ビラ・
ポスターを添付し
たメールの送信 

○ ○ 
× 

※政党・候補者から
のメール転送も不可

候補者のビラ・ポ
スター・マニフェ
ストなどのＰＤＦ
を印刷し配布 

× × × 

ネ
�
ト
広
告 

有料ネット広告
（バナー広告等） 

○ × × 

（○できる ×できない） 
 

（２）公示日・告示日以降、電子メールとショートメール以外のＳＮＳは制限
や制約は殆ど無い。候補者はもちろん、有権者個人も労働組合等の支援
団体もＳＮＳを使えば投票依頼が自由に出来る。「○○候補に 1票入れ
てください」と発信することができるのである。 
 

（３）何故か電子メールとショートメールを使った選挙運動は候補者および政
党以外の第三者（有権者個人や団体など）はできない。 

 
３ デジタル（ネット）政治活動 

   公示日・告示日以前はＳＮＳやインターネットも特例が無いので、アナ 
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ログ政治活動と同じ制約を受ける。即ち、公示日・告示日以前は「○○候
補者に投票して下さい」とのＳＮＳは事前運動となって違法である。 

   但し、文書違反の項目で述べたように萎縮する必要は無い。大いに活用 
すべきである。 

   ＳＮＳ機能（アプリ）の代表例は Google、Facebook、Twitter、LINE、
YouTube、Instagram、TikTok等多岐にわたっている。mailと並んで活用
すべきである。ホームページやブログも合法である。 

 
 
第１１ 何故デジタル選挙（ネット選挙）が進んだか 
１ デジタルネイティブ（Digital native） 

統一的な定義はないが、幼少期の頃からＩＴ（Information Technology）
に親しんでいる世代である。概ね１９８０年以降に生まれた世代であり、最
年長者で４３歳前後である。彼らは幼少期からＩＴが日常生活に深く浸透
し、情報をＰＣやスマホを使って大量かつ容易に受け取る世代である。皮肉
だが、本や新聞を読まず、紙や鉛筆を使うのが下手な世代である。 
デジタルネイティブ世代は２０２５年７月の参議院選挙時には年長者が４

５歳前後の年齢となり、仕事でも家庭でも組合でも実働部隊の中枢となる。 
五百蔵の試算では２０２５年７月には有権者の４０％から５０％の人口を

デジタルネイティブ世代および若手のデジタル移民世代（バイリンガル世
代）が占める。デジタル選挙がアナログ選挙より上位となる可能性がある。 
 

２ デジタル移民（Digital Immigrant） 
幼少期を本と紙と鉛筆で育ち、中途でデジタル国に移住した世代をデジタ 

ル移民（Digital Immigrant）という。彼らは働き盛りの世代である。 
私は、２０２３年７月までのレジメでは、デジタル移民をアナログ族に近

い世代と記載していたが、２０２３年８月のレジメ以降では下記のように考
えを改めるに至った。 
 デジタル移民世代は、仕事でパソコン、slack、Zoomなどのデジタル機器
を活用し、私生活では情報をスマホで収集し、通販をパソコンやスマホで注
文し、友人や家族との連絡は LINEを利用している。今や４０代後半から５
０代前半の若手移民世代はバイリンガル（Bilingual）と言うべきである。 
選挙においても選挙ビラや投票依頼の電話で候補者を知る世代というよ

り、各種 SNSで候補者情報を収集し投票する世代である。 
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３ アナログ族 
スマホやパソコンを使えない、世代である。65 歳以上の高齢者がコロナ 

ワクチン接種をウエブ予約できず、電話予約が殺到してコールセンターが
パンクしたことを私たちは目撃している。テレビ通販をスマホでなく電話
で申し込む世代でもある。 

 
４ デジタルネイティブの５０％から６０％は読書時間ゼロ世代 

新聞の購読率は毎年低下している。特に若年層の低下は顕著であり、今や
子育て世代の３分の２は新聞を定期購読していないと言われる。 
更にショックな調査がある。全国大学生協は、２０１８年２月２６日、

「大学生の５３％が１日の読書時間ゼロ」との調査結果を発表した（日経新
聞２０１８年２月２６日記事）。また、文部科学省は「21 世紀出生児縦断調
査」で２１歳の若者の６割は全く本を読まないと発表した（朝日新聞２０２
３年１０月１４日） 
日本人の知的能力の低下という問題はさておき、若者の５０％から６０％

が本を全く読まないという現実がある。２０２０年以降のコロナ禍で多くの
大学が ONLINE 授業を行っており、活字離れは一層進む。 

 
  

５ デジタルネイティブ世代に対して紙や電話で働きかけても効果が無い。 
 たとえ話で恐縮だが、若者は英語をしゃべる民族であり、高齢者は日本語
をしゃべる民族である。紙と電話（日本語）で若者に語りかけても若者は
日本語を理解しないから通じない。若者にはデジタル（英語）で語りかけ
るべきである。 

 
６ 今やアナログとデジタルの総合戦の時代である。 
  一騎打ちの衆議院選挙、１人区の参議院選挙や首長選挙は１位だけが当
選する。自分の支持者だけ固めても当選できない。アナログ選挙とデジタ
ル選挙の両方を活用できなければ当選できない時代である。 

  ア 見事な活用例として２０２３年４月の東京都世田谷区長選挙を紹介す
る。 

    同選挙は６７歳の無所属現職・保坂展人氏と自民党と維新が推薦する
２９歳の前財務官僚・内藤勇耶氏との一騎打ちであった。世田谷区は人
口９４万人、有権者数７９万人の巨大都市であり、古くから住んでいる
高齢者も多く、他方ワンルームマンションに居住する若者も多い、あら
ゆる世代が有権者である巨大な選挙区である。結果は保坂氏が１８万６
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５５３票（５５，９％）、内藤氏が１４万７３６１票（４４，１％）の
得票であった。 

   保坂氏は自分の選挙を客観的に分析した優れたレポート（保坂のぶとの
活動レポート１３９号）を書いているので、ご本人の許可を得て以下のと
おり要所を引用する。 

 
激しい空中戦と地道な政策の訴え 

選挙期間中はポスティングや街頭で手渡す候補者チラシ等の折り作業や証
紙貼りに多くのボランティアの皆さんの協力をいただきました。日数も少な
い中で、個人演説会の呼びかけも進めてもらいました。 
また、期間中にインターネット・SNS対策が必要との声があがり、街頭演

説から集会や演説会の動画を収録し、２分２０秒のツイッター動画に埋め込
む作業をスピーディーに行って政策内容を伝える重要なツールとなりまし
た。 
ネット選挙が話題となって久しいですが、今回は本格的に「ネットで票が

動く」選挙になったと感じます。街頭演説と同等か、それ以上に重視する必
要があると感じています。従来の選挙のやり方は大きな変更を迫られていま
す。 

世田谷区長選挙出口調査結果（NHK） 

（保坂候補がアナログ選挙と同等にデジタル選挙に力を入れた結果、） 
若い世代の有権者が挑戦者に流れ、高齢者層が現職に多く止まることを予

想していましたが、違っていました。若い世代からの得票も半数を超えて、
もっとも支持が厚かったのは５０代であり、７０歳以上の高齢者層は若い世
代と同様の傾向だったということです。 
１０代、２０代のおよそ５０％、３０代の５０％あまり、４０代のおよそ

５０％、５０代のおよそ６０％、６０代の５０％あまり、７０歳以上の５０
％半ばが保坂に投票しています 

 
 

世田谷区長選挙以外でも、以下の二つの選挙結果は注目に値する。 
イ ２０２３年２月５日投票の北九州市長選挙 
無所属で自民党麻生派の支持を受けた武内和久候補（５１歳）が、自民・

公明・立憲・国民の共同推薦を受けた津森洋介候補（４７歳）を破った。武
内候補はリアル選挙を闘う運動員数の劣勢を SNSでカバーして当選した。 
武内候補は、「早い時期から対話集会を 400回以上、街頭演説を 700回以上
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実施した。そして、このリアル選挙（アナログ選挙）に加えて、20 代の若者
が候補者本人やスタッフの活動を含めて 5 種類の SNS を作成して選挙前の広
報と選挙中のデジタル選挙活動に駆使した。選挙中は候補者に GPS をつけて
候補者がどこにいるか知らせる活動も行った（RKB 毎日放送 on line 
参照） 
一方、津森候補は SNS 作戦が全く不十分であった。自民党森山選対委員長
（当時）は「多くの政党が支持した候補者がなぜ当選できなかったのか、い
ろいろ敗因は考えられるが、SNS を使った広報活動がいまひとつ足りなかっ
たのではないか。」（２月５日 NHK ウエブニュース）と分析している。 
 
ウ ２０２３年４月２３日投票の芦屋市長選挙 

高島崚輔候補（２６歳）が現職の伊藤舞候補（５３歳）を破って当選し
た。高島新市長は「SNS とリアルをどのようにつなげていくかが大事だと思
っていまして、全ての集会所で対話集会を行いました。そこに SNS で見たよ
と来てくださる方も徐々に増えてきましたので、SNS とリアルをうまく融合
させることができたのではないかと思っています。」（ABEMA ニュース５月
４日）と述べている。 

 
第１２ デジタル時代（ネット時代）の情報発信のあり方（試案） 
 1 アメリカファースト、アベノミクス、マイナカード保険証 
  良くも悪くも力強い短いキャッチフレーズが普通の人を引きつける。 
  繰り返しわかりやすい情報が伝えられてはじめて普通の人が詳しいレベル

の話を理解するようになる。 
 
２ デジタル時代（ネット時代）の表現のポイント 
  デジタル媒体だけでなく、紙の文書でも同じ課題があることに注意。 
ア 演説やパンフレット・リーフレット・ビラは、結論やポイントを最初に述 

べ、有権者に印象づける工夫が必要である。 
  
イ 候補者の名前と写真とキャッチフレーズで有権者に訴えることが最も 

大事なポイント。 
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ウ 長い文章は有害。象形文字である日本語の文字は文字ではなくデ 
ザインに見えてしまう。文字で埋まったパンフレットを誰が読むだ 
ろうか。 
 朝日新聞が面白い記事を掲載しているので紹介する。 
 

やめよお役所チラシ キャッチーに 
文字だらけ、専門用語、ありきたりな言葉。読まれない文書の典型とも言 
われる役所の広報やポスターを東京都足立区は１０年かけて改革してき 
た。今春配った子供向け歯磨き推進冊子の表紙は「鬼滅の刃」にあやかっ 
て「きんめつ（菌滅）の歯みがき」という言葉と、ばい菌と戦う子供のイ 
ラストを掲載した。チラシ作りのポイントは、「高齢女性」といった抽象 
的な属性ではなく、うちのばあちゃんはイベントに応募してくれるかなと 
具体的な相手を想像することだという。 

（朝日新聞 2021 年 8 月 26 日記事） 
 

足立区は「住民の心をつかむ自治体チラシ 仰天！ビフォーアフター」 
（学陽書房）を出版しており、参考になる。 

 
エ 上から目線は嫌われる。ネットは発信者と受信者が対等の立場で情報をや
りとりする特性を持っている。これを双方向性という。発信者と受信者は対
等の立場であり、受信者は一方的な受け手でなく発信者に対して自分の見解
を述べることが出来るのである。この双方向性が従来のマスメディアと決定
的に違っている。 

 
オ SNS 名簿を作ろう 
  アナログ名簿は氏名と住所と電話番号からできている。そして候補者、後 
援会、労働組合などの応援団もメール配信のためのメールアドレスを作成し 
ているところが多いと思う。 

  これに加えて SNS 名簿も必要な時代である。 
YouTube、LINE、Twitter、Facebook、Instagram、TikTok 等の SNS は選挙
期間中、候補者も後援会も労働組合など応援団も自由に発信できる。候補
者も応援団も有権者に対して「○○候補に１票入れて下さい」とか、「期
日前投票して下さい」などときめ細かい連絡が容易にできる。「期日前投
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票してきました」という返信を受けることも合法である。 
  議員や候補者は乗り遅れてはいけない。 

投票依頼の電話掛けをしても電話に出てもらえないとか、コロナ禍で有権
者と直接触れあうことが難しい現在、ＳＮＳはとても有効な手段である。ぜ
ひデジタルネイティブに実務を任せて実行に移して頂きたい。 

 
カ 以上の記述は労働組合の日常活動や選挙運動の変革にもそっくり当てはま
る。 
  労働組合が LINE 名簿を作成し、組合員に配布するビラや機関誌を LINE で
発信することを提案したい。LINE はお友達登録した組合員だけの閉ざされた
名簿であり、紙のビラを読まずに捨てる若い組合員対策でもある。 
選挙期間中は、内部文書か否かの判断に悩む必要なく「○○候補者に 1票

入れてください」と合法的に指示でき、「投票してきました」との返信を受
けることも合法である。 
LINE は、皆さんが普段使っている LINE をそのまま使う方法の他、少しス

テップアップして LINE公式というサービスを使い、単組のアカウントを作
成する方法もある。必要な場合は連合政治センターに相談してアドバイスを
受けることをお勧めする。 
 

キ 議員や候補者は、名刺やチラシに QRコードを記載してホームページなど 
に誘導することを工夫すべきである。 

 
ク 以上の記述は組合や NPO団体など応援団の情報発信のあり方にも当て 
はまる。従来とは大きく変化すべきであろう。若い会員にはネットで、中高 
年会員には紙で、という工夫も必要である。 

 
ケ 最後に私自身の経験を申し上げます。 

ネット技術が低い私や多くの高齢者はアプリを自力でダウンロードして必 
要事項を入力することが難しい。デジタルに対して食わず嫌いの高齢者が相
当数存在する。若手がアプリ入力を手伝えばその後スムーズにネットでの情
報交換が可能になる。 
２０２１年６月からの新型コロナワクチン接種予約にあたり、多くの高齢

者がパソコンやスマホで予約できず、電話予約が集中して各自治体のコール
センターがパンクしたことはその典型である。若い家族がいる高齢者だけが
ネット予約できたことが報道された。 
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第１３ アナログ選挙は今後も重要である 
１ 五百蔵の主張はアナログからネットに移行せよではない。デジタルネイ
ティブ世代にはネットで、デジタル移民には紙とネットで、純粋アナログ
族に対しては従来の紙中心で良いという主張である。 

 
２ 日本の人口構成からもアナログ選挙が重要であることは揺るがない。 

総務省統計局の月例人口推計（２０２３年６月 1日現在）によれば、一
番人口が多いのは団塊ジュニアと呼ばれる５０歳から５４歳までの９５７
万人と４５歳から４９歳までの９２３万人であり、次に多いのが７０歳か
ら７４歳までの団塊世代８９７万人である。３０歳から３４歳までは６３
９万人、２０歳から２４歳までは６２８万人、０歳から４歳は４１５万人
しかいない。少子高齢化は深刻且つ顕著である。 

 
３ 純粋アナログ世代は多い。新聞、テレビ、本になじんでいる世代であ
る。アナログ選挙の重要性はこれからも続く。 

 

 

第１４ 地方公務員の選挙運動・政治活動の自由と一定の制限 

１ 地方公務員については民間人と違い、選挙運動・政治活動を行うにあた
り一定の制限がある。しかし、あくまで一定の制限であって過大に心配す
ることは誤りである。 

  

２ 徴税吏員に対する制限 

   徴税吏員は公職選挙法１３６条７号で選挙運動をすることができないと
規定されている。違反は罰金などの刑事罰があり、戒告処分を受けること
がある。また、現に税務の仕事をしていなくても徴税吏員の辞令を受けて
いる人はこの規制の対象となる。従って、選挙の公示・告示後に選挙事務
所に出入りするなどの選挙運動は控えるべきである。他方選挙公示・告示
前の政治活動は他の一般職地方公務員同様に行うことができる。   

   

３ 選挙管理委員会の委員と職員 

徴税吏員同様選挙運動できないと定めている（１３６条１号）。違反者
は罰金などの刑事罰がある。 
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４ 現業職員 

地方公務員法５７条および地方公営企業労働関係法附則第５項の規定に
より、地方公務員法３６条の適用が排除されているので、政治活動や選挙
運動は自由に行える。民間人と同じである。 

例）守衛、電話交換手、自動車運転手、学校給食従事者 

 

５ 地方公営企業の職員 

地方公営企業法３９条２項の規定により地方公務員法３６条の適用が排除
されているので、政治活動や選挙運動は自由に行える。民間人と同じであ
る。 

    

６ 一般職の地方公務員 

（１）一般職地方公務員は地方公務員法３６条による一定の制限があるが、国
家公務員と異なり、違反をしても刑事罰はない。戒告などの懲戒処分に留
まる。   

（２）地方公務員法３６条２項１号 

「公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運
動すること」ができないと規定している。 

勧誘運動という言葉は大変抽象的で具体的に何を指しているか良くわ
からない。 

途方もない昔の昭和２６年の通知は、「不特定または多数の者を対象
として組織的、計画的に投票させるあるいはさせない行為」と言ってい
る。 

この通知以降、沢山の選挙があった。自治労は様々な選挙運動を展開
してきた。しかし、勧誘運動違反と指摘されたケースは自治労中央本部
も見当たらないと言っている。裁判例もないようである。 

従って、現在まで組合が実際に行ってきた様々な政治活動や選挙運動
は地公法３６条２項１号に違反していないと言うことができる。今後、
仮に問題になるとしても、それは中央本部や県本部の指導者（リーダ
ー）の問題であり、組合方針を実行している下部組織の執行部や一般組
合員の問題ではない。 

なお、言うまでもないが、公務員の投票権は憲法１５条が定める当然
の権利である。 

 

（３）地公法３６条２項２号 

「署名運動を企画し、又は主宰するなどこれに積極的に関与すること」
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ができないと規定している。 

企画者・主宰者だけが対象であることは明白である。そして、勧誘運
動同様これまで問題となったケースは見当たらない。 

 

（４）地公法３６条２項３号 

「寄付金その他の金品の募集に関与すること」ができないと規定してい
る。 

これも問題になったケースは見当たらない。 

 

（５）地公法３６条２項４号 

「文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設
などに掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材
又は資金を利用し、又は利用させること」ができないと規定している。
しかし組合事務所に候補者のポスターを掲示するのは組合が行う活動で
あり、個々の公務員の活動を規制する地公法３６条違反にはならない。 

 

（６）地公法３６条２項５号 

「前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為」を条例で定
めることができると規定している。 

昭和２６年制定の福岡市条例や平成２４年の大阪市条例などの例がある
が、適用されたケースは見当たらない。 

 

（７）なお、上記１号から３号まで及び５号は当該職員の属する地方公共団
体の区域内のみの制限である。A市の職員は B市で政治活動・選挙運動
を行う時は制限が無い。県庁の支庁に属する職員や指定都市の区に勤務
する職員は支庁外、区外では制限が無いが、多少複雑なので個々に確か
めることが必要である。 

 

（８）以上のとおり、地方公務員法３６条は規定が曖昧である上、適用され
たケースが見当たらない。判例集に掲載された判例も見当たらない。 

 

７ 消防職員 

消防組織法１４条の４第１項で地公法３６条の適用を規定している。 

なお非常勤の消防団員は特別職の公務員であり（地方公務員法３条３項５
号）、地公法３６条の適用はない。 
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８ 地位利用の禁止 

（１）公職選挙法第１３６条の２は公務員の地位利用を禁止しており、刑事
罰がある。地位利用とは、公務員が職務上有している許認可権や補助金
の交付権限を利用したり、上司が部下に対する職務命令権や人事権を利
用して、選挙運動を行ったり行わせることを言う。 

特殊な例としては、官公庁の窓口で市民と接する公務員がこの機会を
利用して選挙運動を行うことは地位利用となることがある。 

しかし、一般には高い地位の公務員の話であって組合員レベルで心配
する必要はない。副市長が部課長に対して特定の候補者を支持するよう
求めたり、支持を広めるよう命令することなどが地位利用の典型例であ
る。なお、働きかけを受けた部下の公務員は違反にはならない。但し、
自分も更に部下に支持を求めるなどの働き方をすれば、自らが地位利用
したとして処罰の対象になる。 

 

（２）最近の地位利用の実例 

  ア 徳島県美馬市で、２０２２年７月の参議院選挙にあたり藤田市長（当
時）が、自民党候補のパンフレットを市職員に手渡したりして投票を依
頼した行為が地位利用にあたるとして略式起訴され、罰金３０万円・公
民権停止５年の刑を受けて辞職した。ちなみに辞職しなくても刑の確定
と同時に公民権停止となるので、市長は失職することになる。 

  

イ 大分県佐伯市では、２０２１年４月１１日の市長選挙にあたり、副市
長二人が課長級以上の管理職に対し現職市長の支持者を募る協力者カー
ドを手渡すなどの行為を行った。この行為が地位利用にあたるとして、
選挙後二人の副市長が逮捕・略式起訴され、一人が罰金５０万円・公民
権停止５年、もう一人が罰金３０万円・公民権停止５年の有罪となり副
市長を辞任した。 

 

ウ ２０２１年１０月３１日の衆議院選挙で、所一重千葉県多胡町長が、
幹部職員に対し LINEで自民党候補への投票を呼びかける投稿を行った
として逮捕・略式起訴され、罰金３０万円・公民権停止５年の有罪とな
り辞職した。 

  

エ 山口県小松一彦副知事と部下の管理職２名の合計３人が、２０２１年
１０月３１日の衆議院選挙前に、林芳正外務大臣の後援会入会申込書や
リーフレットを幹部職員に手渡し、後援会加入を呼びかけるなどして略
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式起訴され、罰金３０万円・公民権停止５年の有罪となり辞職した。 

 

（３）自治労が投票や後援会加入を呼びかけることは合法である。 

公務員が副市長など高い公務員としての地位を利用して働きかける行為
は違法であるが、組合は公務員としての地位を利用していないので、言
うまでもなく合法である。  
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２０１６年 ２０１９年 ２０２２年

(改選数４８) (改選数４８→５０） （改選数５０）

20,114,788票
（35.91%）

17,711,862票
（35.37％）

18,256,244票
（34.43％）

19名当選 19名当選(2名は特定枠） 18名当選(2名は特定枠）

山田太郎539，566票 赤松健528，053票
7,572,960票
（13.52%）

6,536,336票
（13.05%）

6,181,431票
（11.66％）

7名当選 7名当選 6名当選
5,153,584票
（9.20%）

4,907,844票
（9.80%）

7,845,995票
（14.80％）

4名当選 5名当選 8名当選
11,750,965票
（20.98%）
11名当選

7,917,719票
（15.81%）

6,771,913票
（12.77％）

8名当選 7名当選
辻元清美428,859票

3,481,053票
（6.95%）

3,159,657票
（5.96％）

3名当選 3名当選
6,016,195票
（10.74%）

4,483,411票
（8.95%）

3,618,342票
（6.82％）

5名当選 4名当選 3名当選
1,536,238票
（2.74%）

1,046,011票
（2.09%）

1,258,501票
（2.37％）

1名当選 1名当選 1名当選
福島瑞穂254,956票 吉田忠智149,287票 福島瑞穂216,984票

2,280,764票
（4.55%）

2,319,156票
（4.37％）

2名当選（2名共特定枠） 2名当選（1名は特定枠）

山本太郎992,267票（落選） 水道橋博士117,794票

987,885票（1.97%）
1,253,872票
（2.36％）

1名当選 1名当選
立花孝志130,233票 ガーシー287,714票

1,768,385票
（3.33％）
1名当選

神谷宗幣159,433票

比例区得票数等（朝日新聞デジタルの数字に基づき五百蔵が作成した）

参政党 ― ―

れいわ ―

NHK党 ―

国民 ―

共産党

維新

民進党
(旧民主系)

(合計)11,398,772票
（22.76%）
11名当選

（合計）9,931,570票
（18．73％）
10名当選

社民党

立憲 ―

公明党

自民党

－ 34 －
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アナログとデジタル両方を活用できない候補者は落選する 

−２０２５年参議院⽐例選挙を考える− 

（連合擁立構成組織政治担当者会議） 

 

 

２０２３年１２月１５日 

東京都港区⻄新橋１−１２−８ 

⻄新橋中ビル２階 

五百蔵洋一法律事務所 

弁護士 五百蔵

い お ろ い

 洋一 

電話 ０３−５５０１−２１５１ 

FAX ０３−５５０１−２１５０ 

E-mail ioroi@nekonet.ne.jp 

 

 

はじめに  

 若い組合員の支持を得るためには、以下の 3 点が必要である。 

①  若者が支持する政策を打ち出す 
②  デジタル選挙運動を駆使しなければ若者に届かないことを理解する 
③  効果的なデジタル手段を実際に運用する 
 

 本日の学習会は、②を五百蔵が講演し。③を高畑様が講演し、①・②・③を候補者と本日

の参加者が実行するための学習会である。 

 

第１ ２０２３年 4 月の統一地方選挙はデジタル選挙が大きく進展した選挙であった 

１ 衆議院選挙、一人区の参議院選挙区選挙あるいは⾸⻑の当選者は１名である。一人区は

５０．１％の得票を獲得しなければ当選できない。 

 

２ 世⽥⾕区⻑選挙 
一騎打ちの⾸⻑選挙はアナログ選挙とデジタル選挙の両⽅を活⽤できなければ当選で

きない時代である。 

－ 40 －



2 

 

  ⾒事な活⽤例として２０２３年４⽉の東京都世⽥⾕区⻑選挙を紹介する。 
  同選挙は、無所属現職・保坂展人氏（６７歳）と⾃⺠党と維新が推薦する前財務官僚・

内藤勇耶氏（２９歳）との一騎打ちであった。世田谷区は人口９４万人、有権者数７９万

人の巨大自治体であり、古くから住んでいる高齢者も多く、他方ワンルームマンションに

居住する若者も多い、あらゆる世代が有権者である巨大な選挙区である。結果は保坂氏が

１８万６５５３票（５５，９％）、内藤氏が１４万７３６１票（４４，１％）の得票であ

った。 
  保坂氏は自分の選挙を客観的に分析した優れたレポート（保坂のぶとの活動レポート

１３９号）を書いているので、ご本人の許可を得て以下のとおりポイント部分を引用し、

かつ資料として提供する。 
                 記 

ア ネット選挙が話題となって久しいですが、今回は本格的に「ネットで票が動く」選挙に

なったと感じます。街頭演説と同等か、それ以上に重視する必要があると感じています。 

従来の選挙のやり方は大きく変更を迫られています。 

 

イ 期間中にインターネット・SNS 対策が必要との声があがり、街頭演説から集会や演説

会の動画を収録し、２分２０秒のツイッター動画に埋め込む作業をスピーディーに行って

政策内容を伝える重要なツールとなりました。 

 

ウ 若い世代の有権者が挑戦者に流れ、高齢者層が現職に多く止まることを予想していま

したが、NHK の世⽥⾕区⻑選挙出⼝調査結果は違っていました。若い世代からの得票も保

坂が半数を超えていました。 

１０代、２０代のおよそ５０％、３０代の５０％あまり、４０代のおよそ５０％、５０代の

およそ６０％、６０代の５０％あまり、７０歳以上の５０％半ばが保坂に投票しています。 

 

３ 世⽥⾕区⻑選挙以外でも、以下の⼆つの選挙結果は注目に値する。 
 

（１） 北九州市長選挙 
２０２３年２月５日投票の北九州市長選挙（人口 94 万人、有権者 78万人）におい
て、無所属で自民党麻生派の支持を受けた武内和久候補（５１歳）が、自民・公
明・立憲・国民の共同推薦を受けた津森洋介候補（４７歳）を破った（武内 126,839
票、津森１１２，６１４票）。二人とも元官僚で同世代だが、武内候補が運動員数
の劣勢を SNS でカバーして当選した。 
以下、PKB 毎日放送や NHK の報道などを基に勝因を考える。 
武内氏は、4年前の 2019 年の福岡県知事選で自民党の推薦を受けて組織選を展開し
たが惨敗した（武内候補 345,085 票、現職の小川洋候補 1,293,648 票）。武内氏は
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「選挙は団体組織を頼れば勝てると思っていた自分と決別する選挙であると言い、
早い時期から対話集会を 400 回以上、街頭演説を 700 回以上実施した。そして、こ
のリアル選挙（アナログ選挙）に加えて、20代の若者が候補者本人やスタッフの活
動を含めて 5 種類の SNS を作成して選挙前の広報と選挙中のデジタル選挙活動に駆
使した。選挙中は候補者に GPS を付けて候補者がどこにいるか知らせる活動も行っ
た」（RKB 毎日放送 online 参照）。津森候補は SNS 作戦が全く不十分であった。自
民党森山選対委員長は「多くの政党が支持した候補者がなぜ当選できなかったの
か、いろいろ敗因は考えられるが、SNS を使った広報活動がいまひとつ足りなかった
のではないか」と語っている（２月５日 NHK ウエブニュース）。 

 
（２）芦屋市⻑選挙 

２０２３年４月２３日投票の芦屋市長選挙では高島崚輔候補（２６歳、1997 年 2 月
4 日生）が現職の伊藤舞候補（５３歳）を破って当選した（高島 19,779 票、伊藤
11,981 票）。芦屋市も高齢化が進んでおり、デジタル選挙一本で勝つことはできな
い。高島新市長は「SNS とリアルをどのようにつなげていくかが大事だと思っていま
して、全ての集会所で対話集会を行いました。そこに SNS で見たよと来てくださる
方も徐々に増えてきましたので、SNS とリアルをうまく融合させることができたので
はないかと思っています。」（ABEMA ニュース５月４日）と述べている。 

 

４ 世⽥⾕区⻑選挙は 67 歳の現職がデジタル選挙運動においても 29 歳の新人と互角以上

の戦いを⾏い、北九州市⻑選挙は 51 歳と 47 歳という中年候補の闘いで SNS を駆使した候

補が勝利した。また 26 歳という若いデジタルネイティブ世代の高島崚輔候補がデジタル選

挙とリアル選挙の双方を効果的に融合させて勝利した。 

2023 年の注目された自治体⾸⻑選挙をみれば、もはやアナログとデジタル両方を駆使す

ることができない候補者は当選できない時代となったと断言する。 

２０２５年の参議院選挙比例区は一人区ではないが、激戦であり、ネット軽視、アナログ

選挙のみ重視の候補者は当選できない。 

 

第２ 何故デジタル選挙（ネット選挙）が進んだか 
１ デジタルネイティブ（Digital native） 

統一的な定義はないが、幼少期からＩＴ（Information Technology）に親しんでいる世

代である。概ね１９８０年以降に⽣まれた世代であり、２０２３年現在の最年⻑者は４３

歳前後である。彼らは幼少期からＩＴが日常生活に深く浸透し、情報をＰＣやスマホを使

って大量かつ容易に受け取る世代である。皮肉だが、本や新聞を読まず、紙や鉛筆を使う

のが下手な世代である。 
２０２５年７月の参議院選挙において、テジタルネイティブの最年⻑者は４５歳位に
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なり、仕事でも家庭でも組合でも実働部隊の中枢となる。デジタル選挙がアナログ選挙よ

り上位となる可能性がある。 
  ＊Ｚ世代 １９９０年代後半から２０１２年ころまでに生まれた世代であり、デジタ

ルネイティブの中でも若手世代である。 
 
２ デジタル移⺠（Digital Immigrant） 

幼少期を本と紙と鉛筆で育ち、中途でデジタル国に移住した世代をデジタル移⺠

（Digital Immigrant）という。彼らはデジタルネイティブから見ると、なまりが強い

人たちと言われる。 
私は、２０２３年７⽉までのレジメでは、デジタル移⺠をアナログ族に近い世代と記載

していたが、２０２３年８月のレジメ以降では下記のように考えを改めるに至った。 
 デジタル移⺠世代は、仕事でパソコン、LINE、slack、Zoom,teamsなどのデジタル機器

を活用し、私生活では情報をスマホで収集し、通販を電話でなくパソコンやスマホで注文

し、友人や家族との連絡は LINEを利用している。少なくとも若手のテジタル移⺠はアナ

ログとデジタルのバイリンガル（Bilingual）と言うべきである。 
選挙においても選挙ビラや投票依頼の電話で候補者を知る世代というより、各種 SNSで

候補者情報を収集し投票する世代であると考えるべきである。 
 
３ アナログ族 

スマホやパソコンを使えない世代である。紙と電話を使って情報通信を行ってい 

る。65 歳以上の高齢者がコロナワクチン接種をウエブ予約できず、電話予約が殺到し

てコールセンターがパンクしたことを私たちは目撃している。 

 
４ デジタルネイティブは新聞や本などを読む機会が大幅に減っている。 

新聞の購読率は毎年低下している。特に若年層の低下は顕著であり、今や子育て世代の

３分の２は新聞を定期購読していないと言われる。 
更にショックな調査がある。全国大学生協は、「大学生の５３％が１日の読書時間ゼロ」

との調査結果を発表した。（日経新聞２０１８年２月２６日記事） 
また、文部科学省は「２１世紀出生児縦断調査」で２１歳の若者の６割は全く本を読ま

ないと発表した（朝日新聞２０２３年１０月１４日記事）。 
日本人の知的能力の低下という深刻な問題はさておき、若者の５割ないし６割が全く

本を読まないという現実がある。２０２０年のコロナ禍で多くの大学が ONLINE授業を行

っており、若者の活字離れは一層進む。 
 
５ デジタルネイティブ世代に対し、紙や電話で働きかけても効果が無い。 

たとえ話で恐縮だが、若者は英語⺠族であり、⾼齢者は⽇本語⺠族である。紙と電話（⽇
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本語）で若者に語り掛けても若者は日本語を理解しないから通じない。若者にはデジタル

（英語）で語り掛けるべきである。 
 

第３ テジタルネイティブ世代が有権者の４割から５割を占める時代 

１ 既に１９８０年以降に生まれたデジタルネイティブ世代は２０２５年には最年⻑で４

５歳に達する。会社でも組合でも第一線の指揮官世代である。 
総務省統計局は毎月５歳ごとに区分した人口推計（概算値と確定値）を発表している。 
２０２２年７月１日付けの１５歳から１９歳の若者は２０２５年７月１日で１８歳から２

２歳となるので、ここでの議論の基礎として 2022年 7月 1日の人口推計を使用する。 
 
 

 

                                          

                                          

 

 

 

 

２０２２年（令和４年）７月１日付
人口推計表 

２０２５年（令和７年） 
にスライドさせた表 

注  釈 

年 齢 確定値 年 齢 確定値  
１５歳～１９歳 ５５５万人 １８歳～２２歳 ５５５万人  
２０歳～２４歳 ６２８万人 ２３歳～２７歳 ６２８万人  
２５歳～２９歳 ６４０万人 ２８歳～３２歳 ６４０万人  
３０歳～３４歳 ６４７万人 ３３歳～３７歳 ６４７万人  
３５歳～３９歳 ７２７万人 ３８歳～４２歳 ７２７万人  
４０歳～４４歳 ８００万人 ４３歳～４７歳 ８００万人  
４５歳～４９歳 ９５４万人 ４８歳～５２歳 ９５４万人  
５０歳～５４歳 ９３８万人 ５３歳～５７歳 ９３８万人  
５５歳～５９歳 ７９９万人 ５８歳～６２歳 ７９９万人  
６０歳～６４歳 ７４１万人 ６３歳～６７歳 ７４１万人  
６５歳～６９歳 ７６１万人 ６８歳～７２歳 ７６１万人  
７０歳～７４歳 ９４８万人 ７３歳～７７歳 ９４８万人  
７５歳～７９歳 ６８９万人 ７８歳～８２歳 ６８９万人  
８０歳～８４歳 ５７１万人 ８３歳～８７歳 ５７１万人  

１８歳から８２歳
までの合計 

９，８２７万人  

１８歳から８７歳
までの合計 

１０，３９８万人  
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２ 有権者の年代別の人数 

（１）２０２５年７月の参議院選挙を考えると、１８歳から８２歳までの年齢層を実際に投

票する世代と考えて良いと思う。 

２０２５年７月の有権者数や世代毎の人口等は以下の通りである。 

 

 

ア １８歳～８２歳までの有権者数 ９，８２７万人 
イ １８歳～４７歳までの有権者数 

（デジタルネイティブ世代） 
３，９９７万人 

ウ ４８歳～５２歳までの有権者数 
（若いデジタル移民世代、バイリンガル世代）

９５４万人 

エ ５３歳～６７歳までの有権者数 
（テジタル移民世代） 

２，４７８万人 

オ ６８歳～８２歳までの有権者数 
（アナログ世代） 

２，３９８万人 

 

 

（２）１８歳から４７歳までをデジタルネイティブ世代と考えると有権者の比率は４０．

７％となる 

３，９７７万人÷９８２７万人＝４０．７％ 

 

（３）４８歳から５２歳までの世代をテジタルも活用する世代（バイリンガル）と判断す

ると、デジタル世代の比率は全有権者の５０．４％となる。 

３，９９７万人÷９５４万人＝４，９５１万人 

４，９５１万人÷９，８２７万人＝５０．４％ 

 

３ 結論 

２０２５年７月の参議院選挙は、４０％から５０％の有権者がテジタル選挙の 

対象者であり、効果的なデジタル選挙を実行できない候補者は４０％から５０％の有

権者の票を切り捨てる片肺飛行を余儀なくされる。当選は不可能である。 
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第 4 デジタル選挙を闘う組織体制の確立 

 1 本部体制 

 （１） ⼤半の陣営で、選挙責任者はいわゆるデジタル移⺠（時にアナログ）が務めて

いると思う。 

  しかし、なまりが強いデジタル移⺠がトップでは、デジタルネイティブに効果的なデ

ジタル広報やデジタル選挙運動を行うことはできないと断言する。 

  アナログ部⻑とデジタル部⻑が、対等の⽴場でアナログ選挙とデジタル選挙を分担す

る体制が必須である。アナログ部⻑・デジタル副部⻑体制ではアナログ部⻑の権限が強

いのでデジタルネイティブ世代への浸透は難しい。五百蔵個人は無理と考えている。 

  第⼀に若者と中⾼年が求める政策⾃体が異なる。変化を求める若者と従来の延⻑線上

で物事を考える中高年では求めるものが違う。年金を例にとると、高齢者は年金額の目

減りに反対し、若者は年金を削って子育て対策の充実を求めるのではないか。 

  第二に、中高年は、候補者が各支部を訪問して組合員と直接接触することが極めて大

事と考えるが、若者はそのための動員を嫌うことはないだろうか。候補者訪問を録画し

て zoom、linechat や Google chat などで流す工夫が必要である。 

  第三に、中高年リーダーは、集会、紙や電話が選挙の神器と考えるが、若者は、SNS

で情報を集める。先に述べた 20 歳前後の 50％から 60％が読書時間ゼロという文科省や

大学生協の発表を思い出していただきたい。 

  パンフレット、リーフレット、ビラは中高年向けであり、若者は読まない。若者に対

しては SNSが必須である。 

れいわ新選組、参政党、旧 NHK 党の得票数は大半がデジタル教宣で集めた票であろ

う。 

（２）私の小さな経験をお伝えする。2023 年 11 月はじめ、ある会社の社員研修旅行に同

行してパリに行きました。エッフェル塔にも登りました。 

10 人のチームで google chat アプリを使用しました。アプリを入れる能力が無い私

は若い参加者にアプリを入れてもらいました。 

そして、1 週間の旅行中、全ての連絡や指示が google chat で行われ、電話やメール

といったアナログ的情報通信手段は一切使いませんでした。Google chat は写真もア

ップできます。これが、現代社会の標準です。 

（３）執行委員の中にデジタルネイティブ世代がいないからデジタル部⻑は無理だという

声を聞くことがある。デジタルネイティブ世代を特別執⾏委員・デジタル部⻑に選任

すれば足りる。要はトップの覚悟である。 

  

２ 地方支部体制は不安がある。 

  私は地方連合や各産別の地方支部で講演を行ってきている。地方支部役員の意識や取

り組みは一部で進んでいるが、多くの場合、アナログ重視というかアナログ以外の手段
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を知らないあるいは嫌悪する方々をしばしば見受ける。マイナカードの欠点をあげつら

って健康保険証に固執する心理と同じである。いくら本部体制が固まっても、地方支部

が面従腹背であれば、デジタル選挙は絵にかいたモチになる。おじさん文化の下ではデ

ジタル選挙は項化が上がらない。どうすべきか、各陣営が考えていただきたい。なお、

おばさん文化と言わないのはおばさんが組合活動の中心メンバーになっていないからで

ある。 

 

第 5 SNSの天才安倍晋三首相と凡才岸田文雄首相の若者支持率 

  今や伝説となっている安倍晋三氏公式サイトの写真がある。 

  美しい国日本というロゴの下、安倍氏と農家のおばちゃんが挨拶している。写真をよ

く見てください。背が高い安倍氏が農家のおばちゃんより低い姿勢である。上から目線

でないという PR である。 

  一方岸田文雄首相の支持率が下がっており、特に若者の支持率が急速に下がってい

る。 

  代表的な分析として、読売新聞 2023 年 11 月 15 日の「3 年目の岸田内閣、若者がど

んどん離れていく理由」のポイントを抜粋する。 

◆属性別の内閣支持率の変化（％） 

 

 
2021 年  

10 月発足 

22 年  

7 月 

23 月  

10 月 

全体 56 65 34 

18歳〜39 歳 62 54 26 

40歳〜59 歳 54 63 29 

60 歳以上 53 74 43 

⾃⺠⽀持層 78 91 70 

無党派層 41 43 17 
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※ 太文字は全体より高い項目 

まずは発⾜時。内閣⽀持率（全体５６％）を年代別にみると、１８〜３９歳の若年層で

６２％、４０〜５９歳の中年層で５４％、６０歳以上の⾼齢層で５３％となり、若年層の

支持が最も高かった。 

しかし、絶頂期の２２年７月調査（全体６５％）にはすでに、年代別の支持に変化が見

られる。中年層が９ポイント増の６３％、高齢層に至っては２１ポイント増の７４％へと

支持率が高まったのとは裏腹に、６２％だった若者の支持率は８ポイント減の５４％に低

下した。中高齢層の支持が全体の支持率を押し上げる一方、年代別の支持の構造は「若高

老低」から「若低老高」に切り替わっていたことが分かる。 

早稲⽥⼤学の遠藤晶久教授（投票⾏動論）は、「伝統的な⾃⺠党政権は、⾼齢層の⽀持が

強いのが特徴だった。若年層の支持率が高かった時期の岸田内閣は、第２次以降の安倍内

閣とその後継の菅内閣と同様の支持構造だったが、現在は安倍内閣以前の支持構造に回帰

している」と指摘。その要因については、「安倍政権は『改革的』というイメージが若者

の中にあったが、岸⽥政権にはそのようなイメージがもたれておらず、『⾃⺠は⽀持しな

いけど安倍さんは支持』といったパターンが減ったのではないか」と分析している。 
 
第 6 プロを雇うことが絶対条件 

  これまでの記述を読んで頂いた方はお分かりだと思う。有権者の４０％から 50％がデ

ジタルネイティブの時代であり、同じ⾃⺠党でも安倍⾸相と岸田首相で若者の支持率に大

きな違いがあることを考えて頂きたい。 

デジタル選挙の効果的な闘い方を熟知する有能なプロを雇うべきである。 

有能なプロと一緒にデジタル選挙（ネット選挙）を闘うことが必須である。組合だけでデ

ジタル選挙を闘えば岸田首相と同じ運命であろう。参議院選挙まで、後 1 年半、もはや躊

躇する時間は無い。 
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アナログとデジタル両方を活用できない候補者は落選する（２） 
 

－２０２５年参議院比例選挙を考える－ 
 

２０２４年９月３日 
東京都港区西新橋１－１２－８ 
西新橋中ビル２階 
五百蔵洋一法律事務所 

弁護士 五百蔵
い お ろ い

 洋一 
電話  ０３－５５０１－２１５１ 
ＦＡＸ  ０３－５５０１－２１５０ 
E-mail ioroi@nekonet.ne.jp 

 
第１ 都知事選挙の結果 
１ 私は、２０２３年１２月１５日の連合擁立構成組織政治担当者会議において、 

    
アナログとデジタルデジタル両方を活用できない候補者は落選する 

－２０２５年参議院比例選挙を考える－ 
（連合擁立構成組織担当者会議） 

 
との題名で講演をしました。私は２０２５年７月の参議院選挙を念頭に講演し
ましたが、２０２４年７月７日投票の東京都知事選挙において結果が出てしま
いました。１年前倒しです。 
 

小池百合子 2,918,015 票 
石丸伸二  1,658,363 票 
蓮舫    1,283,262 票 

 
 小池候補については専門家においても十分な分析結果は出ていませんが、石丸
候補と蓮舫候補の大差の分析は十分出ています。 

 大きな理由の一つが、無名の石丸候補が徹底したデジタル選挙を行い若手を中
心に大きな得票を得たのに対し、デジタル選挙が不発だった蓮舫候補は若手か
ら支持を得られず、アナログ世代の高齢者のみからしか得票を得ることが出来
なかったからです（ＮＨＫの年代別得票表をみてください。） 
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２ 蓮舫候補はデジタル選挙を行わなかったわけではありません。利用したけれど
活用できなかったというのが正解です。 

 デジタル選挙を活用できない候補者がなぜ落選するかは、先の２０２３年１２
月１５日のレジメ「アナログとデジタル両方を活用できない候補者は落選す
る」を読んでください。手前味噌になりますが、１２月１５日のレジメは、一
字一句変更する必要がありません。 
 

第２ デジタル選挙活用に必須の要素 
１ 候補者がデジタル選挙に対応する柔軟性を発揮すること 

デジタルネイティブ世代でない候補者を擁立する選対委責任者は、 
「保坂のぶとの活動レポート１３９号」を熟読して頂きたい。 
２０２３年４月２４日投票の世田谷区長選挙において、現職の保坂展人候補
（６７歳）が自民党と維新が推薦する前財務官僚・内藤勇耶候補（２９歳）
にすべての世代で競り勝って４選を果たした。保坂区長は日常的にツイッタ
ー（Ｘ）を使って投稿しフォロワーも多い。 

世田谷区は人口９４万人、有権者７９万人の巨大な選挙区であり、保坂候補
は、次のように総括している。 

ア ネット選挙が話題となって久しいですが、今回は本格的に「ネットで票が動
く」選挙になったと感じます。街頭演説と同等か、それ以上に重視する必要が
あると感じています。従来の選挙のやり方は大きく変更を迫られています。 

 イ 期間中にインターネット・ＳＮＳ対策が必要との声があがり、街頭演説から集
会や演説会の動画を収録し、２分３０秒のツイッター動画に埋め込む作業をス
ピーディーに行って政策内容を伝える重要なツールとなりました。 

 
２ 選対責任者を、リアル選挙（アナログ選挙）責任者とデジタル選挙責任者に分

離すること。 
デジタル選挙責任者は２０歳代から３０歳代までのデジタルネイティブ世代が
ふさわしい。５０歳以上は失格であると断定する。 

 
３ 大型のデジタル選挙はもはや素人の手には負えない。プロの業者を依頼して、

デジタルネイティブ世代やデジタル移民世代に刺さる選挙技術を駆使しなけれ
ば失敗する。 
＊今も YouTube で蓮舫街頭演説会を見ることができます。私が見たすべての演
説会は、前座（大物政治家や友人政治家）が長々と演説し、３０分も４０分も
経ってようやく蓮舫が演説するという昔のままの演説スタイルです。一方、石
丸は１０分から２０分演説し後は動画を見てくださいというスタイルです。こ
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のスタイルで多くの聴衆を集めました。この手法は２０１９年の参議院選挙
で、れいわ新選組の山本太郎候補が行った手法をバージョンアップした手法で
す。 
超人気者以外の前座はいらないと思います。あるいは１分か２分話して応援し
ていることを態度で示すだけで十分です。３０分も４０分も待たされた聴衆は
反感を持つだけです。 
 

４ インフルエンサーの活用 
 ア 石丸候補は【演説切り取り自由】を宣言し、多くの YouTuber が石丸演説 

を切り取り各種動画で拡散しました。極めて効果があったと報じられていま 
す。 

イ ２０２４年８月の米民主党大会は、「２００人以上のコンテンツクリエータ
ー（インフルエンサー）に専用の大会参加資格を与えた。従来のメディアを
あまり見ない有権者層の獲得をねらう。党大会の責任者は、クリエーターは
地域社会で信頼される声だ。従来のメディアと条件を平準化し、より多くの
アメリカ人が民主的なプロセスに参加できるようにする」（朝日新聞２０２４
年８月２３日 米民主党大会にインフルエンサーら２００人超、Ｚ世代へア
ピール狙う）。 
 

第３ リアル選挙（アナログ選挙）とデジタル選挙は車の両輪である。 
１ 資料「アナログとデジタル両方を活用できない候補者は落選するの 

第３ デジタルネイティブ世代が有権者の４割から５割を占める時代」は、総
務省統計局が毎月発表する「人口推計」を基に、２０２５年７月はデジタルネ
イティブ世代が有権者の４割から５割を占める時代と位置付けている。翻って
言えば、５割から６割はデジタル移民やアナログ世代であり、従来の選挙手法
は来年の参議院選挙でも必須である。 

 
２ デジタル選挙対策が出来ていない陣営は、デジタルネイティブ世代の組合員

の票をはじめから捨てているに等しい。しかし、デジタル選挙だけでは勝てな
いことは、小池百合子候補と石丸伸二候補の得票数の差や世代別投票数表を見
れば明白である。 

 
３ リアル選挙（アナログ選挙）とデジタル選挙（SNS選挙）は車の両輪である

ことは言うまでもない。 
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第４ 衆議院選挙について 
  ２０２４年９月の自民党総裁選挙が終わると直ちに衆議院解散に踏み切る可能

性が高い。 
  衆議院総選挙は、参議院選挙に比べてアナログ選挙の価値が高いように考えま

す。理由は、選挙区が狭いこと、議員が、個々の有権者や地域や各種団体と
密接な関係を持っていること等である。しかし、近い将来デジタルネイティ
ブ世代が主流になったときは大きく変わる可能性がある。 
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平成8年版 通信⽩書

トップページへ戻る
操作⽅法

 
 巻頭⾔ 平成8年版通信⽩書の発表に当

たって
 第1章 平成7年情報通信の現況
 第2章 情報通信政策の動向
 第3章 情報通信が牽引する社会の変⾰

―「世界情報通信⾰命」の幕開け―

 注記
 コラム
 参考資料
 切⼿

第3章 情報通信が牽引する社会の変⾰―「世界情報通信⾰命」の幕開け―

 インターネットの普及をはじめとする情報通信の⾼度化によって、ネットワークを通じて、双
⽅向、⾼速、マルチメディアの情報流通が実現されることにより、情報の⾃由な創造・発展・共
有化がグローバルなレベルで⾏われ始めている。
 これにより企業活動や就業形態、国⺠⽣活、地域社会、国際社会等のあらゆる分野で、⼤きな
変⾰が起きつつある。特に、従来の⼯業化社会では不利な⽴場に置かれていた個⼈・⼩規模組
織、過疎地域、開発途上国等に、これまでの⽴場を逆転させる可能性も与えつつある。21世紀を
⽬前に「世界情報通信⾰命」とも呼ぶべき⼤きな変⾰が始まりつつあるといえる。
本章では、このような「世界情報通信⾰命」が既に幕を開けつつある現状を、紹介・分析してい
くこととする。
 世界の情報通信においては、グローバルネットワークとしてのインターネットの急速な普及
や、⽶国の1996年電気通信法の成⽴、ＥＵの1998年を期限とする⾳声電話サービス・電気通信
インフラの完全⾃由化、アジア・太平洋地域各国における移動通信の本格的な導⼊やアジアサッ
トによる国境を越えた衛星放送等、ダイナミックな進展・変⾰が起こっている。海外において
は、このような国内市場における企業間の活発な競争、業種を越えた提携を通じたダイナミズム
が、ボーダレス経済の中の激しい国際競争に対応する競争⼒強化を促し、企業のグローバルな戦
略的展開の動きに結びついている。
 このような世界の情報通信のダイナミックな展開の中で、我が国においても、産業・経済活動
に関して、情報通信を活⽤した新しいビジネス・スタイルが登場し、⼩規模組織でもグローバル
なビジネス展開を可能とし、規模の格差を越える活⼒がもたらされている例がある。また、情報
通信産業⾃⾝の成⻑・変化も著しく、新規産業創出をもたらすなど、我が国経済の成⻑に⼤きな
貢献をしている。
 ⼀⽅、情報通信の⾼度化は、産業・経済活動のみならず、社会⽣活に対しても、⼤きな変⾰を
もたらしている。テレワークの登場によるライフスタイルの変化などである。また、これらの情

 第1節 世界の情報通信のダイナミッ
クな展開

 第2節 情報通信がリードする我が国
経済の構造変⾰

 第3節 情報通信の⾼度化による国⺠
⽣活の変化と新しい国⼟概念の展開

 第4節 情報通信政策の課題と取組

報通信⼿段により、過疎地域、地⽅都市等においても活⼒が出てきている。物理的な国⼟空間を
越えた情報空間が出現し、新しい国⼟概念が展開しつつあると⾔える。
 以上のように、情報通信の⾼度化がもたらす社会の変⾰の⼤きさを考えると、その変⾰をより
望ましい⽅向へ導き、促進するために、社会の各分野で積極的に国際的視野の下に、情報通信の
⾼度化を推進していくことが重要である。
 特に⽶国とは情報化の状況に格差があり、情報通信市場のダイナミズムの創出等を通じて、情
報通信の⾼度化を⼀層推進していく必要があり、そのために、郵政省としても情報通信の⾼度化
に向けた「中期計画」の策定、「第2次情報通信改⾰」の推進等に取り組んでいる。

 

(6) アジア・太平洋地域における標準化の
推進 に戻る

第3章第1節 世界の情報通信のダイナミック
な展開 に進む
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自治労第87回定期大会（別府) 
第２号議案（2014年８月）   

 
新 た な 政 治 対 応 方 針 

～「自由・公正・連帯」の日本社会をめざして～ 
 
 
はじめに 
― 情勢の認識と議論の経過を踏まえた今後の政治への対応 ― 
 
① 2012年12月の総選挙で、３年３ヵ月に及んだ民主党中心の政権は幕を下ろし、第２次

安倍政権が誕生しました。安倍政権は当初、経済政策を重視しましたが、金融緩和と、
公共事業を中心とする旧来型の景気対策を偏重し、勤労者の生活は改善したとは言えな
い状況が続いています。その一方、国家公務員の給与削減を地方公務員にも波及させる
ために、2013年度の地方交付税を削減するなど、地方自治をないがしろにし、公務員労
働者を敵視する政策を、政府自らが進める経済対策とは逆行する形で進めてきました。 

 
② 2013年７月の参議院選挙で与党が勝利し、「ねじれ」を解消するや、安倍政権は、新
保守主義的な政策を前面に打ち出し始めました。第185回臨時国会では、特定秘密保護
法案を強行採決し、2013年12月には靖国神社参拝を強行することで周辺諸国との緊張を
さらに高める結果となっています。また、2014年７月１日には集団的自衛権の行使を可
能とする閣議決定を行ったほか、原発の再稼働を進めるなど、国民の多数が望んでいな
い政策を推し進めようとしています。 

 
③ しかし、国会は、一部の野党が安倍政権の補完勢力となる一方、民主党や社民党の支
持率は低迷を続け、安倍政権に対抗する野党共闘を実現できない状況が続いています。 

 
④ このような政治的閉塞感が深まるなか、自治労は、2013参議院選挙の結果をも総括し
つつ、2013年８月の第86回定期大会（大阪）で、「保守勢力・新自由主義的政治勢力へ
の対抗軸となる政治勢力の総結集が必要であり、『共生と連帯に基づく持続可能な社会』
をめざす政治勢力を、民主党を中心に再構築すること」をめざし、取り組みを進めるこ
とを確認しました。 

 
⑤ そのうえで、大阪大会での議論を踏まえ、自治労の中長期的な政治への対応のあり方
について検討を進めるために、本部内に2013年10月、「政治委員会」を発足させ、本部
四役と地連・女性代表を委員として、検討を進めました。 
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⑥ 政治委員会では、政治学者などの有識者や現役の政治家からの講演を受ける一方で、
組合員の意識調査などから若年層を中心に、政治闘争の意義・重要性が伝わっていない
組織の実態について分析を行いました。そのうえで、1990年代以降の自治労の政治方針
の検証からスタートし、国政の状況と自治労を取り巻く情勢について認識の共有化をは
かったうえで、今後の自治労の中長期的な政治への対応について議論を重ねてきました。 

 
⑦ 本議案では、現在の政治状況について、国会が全体的に右傾化した一方で、国民多数
派の政治意識に対応した政治勢力が形成されていない点を、最も重大な問題点として指
摘しています。現状の国会は、与党が衆参で過半数を占め、さらに、野党においても右
寄りの政党が存在するなど、国会の議席状況をみると、全体として「新自由主義」「新
保守主義」を主張する右派政党が多数を占める状況となっています。しかし、各種世論
調査では、安倍政権が進める「原発の再稼働」や「解釈改憲による集団的自衛権の行使
容認」などには、国民の過半数は「反対」「支持しない」との意思を表明しており、安
倍政権のめざす「戦後レジームからの脱却」について、国民多数が支持しているとは言
えない状況にあります。このため、従来のリベラル勢力を再建・強化することに加えて、
これら国民の多数派に対応した「中道」「リベラル」な政治勢力の結集が求められてい
ると言えます。 

 
⑧ 自治労は2003年に、新しい綱領として、「自由・公正・連帯」の社会をめざす「21世
紀宣言」を決定し、2013年の大会では、第２次安倍政権に象徴される成長至上主義的か
つ新保守主義的な政治潮流に対抗して、「共生と連帯に基づく持続可能な社会の創造」
をめざすことを確認しています。一方で、上記の通り右派政党が多数を占める現状のま
までは、自治労がめざす社会像と政策の実現は困難であると言わざるを得ません。自治
労と基本的理念を共有できる、民主党や社民党などの「リベラル勢力」の強化をはかり
つつ、再度、政権交代の実現をめざすためにも、多数派形成が必要となります。それに
むけて、自治労は、組合員の要求に基づいた制度・政策の実現のため、労働組合という
立場から、最大限の力を尽くしていかなければなりません。 

 
⑨ 自治労組合員の労働条件や職務内容は政治からの影響が多大であることを認識し、政
治闘争の重要性を組織内で意思一致する必要があります。そのうえで、自治労組合員全
体の取り組みとして、2015年の統一自治体選挙をはじめとする自治体選挙を重要な政治
闘争と位置づけ、続く国政選挙とともに、単組の組織強化と連動した取り組みを進めて
いかなければなりません。 

 
⑩ 本議案は、今後想定される複数回の国政選挙を念頭に置きつつ、中長期的な政治への
対応について意思一致をはかるものであり、具体的な対応については、２年ごとの運動
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方針と各機関会議における「当面の闘争方針」で決定していきます。 
 
⑪ 自治労のめざす「自由・公正・連帯」の社会像を全組合員とともに共有し、新たな政
治対応方針を掲げ、国民の多数派である、平和および他国との協調、社会的公正や格差
の縮小を重視する、穏健な政治意識に対応した「中道」「リベラル」な政治勢力の結集
を進め、再度の政権交代を実現するために、本議案を提出するものです。 

 
 
Ⅰ この間の自治労の政治方針の検証 
 
１．自治労の政治方針議論の背景～国際情勢の変化と労働戦線の統一 
(１) 東西冷戦構造の崩壊と日本社会の構造転換 
  ① 1989年のベルリンの壁の崩壊に象徴される東西冷戦構造の崩壊にともない、日本

も政治・経済・社会の全般にわたって改革が求められていた。政治の面では、東西
冷戦構造の反映としてあった55年体制が崩壊し、旧来のイデオロギー対立を軸とし
た政治構造から、具体的な政策プランと実効ある改革への道筋を示す政党政治への
転換が課題となっていた。 

  ② 一方、自民党の長期単独政権が生み出した政官財の癒着構造を解消するため、政
策の対抗軸を明確にした複数の政党による政権交代を可能とする新たな体制が模索
された。1993年８月には、非自民８党派（日本新党、日本社会党、新生党、公明党、
民社党、新党さきがけ、社会民主連合、民主改革連合）による細川政権が誕生、
1994年１月には、小選挙区制や政治資金規制等を導入する「政治改革法」が成立し、
これらを契機として、政界は再編過程に入った。 

 
(２) 労働戦線の統一と連合の政治路線の統一にむけた取り組み 
  ① こうしたなかで、日本労働運動については、東西冷戦構造を背景とした、「総

評・社会党グループ」と「同盟・民社党グループ」のイデオロギー的対立を乗り越
えていくこと、また、右肩上がりの経済成長を前提とした「キャッチアップ型」の
運動から、「政策実現型」の運動への転換をはかっていくことが、課題とされた。 

    1989年11月には、官公労働組合と民間連合との統一により、新たなナショナルセ
ンターとして「連合」が結成されたが、まさに、こうした課題への対応をはかって
いこうとする努力の現れでもあった。 

  ② 一方、政党支持については、連合結成当初は、各産別の判断に委ねられていたが、
政策実現型の運動を実現していくには、労働組合の政治路線についても統一してい
くことが必要不可欠な状況であった。 

    連合は、統一大会（1989年11月）で制定した綱領的文書「連合の進路」において、
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「政権を担いうる新しい政治勢力の形成」を掲げるとともに、政治委員会を設けて
組織内での議論を開始し、政治委員会は1991年に「連合の政治方針について」を答
申した。こうした議論は、「自民党に代わる政権を担いうる新しい政治勢力の結集
を基本とし、究極的には二大政党的体制をめざす」連合の政治方針（1993年10月・
連合第３回定期大会決定）に結実することになった。 

 
２．自治労の政治方針議論と「民主・リベラル勢力」総結集にむけた取り組み 
(１) 自治労の政治方針議論 
  ① 「１．」で述べた、国際情勢の変化と労働戦線の統一を踏まえ、自治労でも政治

方針議論が行われた。1991年の秋田大会では、「保守二党論」による政権交代では
ない、「自民党にかわる政権を担当しうる新しい政治勢力の形成」をめざしていく
ことが決定された。 

  ② 1992年福岡大会では「明日を拓く自治労の政治方針～自民党にかわる政権を担当
しうる新しい政治勢力の形成に向けて」が提起された。これは秋田大会方針を豊富
化したもので「保守２党論や与野党の大連合ではなく、自民党に対抗できる新しい
政治勢力を形成し、政権交代の窓を開くことが、日本の政治的民主主義実現のため
の最優先課題」とした。大会での議論の結果、「民主リベラル勢力」の総結集にむ
けた取り組みを進めることが全体で確認された。 

 
(２) 日本社会党の新党運動の挫折と民主党の結成～労働組合の政治対応の統一 
  ① 1992年福岡大会での決定を踏まえ、自治労は社会党の政権政党への自己改革と脱

皮を呼びかけ、民主リベラル勢力の総結集にむけた取り組みを進めた。一方では、
1994年６月に村山政権が誕生、同年12月の新進党の結成などの情勢変化により、連
合内労働組合の支持政党が与野党に分かれる状態となった。 

  ② 社会党は細川政権を含めた２度の政権参加を通して、自らの政策の政権への反映
に取り組み、自治労からの働きかけもあり、地方分権推進法や介護保険法の制定な
どの成果をあげた。一方で、政権参加にともなう自衛隊合憲・安保堅持などの基本
政策の転換など、社会党の基本政策が不鮮明となったことが、大きな課題とされた。 

  ③ こうしたなかで、自民党・新進党という２大保守勢力の挟間に埋没しかねない状
況が生じ、社会党は自らの発展的解消をかけた新しい政治勢力結集で打開すること
が迫られた。自治労は、1992年10月に結成された「社会党と連帯する労働組合会議
（連帯する会）」に結集する旧総評ブロック各産別とともに、あらためて社会党に
改革を強く促した。 

  ④ 社会党は「95宣言」において、新党づくりの方針を明確にし、「政権を担いうる
政治勢力」の具体化として「民主・リベラル勢力の総結集」を打ち出した。しかし、
1995年７月に、社会党は第17回参議院議員選挙において大敗。自民党・新進党の二
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大政党に収斂される傾向がより顕著になった。 
  ⑤ こうした状況下で、自治労は、1995年８月、「民主・リベラル新党結成推進労組

会議（推進労組会議）」を結成、社会党の「新しい政治勢力結集の呼びかけ人会議」
等と連携しつつ、より強力に社会党の新党づくり運動＝党内外の幅広い勢力の結集
を後押ししていった。 

  ⑥ 1996年１月、社会党は「新党づくりに大きく一歩をふみだす」として社会民主党
に党名変更し、「次期総選挙は新しい党で戦う」との活動計画を決定、さきがけと
社会民主党所属議員等との間で連携が模索された。こうした動きのなか、村山内閣
時の方針に批判的な議員等の一部は社民党を離脱し、新社会党を結成した。 

  ⑦ 保守政権・政党への対抗軸、代わる選択肢として、労働者や生活者に軸足をおく
民主・リベラルな政治勢力の確立を追求するという世界的な潮流のなかで、1996年
９月の衆議院選挙を目前にして、民主党が結成された。推進労組会議と連帯する会
は、「民主党の理念・政策は私たちが求めてきたものと概ね一致する」と評価する
とともに、社民党も「次期総選挙では、民主党立候補者を推薦してたたかう」との
見解を出した。このように民主党の結党は、新しい政治勢力の基盤形成に努力して
きた一定の到達点であると言える。 

  ⑧ 一方で社民党は、民主党設立委員会呼びかけ人の一部から、特定政治家を「排除」
する発言があったとして、1996年９月の衆議院選挙直前に一転して「次の総選挙は
社会民主党としてたたかう」などとする見解を出し、一部が残留した。結果として、
総選挙を新党でたたかうとした党大会決定が事実上放棄され、重大な混乱がもたら
されたことに対し、連帯する会と推進労組会議や各産別は「深い失望感を抱かざる
をえない」と表明した。  

 
(３) 連合の政治方針の統一と民主党の躍進、民主党中心の政権の実現 
  ① 1998年１月に、新進党から分裂した国民の声、新党友愛の各党が、結成と同時に、

民主党、太陽党、フロム・ファイブ、民主改革連合の野党共闘をめざす勢力と院内
会派として民友連（民主友愛太陽国民連合）を結成した。これにともない、連合は
民主党への合流を強く促し、1998年４月に民友連の各党は民主党へ合流。労働組合
の政治対応の統一をめざしてきた連合にとって画期的な出来事であるとともに、
「保守二党論」でない形で新しい政治勢力の結集がなされたことは大きな成果で
あった。 

  ② 自治労では1996年９月の臨時大会以降、民主・社民分立状態の克服が課題となっ
た。これ以降、1999年８月の宮崎大会まで、数度の機関会議での議論を経て、民主
基軸、社民支援の方針が決定された。 

  ③ 1998年７月の第18回参議院議員選挙は、民主・リベラル中央労組会議（推進労組
会議を改称）と友愛会議で初めて合同選対を組んでたたかわれた選挙となった。結
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果として10人の連合組織内候補のうち、９人の当選が果たされた。連合が一体と
なって勤労者・市民を基盤とした政治勢力と協力関係をつくり「ゆとり、豊かさ」
の実現をめざす、という連合の政治方針統一の意義が結実する結果となったのである。 

  ④ 1999年には連合政治センターが設立された。これ以降、政権交代を視野においた
民主党を基軸とした政治活動が一層強化された。2003年９月には民主党は自由党を
吸収合併、２度の総選挙（2003年11月、2005年９月）、参院選挙（2007年７月）を
経て、2009年８月の総選挙で民主党が第一党となり、民主党を中心に、社民党、国
民新党による政権が発足、日本憲政史上初の民意による政権交代が実現された。 

 
(４) 政策実現・政治勢力総結集にむけた自治労の政治方針議論 
   90年代初頭からの政治への対応や民主党政権の実現に至る過程のなかで、自治労は、

機関会議や各種集会において、政治方針に関する、以下のような基本的なスタンスを
積み上げ、確立してきた。 

  ① 政権を担いうる政治勢力の形成を志向すること 
   ア）政策実現を志向する労働組合運動の形成のためには、実際に政権を担いうる政

党・政治勢力との「協力関係」を構築しなければならないこと。 
  ② 労働組合と政党の役割の違いを踏まえた関係を構築すること 
   ア）政権を担いうる政治勢力たりうるためには、社会民主主義勢力だけではなく、

民主的でリベラルな政治勢力、消費者運動などの自立した市民団体など、広範な
勢力の連合体であることが必須。 

   イ）小選挙区制のもとで勝利をめざすには、広範な支持層が必要であること。 
   ウ）政権をめざす政党の政策と大衆組織である労働組合の固有の要求・政策とがす

べて一致するとは限らない。 
   エ）旧来の労働組合と支持政党との「運命共同体的」な関係は成り立たない。政党

とはあくまでも「協力関係」。このため労働組合運動の主体性がより一層重要に。 
  ③ 連合の政治対応の統一が必要であること 
   ア）個別の労働組合の運動では限界がある。 
   イ）「協力関係」になった政党に政策の実現を求めるためには、労働組合の政治対

応が統一されていることが重要。 
 
３．民主党政権および政治に対する自治労の対応について 
(１) 民主党政権の発足と成果 
  ① 民主党政権は、「コンクリートから人へ」「チルドレン・ファースト」を訴え、

高校授業料無償化、保育所定数の大幅増加、公共事業の削減、教育・医療・福祉分
野の雇用の拡大、有効求人倍率・失業率の改善など、一定の成果をあげた。 

  ② 自治労のめざす政策に関しては、自公政権の「三位一体改革」で削減された地方
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交付税総額を大きく復元させ、「一括交付金」の創設と「ひもつき補助金」の段階
的廃止、さらに義務付け・枠付けの見直し、国・地方の協議の場の法制化など、地
方分権の政策が推進された。公務員制度改革に関しては、国家公務員制度改革関連
４法案に加え、消防職員を含む一般職非現業公務員に協約締結権を付与し、労働基
本権の回復をはかる地方公務員制度改革関連２法案が国会提出されるに至った。解
散により廃案となったことは残念であるが、戦後、60年以上にもわたって制約され
続けてきた公務員の労働基本権について、政府が検討を重ね、政府の責任において
法律案を取りまとめた歴史的な意義は非常に大きいと言える。 

  ③ これらの諸政策は、労働組合が一致して支持する政党が政権を担ったからこそ実
現したものであり、「政権を担いうる政治勢力」の形成をめざして努力してきた取
り組みの一定の成果として評価できる。 

 
(２) 野党に転落した民主党と克服すべき課題 
  ① 政策の実現に一定の成果をあげた民主党政権であったが、マニフェストに掲げる

政策を実現するための財源確保という大きな課題に道筋をつけられなかったことに
加え、マニフェストに掲げられていなかった普天間基地移設問題をめぐる鳩山首相
（当時）の対応ぶりの迷走（社民党の連立離脱）と、菅首相（当時）の突然の消費
税引き上げ発言等により、民主党は2010年参議院選挙において敗北し、政権発足か
ら１年も経たずして、衆参「ねじれ」国会を再来させることとなった。 

  ② さらに、民主党は、党内ガバナンスの欠如により、所属議員が党内紛争に明け暮
れ、社会保障と税の一体改革の消費税引き上げをめぐっては、政権政党として説明
責任を果たせないばかりか、党の分裂まで招き、結果として、2012年12月の総選挙
において、大敗し、３年３ヵ月で政権に幕を下ろすことになった。 

  ③ 民主党の反省点は、ガバナンスの欠如と、どのような社会を実現するのかという
ビジョン・理念が欠如していたことにある。そのため、マニフェスト偏重主義に陥
り、結果として、政策の変更などについて、党内で真摯な議論を重ね、信念を持っ
て国民に対して説明責任を果たす、ということができなかった。逆に、そのマニ
フェストや各種政策について、地域や国民各層から意見を吸い上げて豊富化する、
という作風がそもそも欠けていた。このことによって、国民からの信頼を失い、政
権担当能力がないと見なされてしまった。今後、民主党にはこれらの課題の克服に
ついて、強く求めていく必要がある。 

 
(３) 労働組合の政策実現に関する総括 
  ① 連合は、民主党政権発足以降、「政府・連合定期協議」を設け、それまでの審議

会等への参画を通じての閣法策定に対する意見反映や、世論喚起、大衆行動を背景
とする国会での修正をめざす取り組みから、政権との直接的な政策協議を通じての
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政策実現に、取り組みの重点をシフトさせた。こうした対応の変化は、連合に結集
する労働組合が一致して支持してきた民主党が、与党となったことにより、初めて
実現できたことであり、「政権を担いうる政治勢力」の形成に努力してきた運動の
一定の成果と言える。 

  ② 「生活者」「働く者」に軸足をおいた政策実現と、そのための政治勢力の総結集
をはかっていくため、上記２．(４)の通り、自治労は、連合の統一対応を軸に政治
対応を進めてきた。連合の政治対応の統一は、日本憲政史上初の選挙による政権交
代＝民主党を中心とする政権の発足を強く後押しした。現在の小選挙区制のもと、
個別の労働組合の運動では限界があり、現実的に政治勢力の拡大を展望していくに
は、引き続き、連合の統一対応のもと取り組みを進めていくことが極めて重要であ
る。 

  ③ 一方、政権との直接的な政策協議など、政策実現にむけた活動に関しては、組合
員から「見えづらかった」との指摘もなされている。協議を通じた諸政策の実現や
成果について、あるいは、事柄によっては、政策の不一致に関して、いかに組合員
と情報を共有していくかという点において、課題を残した。また、労働組合が、社
会的な正当性のある団体として、大衆行動を含めた世論喚起に「力」を発揮する必
要があった。同時に、連合が勤労者の代表として、政治的な影響力を拡大するため
には、非正規労働者の処遇改善などを重要な運動課題と位置づけ、各構成組織と一
体となって組織強化と拡大を進める必要がある。 

  ④ 地方自治・財政の確立、公務員制度改革をはじめ、政策の実現に関しては、政策
決定プロセスでの意見反映が重要であり、自治労はそのことに重点を置いて、政
府・政党への働きかけを進めてきた。このことは引き続き重要であるが、一方で、
例えば、エネルギー政策など、連合の構成産別の考え方・意見に大きな隔たりがあ
るような場合に、自治労の政策を反映しつつ、どのようにナショナルセンター＝連
合の政策として一本にまとめていくかが課題となっている。 

    また、政策決定プロセスでの意見反映を効果的に行っていくには、労働組合と政
党・議員との間に、日常的な「協力関係」を構築しておくことが重要であり、普段
から意見・情報交換等を重ねるなど、中央段階だけでなく、地域段階からも取り組
みを進める必要がある。 

  ⑤ 自治労の政策課題に関しては、ひっ迫する財政とポピュリズム化する政治状況の
もと、多くの政党が行政改革と公務員人件費削減を公約に掲げることとなった。公
務員制度改革に名を借りた、行政改革や人件費削減を訴えれば、マスコミ・世論の
支持は取りつけられるとの雰囲気が民主党の一部にあったことも否定できない。民
主党に期待されていたのは、保守政権・政党への対抗軸を示すこと、すなわち安心
社会の実現であったにもかかわらず、財源問題に道筋がつけられないなかで、結果
として公務員人件費ばかりがクローズアップされることとなった。 
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    加えて(１)の通り、民主党政権のもとで労働基本権の回復をはかる法案が提出さ
れたものの、国家公務員制度改革関連４法案および地方公務員制度改革関連２法案
が成立に至らなかったこと、また、結果として、国家公務員給与の引き下げのみが
先行実施されたことは痛恨の極みであり、今後に課題を残した。 

  ⑥ 一方で、財務省など、地方公務員の人件費をはじめ地方財源にメスを入れたいと
する動きもあったが、自治労としては、地方自治・分権の流れに逆行するものであ
ると主張し、事実、民主党政権は、臨時特例法に基づく国公給与削減については
「地公遮断」を貫いた。また、普天間基地移設をめぐっては、鳩山首相（当時）が
表明した県外移設が迷走し、断念に至ったことに関しては、自治労として断固抗議
し、協力国会議員等と連携し対応をはかってきた。 

  ⑦ こうしたことは、「労働組合と政党との『運命共同体的』な関係は成り立たず、
また、『協力関係』に基づく、労働組合運動の主体性が一層重要である」という、
この間積み上げてきた政治方針議論を踏まえたものであった。引き続き、協力政党
であっても政治・政党との緊張関係のもと、自治労として主張すべきは主張してい
く必要がある。 

 
 
Ⅱ 国政の状況および自治労を取り巻く情勢の分析 
 
１．新自由主義のもとでの国内情勢と公共サービス労働者 
(１) 新自由主義の台頭と現れた負の側面 
  ① 1960年代末から失業とインフレのもとで、政府が積極的に主導する西欧諸国の福

祉国家政策（高率の税制を基礎とした手厚い社会保障）は、かえって経済活動の非
効率をもたらすものとされ、企業の競争力を阻害する規制や制度を撤廃し、経済活
動の活性化をめざす新自由主義に基づく経済政策が世界的に台頭するようになった。 

  ② さらに、1980年代以降のグローバル経済化の進展とともに、新自由主義に基づく
規制緩和の推進、社会保障の総額抑制と財政規模の縮小、労働者の保護規制の撤廃、
公共サービスの民営化が、世界経済の政策パッケージの主流となっていった。 

  ③ しかし、1980年代以降、世界全体の経済成長をみても、期待した経済成長は実現
していないばかりか、富裕層と貧困層との格差の拡大、公共事業（水道、電気通信、
交通運輸等）、社会保障給付（教育、医療、年金等）などの民営化、国際競争のも
とで賃金切り下げによる勤労者の労働条件悪化など、新自由主義の負の側面が現れ
るようになった。 

 
(２) 日本における新自由主義と公共サービスへの影響 
  ① 日本においては1990年代以降、バブル経済崩壊後の経済の長期低迷が深刻化する
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なかで、公共事業や特定業界に配慮した減税や補助金といった、自民党の従来の利
益分配システムは限界を露呈するようになった。そこで、経済界を中心に、経済活
動を阻害する非効率な政府の規制や関与を撤廃するなどの新自由主義に基づく経済
社会システムを求める圧力が強まった。 

  ② 2001年に誕生した小泉政権は、自民党の利益分配システムの象徴である公共事業
を大幅に圧縮する一方で、新自由主義・小さな政府論に基づく郵政民営化、道路公
団などの特殊法人民営化、労働者派遣法の規制緩和、「骨太方針」に基づく社会保
障費の毎年2,200億円の削減など、公共サービスの縮小を強行した。 

  ③ 地方自治体では、小泉政権下で進められた2001年以降の「骨太方針」、「三位一
体改革」で地方財政が圧縮された。同時に、市町村合併の進行により3,229（1999
年）あった自治体数は1,719（2013年）へと大きく減少した。あわせて、「集中改
革プラン」により、地方公務員数はピーク時の328万人（1994年）から276万人
（2012年）へと減少し、地方自治体のセーフティネット機能は弱体化した。 

  ④ このような新自由主義・小さな政府論を背景にした公共サービスの圧縮、所得再
分配機能、社会保障機能の削減は、国民に格差と貧困の拡大をもたらした。非正規
労働者は、1990年に全雇用者の20％であったが2013年には36.2％までに増加し、地
方自治体では、臨時・非常勤等職員が70万人にも達している。 

 
(３) 進行する社会不安と混迷する政治状況 
  ① 新自由主義に基づく経済社会システムへの転換は、非正規労働者の増加、勤労者

所得の減少、地域社会の疲弊や地域間格差の拡大を生み出し、社会的な不安・不満
が蔓延する状況をもたらした。しかし、小泉政権以降の自民党政権は、公務労使関
係における問題も含めて、一律的に公務・公共サービスをバッシングすることで、
社会からの批判を、官僚・公務員に転嫁する政治手法をとった。 

  ② これに加え、地域においては、自治体職員や自治体議員を敵視する自治体首長、
日本維新の会等の政党が台頭し、住民受けする目先の減税や人件費カットを前面に
押し出す「小泉流」のポピュリズム的な政治状況が目立つようになってきた。 

  ③ 一方で、リーマンショックの余波による「派遣切り」の社会問題化などの格差と
貧困の拡大を背景とし、新自由主義的な政策は国民から批判・疑問の声にさらされ
ることとなり、民主党への政権交代が実現した。新自由主義的政策の全面的な見直
しが求められていたものの、自民党の政権復帰でその期待は道半ばとなり、高齢化
と人口減少の長期的な進行に対応する行財政制度と社会保障制度の構築は依然とし
て見通しがついていない状況にある。 

 
(４) 公共サービス労働者が直面する課題と自治労組合員の状況 
  ① 上記の通り、政府・自民党が進めた新自由主義政策・小さな政府論による公共
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サービスの圧縮は現場に打撃を与え、公共サービス労働者に疲弊をもたらした。慢
性的な人員不足を背景とし、自治体職員をはじめとする公共サービス労働者の仕事
に対する責任と労働密度は高まっている。東日本大震災の発生によって公共サービ
スの提供体制が脆弱になっていることが明らかとなった。 

  ② このような状況のなかで、自治労の各単組においては、「組合活動を担う人材が
不足している」「組合役員が頻繁に交代せざるを得ない」「大規模単組の本庁職場
を中心に組合活動が落ち込んできている」等の課題が起きている。さらに、自治労
が実施した組合員アンケート調査などでは、若年層を中心に、社会的な格差を是認
する価値観に親和性を持つ層が増加し、組合活動そのものに対する否定的意識も垣
間見える等の、見過ごせない結果も表れてきている。 

  ③ 一方で、労働組合が、職場の労使関係にとどまらない雇用・労働政策、社会保障
など「生活者」「働く者」の立場に立った政策課題の実現にむけ、政治活動に取り
組むことの重要性は増している。とりわけ、地方公務員をはじめとする地域公共
サービス労働者については、政府・自治体の政策決定が、業務内容やそのあり方、
賃金・労働条件・雇用といったことに直結することから、自治労として、国会や自
治体議会といった政治の議論に、深い関心を払っていくのは当然のことである。 

    そのため、組合員の意識や取り巻く環境の変化も把握しながら、不断の運動の見
直し・点検・改革を進めていくことも重要である。その一方で、日々の組合活動・
当局交渉などをより強化・活性化するとともに、あらためて、労働組合の必要性や
政治活動の重要性、めざすべき社会像の共有化にむけた組織内での対話を積み上げ
ていく必要がある。 

 
２．安倍政権の動向（「国政の重要課題」に関する見解含む） 
(１) 格差拡大を助長する「アベノミクス」 
  ① アベノミクスは、新自由主義的な経済政策を進めるともに、公共事業を中心とす

る旧来型の景気対策を併存したものとなっている。家計への直接支援を戦略の柱と
してきた民主党の政策を180度転換して、国民に対して消費税率の引き上げを求め
る一方で、復興特別法人税の廃止や法人実効税率の引き下げを方針決定するなど、
企業の収益改善を優先した経済・財政政策を進めている。国民の生活や家計に対す
る支援は乏しく、生活不安は解消されるどころか、格差拡大を一層もたらすものと
なっている。 

  ② 日銀が推し進める「異次元の金融緩和」は、円安・株高をもたらし、一部の輸出
関連企業に収益改善の兆しがみられるものの、円安にともなう原材料価格の物価上
昇により国民生活の厳しさは増しており、実体経済を持続的に浮揚させる効果を発
揮していない。また、日銀による国債の大量借入は、財政規律を緩め、国債に対す
る市場の信認を揺るがせるとともに、長期金利の上昇によって国民生活への重大な
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影響が懸念される。「株価連動内閣」と言われるように目先の株価の維持・上昇を
優先する一方、セーフティネットを破壊する安倍政権の正体がより鮮明になってき
ている。 

  ③ 過去最大規模となった2014年の一般会計予算だが、消費増税の増収分の大半は、
それまで借金で賄っていた分の財源に付け替えるだけであり、社会保障の充実は限
定的である。さらに、社会保障の充実・強化のために引き上げたはずの消費税は、
国土強靭化政策のもとで、公共事業の拡大に充当されるおそれがあるほか、消費税
引き上げに対する逆進性対策、所得税や相続税などの累進性強化など、所得再分配
機能の強化への取り組みは極めて不十分である。 

 
(２) 国民の権利を制約し、近隣諸国との摩擦をいとわない外交・安全保障政策 
  ① 安倍首相は、靖国神社参拝をはじめとして中国・韓国など近隣諸国との摩擦をい

とわない高圧的な外交を続けている。防衛費は2002年以降、ほぼ減少基調で推移し
てきたが、安倍政権誕生後の2013年度以降増加に転じており、近隣諸国の脅威を口
実に「積極的平和主義」と称し、装備を増強するなど北東アジアの緊張を高めてい
る。 

  ② また、安倍政権は、「知る権利」を侵害する特定秘密保護法の強行に加え、国民
投票法改正法案において公務員の意見表明を抑制することを画策しようとするなど、
国民の権利を不当に制限する動きを強めており、このような法律を許さず、具体的
な法の発動の阻止や廃止を求めていかねばならない。 

  ③ 自民党の憲法改正草案（2012年４月27日決定）では、家族の助け合いなど新保守
主義的な考え方を鮮明にしたうえで、国民の自由や権利を「公益及び公の秩序」を
理由に制約しようとする意図が打ち出されている。さらに、政府は、武器輸出三原
則を緩和する防衛装備移転三原則の閣議決定（2014年４月１日）に続き、2014年７
月１日には、憲法９条の解釈を変更し、集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定
を行うという、歴史的な暴挙に踏み切った。さらには改憲の動きが現実化しており、
これを具体的に阻止するための現実的かつ広範な世論形成が求められる。 

  ④ 政府として「世界一危険」とされる普天間基地の早期撤去に取り組むことが当然
である一方、安倍政権は地元住民の意思を無視し、辺野古への基地移設を推し進め
ているが、住民の意思を尊重し、移設阻止を求めていくことが必要である。この他
にも、米軍とともにオスプレイを全国展開するなど、集団的自衛権行使にむけた実
態づくりとも言える動きをみせている。このように自民党・安倍政権は、憲法に定
める平和主義の理念を揺るがす方向に進んでおり、これを許さない取り組みが必要
である。 
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(３) 国民の生活や雇用不安を増長し、地方を軽視する安倍政権 
  ① 「エネルギー基本計画」（2014年４月11日閣議決定）において原発を「重要な

ベースロード電源」と位置づけ、原発事故の収束、核廃棄物の最終処分場がないこ
となど具体的な解決策を示すことなく、川内原発をはじめ原発再稼働、原発推進の
動きが加速しつつある。これを許さず、再生可能エネルギーへの早期転換を求めて
いく必要がある。 

  ② 「日本再興戦略」改訂2014において、「時間ではなく成果で評価される制度への
改革」などが示され、長時間労働・過労死などの問題を棚上げにしたたま、労働時
間規制の緩和が進められようとしている。さらには、解雇規制の緩和や労働者派遣
法の改悪案の国会提出が引き続きもくろまれるなど、労働者保護の後退や非正規労
働の拡大につながりかねない状況にある。連合や協力政党をはじめ広範な連帯に
よって、引き続き、労働者保護ルール改悪を阻止していかなければならない。 

  ③ ＴＰＰについては、そもそも国民に対する情報が不足しており、食の安全や福
祉・医療・介護の質の低下、共済制度の狙い撃ちなどの懸念が払しょくできない。
とくに、農業分野については、関税撤廃されれば、国内農業への打撃が懸念される。
国内議論が不十分なまま、交渉結果のみの一方的な押し付けとならないよう厳しく
監視しなければならない。 

  ④ 安倍政権は、国家公務員給与削減の「地公波及」の問題、地域への視点を欠いた
成長戦略など、地方自治・地方分権に対して冷淡であり、地方を軽視した対応が目
立っている。名護市長選において、住民の明確なＮｏの意思が示されたにもかかわ
らず、辺野古移設を強行しつつある普天間基地問題もその一つである。 

 
３．「１強他弱」下における危機的な政治状況～国民意識の多数派に対応した「新たな政

治勢力」の必要性 
  ① 2012年の総選挙により自公政権が復活して以来、政党政治は史上稀にみるバラン

スを欠いた状態にあり、自民党の衛星政党として日本維新の会、みんなの党などが
存在するなど、全体的に右傾化が進行している。一方で、国民の実際の意識は、こ
れとは相当異なったところにあることを認識しなければならない。 

    例えば、安倍政権は、エネルギー基本計画に基づき原発の再稼動を推し進めよう
としているが、2014年７月段階においても、いずれの世論調査でも「再稼動反対」
が多数を占め、多くの調査ではそれが国民の過半数を超えている。同じく「憲法解
釈の変更による集団的自衛権の行使」を可能とする閣議決定を行ったことについて
も、世論調査で「反対」「支持しない」が多数を占め、多くの調査ではそれが国民
の過半数を超えている。与党優位と言われていた、滋賀県知事選において、卒原発
を訴え、集団的自衛権行使に関する安倍政権の閣議決定を批判する候補が勝利した
ことも、こうした民意を示すものと言える。つまり、安倍政権は、国会での数の力
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をたのみに、右傾化・保守化の度を深めているが、これらは、大多数の国民意識を
反映しているとは言えないと指摘できる。 

  ② にもかかわらず、自民党および日本維新の会、みんなの党など右派政党が大勢を
占める現状の国政においては、現実に、集団的自衛権の行使に道を開くとともに、
原発再稼働の推進、さらには国民の権利を制限する憲法改正などが進められる可能
性が高いと見なければならない。これに対抗するためには、貧困や格差拡大をもた
らす新自由主義政策を変革しようとする国民各層、周辺諸国との協調や弱者との共
生を重視する国民各層、あるいは脱原発・再生可能エネルギーの推進や安心・安全
の社会保障制度による持続可能な社会を志向する国民各層が支持できる「リベラル」
政治勢力の強化が第一に必要である。これらの人々こそ1996年の結成から政権獲得
に至るまで、民主党支持者の中心となった層である。 

  ③ 一方、これら従来の「リベラル」勢力だけでは、安倍首相が強行に進める新自由
主義および新保守主義的政策を阻止することができないという、客観的な事実を認
識する必要がある。このため、「リベラル勢力」を軸としながら、こういった政治
の現状に違和感や慎重な見方を持っている、大多数の国民からも支持されるような
新しい政治勢力が形成される必要がある。ここでは、近隣諸国に対する強硬的な対
応を続け、対話の糸口すら切り開けない安倍首相に対し懸念を抱く人々、「弱肉強
食」の社会をもたらす新自由主義政策よりも所得再分配政策を重視する人々など、
いわゆる「穏健な保守」「中道」を自認する人々が、与党およびその支持者にも確
実に存在していることを踏まえるべきである。それらの人々との連携をも模索する
なかから形成される大きなうねり・勢力こそ、国民意識の多数派に対応した「中道」
「リベラル」を代表する政治勢力と表現することができる。 

 
 
Ⅲ 中長期的な自治労の政治対応のあり方 
 
１．自治労がめざす社会像と「中道」「リベラル」勢力結集の推進 
 ① 自治労は2003年に、新しい綱領として「21世紀宣言」を決定し、「自由・公正・連

帯」の社会を創造することを組織としての基本目標とした。市場万能主義による経済
的・社会的格差の拡大に対抗して、協力原理に基づく社会的セーフティネットの構築
や地球環境と共生する持続可能な社会、市民的な権利を平等に確保する男女平等参画
社会の実現を具体的課題として設定、分権自治の推進と公共サービスの拡充を通じて、
めざすべき社会像の実現をはかる道筋を定めた。 

 ② 2013年８月の第86回定期大会では、第２次安倍政権に象徴される成長至上主義かつ
新保守主義的な政治潮流に対抗して、「共生と連帯に基づく持続可能な社会の創造」
をめざすことを確認した。対外的には周辺諸国との連帯・協調を、国内においては弱
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者との共生を基本に、だれもが安心して働き生活できる社会を実現すること、人口減
少社会を支える税制改革とセットでの社会保障改革と、脱原発と再生可能エネルギー
事業の推進により持続可能な社会をつくることを基本目標とした。また、福祉や環境、
教育などの公共サービスを担うための自治体の基盤強化、そのための地方分権の推進
と地方財政確立のための財政制度改革を求めていくことを確認した。そのうえで、こ
のような社会を実現する政治勢力を、民主党を中心に再構築することをめざし、自治
労として取り組むことを確認した。 

 ③ そのうえで、自治労は「21世紀宣言」や大阪大会で確認しためざすべき社会像と政
策を軸として、現在の危機的政治状況を逆転させ、多数派を形成することが必要と考
える。そのため、下記の政策で一致する政治勢力の結集を進め、政策の具体化を求め
る。 

  (ア) 憲法理念の柱である平和主義・国民主権・基本的人権の尊重と過去の侵略戦争
への反省を踏まえた協調外交の推進 

  (イ) 新自由主義・成長至上主義による社会的格差の拡大に歯止めをかけ、福祉・環
境・教育・雇用を重視した社会的セーフティネットの再構築とリンクした持続可
能な経済の確立 

  (ウ) 脱原発と再生可能エネルギー事業による雇用拡大と地域経済の活性化を推進す
る地域分散型エネルギー社会への転換 

  (エ) 少子・高齢・人口減少社会に対応するため、全世代対応型の普遍的な社会保障
制度の枠組みづくりと、介護・医療、子ども・子育て政策の強化。同時に、税源
確保と財政健全化のための総合的な税制改革の推進 

  (オ) 男女平等参画社会の実現と、女性の就労支援や均等待遇の実現のための具体的
政策の推進 

  (カ) 福祉や環境、教育などの生活に密着した公共サービスを担うための自治体の基
盤強化と、地方分権と地方財政確立のための財政制度改革の推進 

 ④ 勤労者・組合員の権利を擁護し、その政策的な要求を実現するためには、引き続き
政治に対して十分に意見反映できる基盤が必要である。しかし、安倍政権に代表され
る、地方公務員の生活と権利を抑圧し、新自由主義・新保守主義的な政策を推進する
政治潮流が国会の多数派を占めている限り、勤労者・組合員のための政策実現は極め
て厳しいと言わざるを得ない。民主党中心の政権の総括も踏まえ、自治労がめざす社
会像と政策について、基本的理念を共有できる政党・政治家が、政権を担いうる政治
勢力へと結集・発展し、再度政権交代を実現させる必要がある。 

 
２．新しい政治勢力の形成にむけた取り組み 
(１) 「中道」「リベラル」結集にむけた政党への期待 
  ① 新自由主義や新保守主義を基調とする政治勢力と一線を画し、周辺諸国との協調
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を基礎に、成長至上主義から、「共生と連帯に基づく持続可能な社会」への転換を
めざす「中道」「リベラル」勢力の結集を進めることは、日本の政治に、国民意識
の多数派に対応した現実的な選択肢を示すことであり、将来の政権交代を展望する
うえで、必要不可欠かつ急務と言える。 

  ② しかし、政治の現実は明るいとは言えず、現状の国会運営は厳しいと認識しなけ
ればならない。前回の衆院・参院選挙では、民主・社民・未来・生活・新党大地・
緑の党・みどりの風などが各自にたたかい、安倍自民に惨敗した。一方、野党であ
るにもかかわらず、日本維新の会、みんなの党などは、外交・安全保障政策や社会
経済政策などに関して、自民党と近いあるいは自民党より強硬な考え方に立ってお
り、安倍政権を側面支援する形となっている。 

  ③ このようななかでは、とくに、民主党が担うべき役割は重要となる。民主党は
2013年の新綱領で、普遍主義的な社会政策をベースとして地方分権や社会保障制度
の整備を進める方向性を示した。また、「生活者」「働く者」などの立場に立つこ
とを明示し、すべての人に居場所と出番がある共生社会をめざすとした。この綱領
は、穏健な保守層からリベラル、ヨーロッパ型の福祉社会をめざす幅広い勢力が結
集できる内容と評価できる。 

  ④ であるならば、「１強他弱」下における危機的な政治状況のなかで、民主党は、
野党第一党として担うべき役割が何であるかを強く意識し、対外的には国際協調を
基本に、内政的にはエネルギーや社会保障など持続可能な社会をめざすことを政策
に掲げ、今後、自民党・安倍政権との対抗軸を明確にすべきである。そのため、民
主党には、ヨーロッパの中道左派政党の理念や政策などを基本に、めざすべき社会
像と政策の基本理念をさらに具体化すると同時に、社民党をはじめとする政党との
連携を積極的に進め、「リベラル」勢力の強化をはかることを求めていく。 

  ⑤ 一方、小選挙区制度や参院での１人区制度を踏まえれば、自民党１強の状況を打
破していくには野党が幅広く選挙協力を行い、より強固な体制でもって対抗してい
くことが重要になる。しかし、政策的相違や現実の姿を顧みることなく、野党結集
のみを目的化することは、「数合わせの野合である」として、国民の支持が得られ
ない可能性が高い。今後、民主党を中心とした「中道」「リベラル」政党や政治勢
力には、基本理念をしっかりと確立し、それを踏まえて選挙協力の協議を進めてい
くことを求めていく。 

  ⑥ 一方、民主党や社民党のなかには、全体的に右傾化した国会状況を踏まえ、立憲
主義の確立などを新たな結集軸として模索する動きもある。現段階では問題意識を
持つ議員グループの活動にとどまっているが、国内外における現在の政権の振る舞
いに危機感を覚える、与党内のリベラル層との連携・協議も重要である。この動き
と他の政治的な諸潮流の連携をはかり、大きな政治勢力の結集につながる一助とな
るよう、自治労も支援していく。 

－ 76 －



－ 71 － 

  ⑦ 自民党の旧来型の「家族主義」に基づく社会保障制度が破たんしており、個人を
単位とした新たな制度設計が急がれている現実や、新自由主義による非正規労働者
の拡大による不安定雇用・劣悪な労働環境の蔓延によって、とりわけ女性が大きな
影響を受けていることを踏まえる必要がある。そういった視点からも、女性の力が
必要であり、クォータ制の導入などで女性議員の拡大を進めてきたヨーロッパの中
道左派政党なども参考に、積極的な女性の登用を求めていく。 

  ⑧ 小選挙区を主体とした衆院選挙は、政権選択選挙であることを踏まえ、「中道」
「リベラル」の政党には、ヨーロッパでの「政党」ブロックの取り組みを参考に、
共通の政権政策と首相候補でたたかう体制をつくることを求める。 

  ⑨ 2015年の統一自治体選挙は、安倍政権の新自由主義・新保守主義的政策に対抗し
て、自治体が中心となって福祉・環境・雇用などの政策を担うことをめざす政治潮
流の拡大をはかる好機である。また、民主党などは自民・公明と比較すると、地方
議員が少なく地域での足腰の弱さが課題となっている。地方から「中道」「リベラ
ル」勢力の結集を実現する重要な選挙戦でもあることから、社民党やその他政党と
の連携も含め、積極的な候補の擁立を求める。 

 
(２) 政治活動に関する自治労の基本的立場と方向性 
  ① 自治労は、「共生と連帯に基づく持続可能な社会」にむけ、協力政党を中心に、

「中道」「リベラル」勢力の結集を進め、政権を担いうる政治勢力を形成すること
を当面の戦略目標とする。このような政治勢力の結集は自治労のみの課題ではない
ことから、連合・他の連合構成組織とともに、その実現をめざし、最大限の力を尽
くす。 

  ② 「中道」「リベラル」の政党・政治家の結集を進めるためには、結集の必要性や
枠組みについて、政党以外の団体・個人が積極的に発信することが必要となる。自
治労は、連合や、理念や政策において一致できる市民団体・ＮＰＯなどとともに、
新たな政治勢力の結集にむけて、中央・地方で積極的に対応する。 

  ③ 連合・他の連合構成組織との統一対応を基本とし、政策の実現をめざす。この間
の総括も含めて、連合の構成組織間で政策・見解に大きな隔たりがある場合には、
ナショナルセンター・連合の政策として一致した内容をまとめることを基本として
対応し、そのために自治労も中央・地方で最大限の努力を傾注する。 

  ④ 労働組合と政党の役割の違いを踏まえ、協力政党であっても是々非々の立場で臨
み、政策面での矛盾や問題があれば積極的な対話と真摯な意見交換により問題の克
服をめざす。 

  ⑤ 福祉や環境・人権・平和課題など、地域や自治体現場からの運動を積み上げ、市
民団体やＮＰＯとの連携のもと、地域からの新しい政策づくりをめざす。 

  ⑥ 自治労組合員の意識の変化も踏まえながら、若年層等の意見に積極的に耳を傾け
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るとともに、各種学習会やセミナー、国会・地方議員との意見交換などを実施する
など、本部・県本部が一体となって労働組合の必要性や組合員間の社会観の共有化
にむけた組織内対話を積み上げていく。 

  ⑦ 自治労の政策を実現するためには、国政・地方を問わず、政治に積極的に関与す
ることが必要であることをあらゆる機会を通じて、単組・組合員に積極的に訴える。
とりわけ、自治労組合員の仕事や労働条件は、首長・自治体議会による政策決定の
影響を大きく受けることを踏まえ、各単組が自治研活動を起点とした地域における
政策活動を主体的に取り組むことを重視し、選挙闘争を通じた組織強化と労働条件
の改善・地域政策の実現をめざす。 

  ⑧ 「中道」「リベラル」勢力の着実な結集と拡大にむけ、下記の通り、各種の自治
体選挙および国政選挙をたたかう。この際、この間の国政選挙における協力政党に
対する投票結果、現在の協力政党に対する支持率、参院選等で示されたこの間の自
治労全体の組織力、これらを本部および全県本部が認識したうえで対応することを
基本とする。 

   ア）地方において、地方連合会や連合地協、各種友好団体などと連携して、民主党
などの国会議員・前議員と地方議員・予定候補者とのローカルネットワークをつ
くり、共通の地域政策づくりや候補者の擁立・支援などを推進する。 

   イ）自治労固有の課題として、「１自治体１協力議員」の実現をめざす。自治体職
員の立場や自治労の自治体政策を理解し連携できる自治体議員を拡大するため、
各単組は組織内候補または政策協力候補の擁立をめざす。 

   ウ）自治体選挙で、組織内候補や政策協力候補の擁立が困難な場合でも、自治労と
連携できる特定の候補者を推薦し、各単組が組織内候補に準じた取り組みを進め
る。 

   エ）全日本分権自治フォーラム・政策研究会の取り組みなどを通じて、民主党・社
民党議員などとの対話を進め、自治労と、理念および政策を共有できる議員の拡
大をめざす。 

   オ）各県本部・単組は、地元選出の国会議員や国政選挙の予定候補との対話の機会
を設け、政策の共有化をはかり、連携を強化する。 

   カ）衆院選挙については、自治労の組織内候補を積極的に擁立する。また、自治労
の政策の実現に協力する政策協力議員を増やし、積極的に支援していく。 

   キ）最高裁による衆参選挙の違憲判決を踏まえた選挙制度改革の動向に注視し、今
後の制度改革に対応した必要な措置をはかる。 

   ク）それらの動向をも踏まえながら、現下の政治状況を厳しく認識し、参院選挙に
ついては、自治労としても「中道」「リベラル」勢力結集の取り組みとして全国
的な統一対応をめざす。 
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第１条 この団体は、自治労協力国会議員団（以下国会議
員団という。）と称し、その運営その他はこの規則によ
る。 

第２条 この国会議員団は、自治労と相互に協力し、自治
労の政策課題の実現にむけ努力することを目的とする。 

  そのために、次の活動に取り組む 
 (１) 協力国会議員間の情報交換・政策協議 
 (２) 自治労本部との情報交換・政策協議を基礎にした

国会対策 
 (３) 自治労自治体議員連合との連携 
 (４) その他目的達成のための活動 
第３条 この国会議員団は、自治労協力候補の推薦基準に

より国会議員となった者をもって構成する。 
第４条 この国会議員団の役員の選出および運営方針など

の決定は国会議員団会議で行う。 
第５条 この国会議員団の会務を処理するために、団長１

名、副団長１名、幹事長１名をおく。 

２ 役員の任期は２年とし、欠員が生じたときは、国会議
員団会議で補充できる。 

３ 国会議員団会議の招集は団長が行う。 
４ 自治労本部または国会議員団の要請に基づき、合同会

議を開催できる。 
第６条 この国会議員団の経費は、会費および雑収入を

もって充てる。 
２ 会費については別に定める。 
第７条 事務局は自治労総合政治政策局におく。 

附 則 

第８条 この規則は、1997年９月29日から施行する。 
第９条 第80回定期大会における改正は2008年９月１日か

ら適用する。 
２ 前項にかかわらず、第７条の改正は、2009年度に行わ

れる定期大会まではなお従前の例による。 
 

 

 

第１条 この団体は、自治労自治体議員連合（以下「自治
体議員連合」という。）と称し、その運営その他につい
ては、この規則による。 

第２条 この自治体議員連合は、単組・県本部と相互に協
力し、自治労の自治体政策の実現に努力するとともに構
成員の政策立案能力をたかめることをめざす。 

  そのために、次の活動に取り組む。 

 (１) 単組・県本部との情報交換・政策協議 
 (２) 自治研活動への参画 
 (３) 政策研修・学習会の開催 
 (４) 自治体間の情報交換 
 (５) 自治労協力国会議員団との連携 
 (６) その他目的達成に必要な活動 
第３条 この自治体議員連合は、自治労協力候補の推薦基

第７章 

政    治 

 
自治労協力国会議員団規則 

 
自治労自治体議員連合規則 
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自治労自治体議員連合規則／各種選挙における自治労の推薦基準について 
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準で自治体議員になった者をもって構成する。 
２ 協力候補の基準で推薦された前議員または候補者で、
引き続き立候補の意思のある者は、準会員として議員連
合に加入できる。 

３ 組織内協力首長は特別会員とする。 
第４条 隔年１回総会を開き、会務報告、活動方針などの
決定および役員の選出を行う。 

２ 役員の任期は２年とする。 
３ 必要に応じて臨時総会または県本部代表者会議を開く
ことができる。 

４ 総会または県本部代表者会議の招集は会長が行う。 
第５条 この自治体議員連合の会務を処理するために、会
長１名、副会長若干名、幹事長１名、幹事若干名をおく。 

２ 幹事会は、会長、副会長、幹事長および幹事をもって

構成し、会長が招集する。 
第６条 この自治体議員連合に顧問をおくことができる。 
第７条 事務局は自治労総合政治政策局におく。 

附 則 
第８条 この規則は、1997年12月13日から施行する。 
第９条 この規則は、2001年８月28日から施行する。 
第10条 第80回定期大会における改正は2008年９月１日か
ら適用する。 

２ 前項にかかわらず、第７条の改正は、2009年度に行わ
れる定期大会まではなお従前の例による。 

第11条 この規則の2008年９月４日の改正は、2008年９月
５日から施行する。 

 
 
 

  各種選挙における自治労の推薦基準について          
 
 １ 各種選挙における自治労の推薦基準 
  について 

（中央執行委員会 97.８.５決定） 
 
１ 自治労協力候補の推薦基準 
(１) 協力候補の資格 
   協力候補とは、組織内協力候補、協力候補の総称で、

自治労の運動方針および政策課題の実現のために相互
に協力可能な者をいい、その資格を以下の通りとする。 

  ① 協力政党の公認または推薦を得た者 
  ② 政党推薦のない無所属候補については、連合など

の推薦を得た者 
   なお、上記①②いずれの者も当選後、自治労協力国

会議員団または自治労自治体議員連合（首長はオブ
ザーバー参加）に加入することとする。 

(２) 協力候補の要件 
   上記資格を有する者で、各種選挙における協力候補

の要件を以下の通りとする。 
  ① 国会議員 
   ア 自治労の組合員、組合員であった者を組織内協

力候補とすることができる。 
     なお、経過措置として、準組織内議員であった

者も組織内協力候補とすることができる。 
   イ 自治労と組織的に密接な関係のある者（顧問弁

護士、顧問医師など）および自治労の政策課題に
精通した者（自治研助言者、首長経験者など）を
協力候補とすることができる。 

  ② 自治体議員 
   ア 自治労の組合員、組合員であった者および自治

労と組織的に密接な関係のある者（組合員の家族、
自治研センター研究者など）を組織内協力候補と
することができる。 

   イ 自治労の政策実現に相互に協力可能な者（住民
運動・労働運動の経験者など）を協力候補とする
ことができる。 

  ③ 自治体首長 
   ア 自治労の組合員、組合員であった者および自治

労と組織的に密接な関係のある者（自治研助言者、
自治研センター研究者など）を組織内協力候補と
することができる。 

(３) 協力候補の推薦決定 
   上記資格および要件を有する者について、各種選挙

における推薦決定の手続きを以下の通りとする。 
  ① 国会議員 
    本部と県本部の協議により、大会または中央委員

会で推薦決定する。 
    ただし、解散などの緊急の場合は、中央執行委員

会で推薦決定し、直近の大会または中央委員会に報
告し承認を得ることとする。 

  ② 自治体議員 
    当該単組の申請により、県本部で推薦決定し、本

部に報告することとする。 
  ③ 自治体首長 
   ア 知事候補は、本部と県本部の協議により、中央

執行委員会で推薦決定する。 
   イ 知事以外の首長候補は、当該単組の申請により、

県本部で推薦決定し、本部に報告することとする。 
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２ 一般推薦候補の推薦 
(１) 推薦候補の要件 
   上記協力候補以外で、自治労の運動方針および政策

課題を理解し、本部および単組・県本部が運動上必要
とする者を一般推薦候補とすることができる。 

(２) 推薦決定 
   一般推薦候補の推薦決定手続きは、国会議員につい

ては中央執行委員会で、自治体首長・議員については、
上記協力候補の扱いに準じる。 

 
 ＜附則＞ 
  この推薦基準は1997年８月30日より適用する。 
 
 
 ２ 第43回衆議院選挙における自治労の

推薦決定基準 
（第74回定期大会 2003.８.29決定） 

 
 県本部と協議の上、下記の基準により推薦候補者を決定
します。但し、これに該当しない場合は、地域事情・組織
事情を勘案し個別に判断します。 
(１) 小選挙区 
  ① 自治労組織内協力候補 
   ア 連合推薦および民主党の公認・推薦を受ける自

治労組織内協力候補者 
   イ 連合推薦および社会民主党の公認・推薦を受け

る自治労組織内協力候補者 
  ② 自治労協力候補 
   ア 連合推薦および民主党の公認・推薦を受ける自

治労協力候補者 
   イ 連合推薦および社会民主党の公認・推薦を受け

る自治労協力候補者 
  ③ 推薦候補 
   ア 連合推薦候補者 
   以上の基準に基づいて、具体的には 
  ① 自治労組織内協力候補、自治労協力候補を重視し

てたたかいます。 
  ② 民主党分権自治政策議員懇談会、民主党消防政策

議員懇談会、民主党公営競技政策議員懇談会所属の
候補者を重視してたたかいます。 

  ③ 推薦に当たっては、自治労の掲げる基本目標の実
現にむけた「政策協定」を行います。 

 
 ＜附則＞ 
  この推薦基準は2003年８月29日より適用する。 
 
 

 ３ 各種選挙における自治労の推薦基準 
（第76回定期大会 2005.８.26決定） 

 
【2006－2007運動方針より抜粋】 
 具体的な自治労協力候補の推薦については、次の「各種
選挙における自治労の推薦基準」に基づき進めます。 
① （資格）協力候補とは、組織内協力候補、協力候補の
総称で、自治労の運動方針および政策実現のために相互
に協力可能なものをいう。 

 ア 協力政党の公認または推薦を得た者。 
 イ 政党推薦のない無所属候補については、連合の推薦

を得た者。 
 ウ なお、上記ア、イのいずれの者も当選後、自治労協

力国会議員団に加入する。 
 エ 協力候補は自治労が推進する民主・リベラル勢力の

総結集を中央・地方で進める。 
② （要件）国会議員 
 ア 自治労の組合員、組合員であった者を組織内協力候

補とすることができる。 
 イ 自治労と組織的に密接な関係のある者（顧問弁護

士、顧問医師など）および自治労の政策に精通した者
（自治研助言者、首長経験者など）を協力候補とする
ことができる。 

③ （協力候補の推薦の多選・年齢の制限） 
  協力議員の推薦資格については、６年任期の参議院議
員は２期まで、４年任期の衆議院議員は３期12年まで、
または立候補時点で満65歳未満とする。ただし、この資
格については経過措置を設ける。 

④ （推薦手続き）本部と県本部との協議により、大会ま
たは中央委員会で推薦決定する。ただし、解散などの緊
急の場合は、中央執行委員会で推薦決定し、直近の大会
または中央委員会に報告して承認を得ることとする。 

⑤ （一般推薦候補の推薦手続き） 
 ア （要件）上記協力候補以外で、自治労の運動方針お

よび政策課題を理解し、本部および単組・県本部が運
動上必要とする者を一般推薦とすることができる。 

 イ （推薦決定）一般推薦候補の推薦決定手続きは、国
会議員については中央執行委員会で行う。 

 
 
 ４ 各種選挙における自治労の推薦基準

について 
第86回定期大会（2013.８.28決定） 

 
【第１号議案2014－2015年度運動方針附属資料より抜粋】 
 各種選挙における、自治労の推薦基準および推薦の手続
きについて、次のように定める。 
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１ 協力候補の資格 
 協力候補とは、組織内候補と政策協力候補の総称で、自
治労の運動および政策を理解し、自治労の政策実現のため
に相互に協力可能なものをいう。 
(１) 国会議員 
  ① 衆議院と参院選挙区については、協力政党の公認

または推薦を得た者で地方連合会の推薦等を得た者。
また、政党推薦のない無所属候補については地方連
合会の推薦等を得た者。 

  ② 参院比例区については、連合の推薦等を得た者。 
  ③ 協力候補は当選後、「分権自治フォーラム」に加

入する。 
(２) 自治体議員 
  ① 協力政党の公認または推薦を得た者で地方連合会

の推薦等を得た者。 
  ② 政党推薦のない無所属候補で、地方連合会の推薦

等を得た者。 
  ③ 協力候補は当選後、各県の「自治体議員連合」に

加入する。 
(３) 自治体首長 
  ① 協力政党の公認または推薦を得た者で地方連合会

の推薦等を得た者。 
  ② 政党推薦のない無所属候補で、地方連合会の推薦

等を得た者。 

２ 協力候補の要件 
(１) 国会議員 
  ① 組織内候補 
    次のいずれかの事項に該当する者を組織内候補と

することができる。 
   ア 自治労組合員、組合員であった者。 
   イ 現職の国会議員で、従前の協力候補であった者。 
  ② 政策協力候補 
    次のいずれかの事項に該当する者を政策協力候補

とすることができる。 
   ア 自治労と組織的に密接な関係にある者（組合員

の家族、顧問弁護士、顧問医師など）および自治
労の政策に精通した者（自治研助言者、首長経験
者など）。 

   イ 自治労の運動および課題を理解し、実績等を踏
まえ、政策実現のために相互に連携・協力できる
者。 

(２) 自治体議員 
  ① 組織内候補 
    次のいずれかの事項に該当する者を組織内候補と

することができる。 
   ア 自治労組合員、組合員であった者。 
   イ 現職の自治体議員で、従前の組織内協力候補で

あった者。 
  ② 政策協力候補 
    次のいずれかの事項に該当する者を政策協力候補

とすることができる。 
   ア 自治労と組織的に密接な関係にある者（組合員

の家族、顧問弁護士、顧問医師）および自治労の
政策に精通した者（自治研助言者など）。 

   イ 自治労の運動および課題を理解し、実績等を踏
まえ、政策実現のために相互に連携・協力できる
者。 

(３) 自治体首長 
  ① 組織内候補 
    次のいずれかの事項に該当する者を組織内候補と

することができる。 
   ア 自治労組合員、組合員であった者。 
   イ 現職の自治体首長で、従前の組織内協力首長に

該当する者。 
  ② 政策協力候補 
    次のいずれかの事項に該当する者を政策協力候補

とすることができる。 
   ア 自治労と組織的に密接な関係にある者（組合員

の家族、顧問弁護士、顧問医師）および自治労の
政策に精通した者（自治研助言者など）。 

   イ 自治労の運動および課題を理解し、実績等を踏
まえ、政策実現のために相互に連携・協力できる
者。 

３ 多選・年齢の制限について 
(１) 多選制限について 
  ① 国会議員については、組織内および政策協力候補

のいずれについても、推薦任期は特に定めない。 
  ② 自治体議員および首長については県本部が定める。 
(２) 年齢制限について 
  ① 国会議員については組織内および政策協力候補の

いずれについても、原則として、立候補時点で満70
歳未満とする。ただし、諸状況を勘案して、個別に
判断することができる。 

  ② 自治体議員および首長については、県本部が定め
る。 

４ 協力候補の推薦手続き 
 上記資格および要件を有する者について、各種選挙にお
ける推薦決定の手続きを以下の通りとする。 
(１) 国会議員 
  ① 本部と県本部の協議により、中央執行委員会での

推薦決定を経て、大会または中央委員会に報告し承
認を得ることとする。 

  ② 衆議院の解散など、緊急な場合は、中央執行委員
会で推薦決定し、直近の県本部代表者会議等に報告
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し承認を得ることとする。 
(２) 自治体議員 
  ① 当該単組の申請により、県本部で推薦決定し、本

部に報告することとする。 
(３) 自治体首長 
  ① 知事候補は、本部と県本部の協議により、中央執

行委員会で推薦決定する。 
  ② 知事以外の首長候補は、当該単組の申請により、

県本部で推薦決定し、本部に報告することとする。 

５ 一般推薦候補の推薦 
(１) 一般推薦候補の要件 
  ① 上記協力候補以外で、自治労の運動および政策課

題を理解し、本部および単組・県本部が運動上必要
であると判断する者を一般推薦候補とすることがで
きる。 

  ② 一般推薦候補の資格については、協力候補の資格
基準に準じる。 

(２) 推薦決定 
  ① 一般推薦候補の推薦手続きは、国会議員について

は中央執行委員会で、自治体首長・議員については、
上記協力候補の扱いに準じる。
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報告年月日

報告県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名

候 補 者 経 歴

組 織 内 候 補 ・
政策協力候補の別

候 補 者 の 住 所

定数と立候補者数 定数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織
その他組織

特 記 事 項

推薦決定年月日及
び組織・機関名

　　　　　　　　（　推薦年月日　） 組織名及び推薦決定機関
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日

左記の事由

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人 　　　　　　人

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

＜　報　　告　＞ 自治労協力候補者の推薦報告書
（自治体議員用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様
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報告年月日

報告県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名

候 補 者 経 歴

候 補 者 の 住 所

定数と立候補者数 定数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織
その他組織

特 記 事 項

＜　報　　告　＞ 一般推薦候補者の推薦報告書
（自治体議員用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

年　　月　　　日

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人 　　　　　　人

推薦決定年月日及
び組織・機関名

　　　　　　　　（　推薦年月日　） 組織名及び推薦決定機関
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日
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報告年月日

報告県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名

候 補 者 経 歴

組 織 内 候 補 ・
政策協力候補の別

候 補 者 の 住 所

立 候 補 者 数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織
その他組織

特 記 事 項

推薦決定年月日及
び組織・機関名

　　　　　　　　（　推薦年月日　） 組織名及び推薦決定機関
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日

左記の事由

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

＜　報　　告　＞ 自治労協力候補者の推薦報告書
（首長用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様
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報告年月日

報告県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名

候 補 者 経 歴

候 補 者 の 住 所

立 候 補 者 数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織
その他組織

特 記 事 項

＜　報　　告　＞ 一般推薦候補者の推薦報告書
（首長用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

年　　月　　　日

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人

推薦決定年月日及
び組織・機関名

　　　　　　　　（　推薦年月日　） 組織名及び推薦決定機関
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日
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報告年月日

申請県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名

候 補 者 経 歴

組 織 内 候 補 ・
政策協力候補の別

候 補 者 の 住 所

定数と立候補者数 定数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織
その他組織

特 記 事 項

推薦決定年月日及
び組織・機関名

　　　　　　　　（　推薦年月日　） 組織名及び推薦決定機関
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日

左記の事由

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人 　　　　　　人

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

自治労協力候補者の推薦申請書
（知事用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様
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報告年月日

申請県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名

候 補 者 経 歴

候 補 者 の 住 所

定数と立候補者数 定数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織

特 記 事 項

一般推薦候補者の推薦申請書
（知事用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人 　　　　　　人

年　　月　　　日

推薦決定年月日 組織名及び推薦決定機関

推薦決定年月日及
び組織・機関名

年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日

その他組織
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報告年月日

申請県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名 前

候 補 者 経 歴

組 織 内 候 補 ・
政策協力候補の別

候 補 者 の 住 所

定数と立候補者数 定数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織
その他組織

特 記 事 項

推薦決定年月日及
び組織・機関名

　　　　　　　　（　推薦年月日　） 組織名及び推薦決定機関
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日

左記の事由

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人 　　　　　　人

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

自治労協力候補者の推薦申請書
（国会議員用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様
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報告年月日

申請県本部名

選 挙 の 種 類

選 挙 の 期 日
ふ り が な

候 補 者 名 前

候 補 者 経 歴

候 補 者 の 住 所

定数と立候補者数 定数 立候補者数

所 属 政 党 公認・推薦別

推 薦 単 組
推薦県本部
連 合 組 織
その他組織

特 記 事 項

一般推薦候補者の推薦申請書
（国会議員用）

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　様

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

告示　　　　年　　　月　　　日　.　　　投票　　　　年　　　月　　　日

性別 生年月日 　年　月　　日
（　　　歳）

年　　月　　　日

　
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　人 　　　　　　人

推薦決定年月日及
び組織・機関名

　　　　　　　　（　推薦年月日　） 組織名及び推薦決定機関
年　　月　　　日
年　　月　　　日
年　　月　　　日
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第 12回中央執行委員会確認／2024.9.20 

 

 

【推進分野－２】第 50回衆議院選挙の対応方針ならびに 

第 27回参議院選挙の当面の取り組み＜追補版＞ 

 

 

Ⅰ．主旨 

連合は、「第 50 回衆議院選挙の基本方針」について、2023 年 6 月 15 日の第 21

回中央執行委員会で「素案」を確認し、それを補強・修正する形で 11月 9日の第

2回中央執行委員会で確立した。さらに昨年末に発覚した「政治とカネ」の問題も

受けて、一部補強・修正を含む「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」

を 2024年 5月 16日の第 8回中央執行委員会で確認した。一方、第 27回参議院選

挙については、2024 年 2月 22日の第 5回中央執行委員会で「当面の取り組み」を

確認し、「連合出身議員政治懇談会」の改選を迎える現職議員等の推薦手続きを先

行して進めてきた。 

そのような中、2024年 9月 27日には自民党総裁選挙が行われる予定であり、そ

の後の解散総選挙も取り沙汰されていることから、今回、それに備えた「対応方

針」とともに、1 年以内に迫った第 27 回参議院選挙の「当面の取り組み＜追補版

＞」を提起する。 

 

Ⅱ．背景 

立憲民主党の代表選挙には、泉健太現代表、枝野幸男前代表、野田佳彦最高顧問、

吉田はるみ衆議院議員の 4 名が立候補しており、2024 年 9 月 23 日の臨時党大会で

投開票が行われる予定である。 

一方、自民党は 2024 年 9月 27日に総裁選挙を行う予定であるが、2024年 8月 14

日に岸田文雄首相が不出馬を表明したことから、総裁選挙後に「ポスト岸田」での

解散があるかどうかに注目が集まっている。なお、想定される総選挙の日程につい

て、報道ベースでは 2024年 11月 10日（日）もしくは 11月 17日（日）が取り沙汰

されているが、元自民党議員の辞職に伴う参議院岩手県選挙区補欠選挙が行われる

10月 27日（日）説も浮上している。 

 

（参考）別紙の構成 

Ⅰ．主旨 

Ⅱ．背景 

Ⅲ．第 50回衆議院選挙の対応方針 

１． すべての働く者・生活者の立場に立つ政治・政策の実現 

２． 候補者擁立および候補者調整 

３． 具体的な取り組み 

  Ⅳ．第 27回参議院選挙の当面の取り組み＜追補版＞ 

 

以 上 
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第 12回中央執行委員会確認／2024.9.20 

 

 

【推進分野－２】第 50回衆議院選挙の対応方針ならびに 

第 27回参議院選挙の当面の取り組み＜追補版＞ 

 

 

Ⅰ．主旨 

連合は、「第 50 回衆議院選挙の基本方針」について、2023 年 6 月 15 日の第 21

回中央執行委員会で「素案」を確認し、それを補強・修正する形で 11月 9日の第

2回中央執行委員会で確立した。さらに昨年末に発覚した「政治とカネ」の問題も

受けて、一部補強・修正を含む「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」

を 2024年 5月 16日の第 8回中央執行委員会で確認した。一方、第 27回参議院選

挙については、2024 年 2月 22日の第 5回中央執行委員会で「当面の取り組み」を

確認し、「連合出身議員政治懇談会」の改選を迎える現職議員等の推薦手続きを先

行して進めてきた。 

そのような中、2024年 9月 27日には自民党総裁選挙が行われる予定であり、そ

の後の解散総選挙も取り沙汰されていることから、今回、それに備えた「対応方

針」とともに、1 年以内に迫った第 27 回参議院選挙の「当面の取り組み＜追補版

＞」を提起する。 

 

Ⅱ．背景 

１． この間の連合および「連合出身議員政治懇談会」の動き 

連合は、「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」において、「立憲民

主党と国民民主党には、現与党に代わって政権を担い得る、もう一つの政治勢力

の結集の核となることを期待。そのためには、両党が納得する形で国の根幹に関

わる政策で合意することが必要。『連合出身議員政治懇談会』 の協力を得ながら、

連合として働きかけ」とした。これにもとづき、連合は「連合出身議員政治懇談

会」の世話人メンバーと意見交換を行い、2024 年 7 月 16 日付で「連合出身議員

政治懇談会」に対して正式に「協力要請」（別紙 1）を行った。 

それを受けて、「連合出身議員政治懇談会」は必要な検討と調整を経て、2024年

7 月 25 日の第 10 回総会で合意形成をはかったうえで、8 月 2 日に立憲民主党の

泉健太代表と国民民主党の玉木雄一郎代表に「要望書」（別紙 2）を申し入れた。 

 

２． 政党の動き 

「連合出身議員政治懇談会」からの「要望書」の申し入れを受けて、同日に泉

代表と玉木代表による電話会談が持たれたものの、以降、立憲民主党が代表選挙

モードになったこともあり具体的な協議は開始されていない。今後、協議と並行

して党内手続きが進められ、最終的に「一定の合意」に至るよう、連合として引

き続き「連合出身議員政治懇談会」の協力を得ながら働きかけを行っていく。な

お、立憲民主党の代表選挙には、泉健太現代表、枝野幸男前代表、野田佳彦最高

顧問、吉田はるみ衆議院議員の 4 名が立候補しており、2024 年 9 月 23 日の臨時

党大会で投開票が行われる予定である。 

一方、自民党は 2024年 9月 27日に総裁選挙を行う予定であるが、2024年 8月

第 12回中央執行委員会確認／2024.9.20 
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行して進めてきた。 

そのような中、2024年 9月 27日には自民党総裁選挙が行われる予定であり、そ

の後の解散総選挙も取り沙汰されていることから、今回、それに備えた「対応方

針」とともに、1 年以内に迫った第 27 回参議院選挙の「当面の取り組み＜追補版

＞」を提起する。 
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一方、自民党は 2024 年 9月 27日に総裁選挙を行う予定であるが、2024 年 8月 14

日に岸田文雄首相が不出馬を表明したことから、総裁選挙後に「ポスト岸田」での

解散があるかどうかに注目が集まっている。なお、想定される総選挙の日程につい

て、報道ベースでは 2024年 11月 10日（日）もしくは 11月 17日（日）が取り沙汰

されているが、元自民党議員の辞職に伴う参議院岩手県選挙区補欠選挙が行われる

10月 27日（日）説も浮上している。 

 

（参考）別紙の構成 

Ⅰ．主旨 

Ⅱ．背景 

Ⅲ．第 50回衆議院選挙の対応方針 

１． すべての働く者・生活者の立場に立つ政治・政策の実現 

２． 候補者擁立および候補者調整 

３． 具体的な取り組み 

  Ⅳ．第 27回参議院選挙の当面の取り組み＜追補版＞ 

 

以 上 
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14 日に岸田文雄首相が不出馬を表明したことから、総裁選挙後に「ポスト岸田」

での解散があるかどうかに注目が集まっている。なお、想定される総選挙の日程

について、報道ベースでは 2024年 11月 10日（日）もしくは 11月 17日（日）が

取り沙汰されているが、元自民党議員の辞職に伴う参議院岩手県選挙区補欠選挙

が行われる 10月 27日（日）説も浮上している。 

 

Ⅲ．第 50回衆議院選挙の対応方針 

１． すべての働く者・生活者の立場に立つ政治・政策の実現 

連合は、様々な産業・企業、また、様々な雇用形態で働く労働者により構成さ

れる組織であり、後者に関して言えば、約 700 万組合員のうち約 140 万人が非正

規雇用で働く仲間である。全国各地域で、すべての働く者・生活者のくらしに根

ざした運動を展開しており、組合員との民主的な討議の末、漸進的ではあっても、

現実的かつ建設的に職場や地域の課題解決に取り組んでいる。社会の分断が進ん

でいると指摘される中、急進的になることなく、包摂性・多様性のある組織とし

て連合が存在していることの意義を、今一度、認識し、発信し、理解を広げてい

く必要がある。 

同時に、そのような連合だからこそ、すべての働く者・生活者の立場に立つ政

治・政策を実現できるとの自負を持ち、「当面する国政選挙に臨む連合としてのス

タンス」に掲げた「与党を過半数割れに追い込み、今の政治をリセット」するた

めに、立憲民主党・国民民主党・連合が一体となって総力を挙げた取り組みを展

開する。すべての地方連合会はもちろん、構成組織は自らの支援政党にかかわら

ず、小選挙区においては連合推薦候補者の当選に全力を尽くす。 

 

２． 候補者擁立および候補者調整 

（１）立憲民主党・国民民主党との関係 

289小選挙区のうち公認内定（現職を含む）は、立憲民主党は 193名、国民

民主党は 39名で、12の小選挙区で競合している（2024.9.18 現在 連合調べ）。

連合の立場からは、引き続き両党で定数 465の過半数を超える候補者の擁立と

可能な限りの候補者調整を求める。そのうえで、やむを得ず調整が困難な場合

であっても「与党の過半数割れ」という共通目標のもと、尊重し合い、切磋琢

磨して闘う姿を期待する。 

 

（２）立憲民主党と国民民主党が他党・会派と行う候補者調整 

連合は従来、「候補者調整は、あくまで選挙戦術上の事柄として政党間で協

議・決定されるものであり、連合が関知するものではない」ことを基本としつ

つ、立憲民主党と国民民主党による調整を求めてきた。そしてさらに「当面す

る国政選挙に臨む連合としてのスタンス」では、「立憲民主党と国民民主党が

他党・会派と行う“候補者調整”は尊重。ただし、めざす社会が異なる政党等

からの“支援”※は別」とした。繰り返しになるが、連合として容認できるの

は、あくまでも選挙戦術上の候補者調整までである。 
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「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」より（再掲） 
 
※ ただし、究極的にめざす社会が異なる政党等からの“支援”は組合員に

疑念を抱かせるものであり、たとえ候補者個人の活動といえども当該選

挙区のみならず比例区での取り組みにも多大な影響を及ぼしかねず、連

合の立場としては到底看過できない。それ以前に、議会制民主主義や健

全な資本主義の枠内で活動している政党が当該政党等から“支援”を受

けることは矛盾であると言わざるを得ず、改めて政党側での整理を強く

求めていくこととする。 

なお、“支援”の態様は、「第 50 回衆議院選挙の基本方針」で明示して

いるとおり（政策協定の締結、当該政党等が自らの目的の達成のために

開催する集会等への参加など）だが、前述した東京都第 15区における補

欠選挙の状況に鑑み、組合員が疑念を抱かざるを得ない態様が明らかと

なった場合には、当該地方連合会と連携し、「基本方針」における「Ⅳ．

第 50 回衆議院選挙に臨む考え方」の「２．候補者推薦にあたっての視

点」（推薦の可否および取り消し）にもとづく厳正な対処を行う。 

 

（３）共産党との関係 

歴史を振り返ると、連合や構成組織は、その前身組織を含め、労働組合を政

治的に利用して革命を実現しようとする共産党の不当な介入・干渉に悩まされ

てきた。かつては階級闘争的・暴力的な運動を経験したが、それは組合員や職

場を傷つけるだけであり、連合はそのような労働運動に組合員を巻き込ませて

はならないとの強い信念を持っている。連合が 1989 年 11 月 21 日の統一大会

で確認した「連合の進路」の中に、「自由にして民主的な労働運動の伝統を継承

し」と掲げ、さらには「労働組合の主体性の堅持につとめ、外部からのあらゆ

る支配介入を排除し」と表明したのは、それゆえである。一方の共産党は、そ

のような方針を持って誕生した連合を「右翼的再編」や「現代版『産業報国会』」

と誹謗したが、連合と共産党とはめざす社会が異なるだけでなく、「自由にし

て民主的な労働運動」の実践という点で重大な方針上の相違がある。 

また、共産党の綱領では、社会主義・共産主義社会への前進をはかる社会主

義的変革の前段階としての民主主義的な変革に関して、「労働者、勤労市民、農

漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など、独立、民主主義、平和、

生活向上を求めるすべての人びとを結集した統一戦線によって、実現される」

とし、「統一戦線の発展の過程では、民主的改革の内容の主要点のすべてでは

ないが、いくつかの目標では一致し、その一致点にもとづく統一戦線の条件が

生まれるという場合も起こりうる。党は、その場合でも、その共同が国民の利

益にこたえ、現在の反動支配を打破してゆくのに役立つかぎり、さしあたって

一致できる目標の範囲で統一戦線を形成し、統一戦線の政府をつくるために力

をつくす」としている。 

「野党連携」あるいは「野党共闘」という言葉が国政選挙で使われたのは 2016

年 7 月の第 24 回参議院選挙が最初であり、安全保障法制の廃止等に限定した

形で協力関係が築かれた。同年 8月に志位和夫委員長（当時）が日本共産党創

立 94 周年記念講演会の中で「日本共産党綱領の統一戦線の方針が、国政を動

かす、戦後かつてない新しい時代が始まっている――ここに確信をもって、開

始された野党と市民の共闘をさらに前進させるために、あらゆる知恵と力をそ

14 日に岸田文雄首相が不出馬を表明したことから、総裁選挙後に「ポスト岸田」

での解散があるかどうかに注目が集まっている。なお、想定される総選挙の日程

について、報道ベースでは 2024年 11月 10日（日）もしくは 11月 17日（日）が

取り沙汰されているが、元自民党議員の辞職に伴う参議院岩手県選挙区補欠選挙

が行われる 10月 27日（日）説も浮上している。 

 

Ⅲ．第 50回衆議院選挙の対応方針 

１． すべての働く者・生活者の立場に立つ政治・政策の実現 

連合は、様々な産業・企業、また、様々な雇用形態で働く労働者により構成さ

れる組織であり、後者に関して言えば、約 700 万組合員のうち約 140 万人が非正

規雇用で働く仲間である。全国各地域で、すべての働く者・生活者のくらしに根

ざした運動を展開しており、組合員との民主的な討議の末、漸進的ではあっても、

現実的かつ建設的に職場や地域の課題解決に取り組んでいる。社会の分断が進ん

でいると指摘される中、急進的になることなく、包摂性・多様性のある組織とし

て連合が存在していることの意義を、今一度、認識し、発信し、理解を広げてい

く必要がある。 

同時に、そのような連合だからこそ、すべての働く者・生活者の立場に立つ政

治・政策を実現できるとの自負を持ち、「当面する国政選挙に臨む連合としてのス

タンス」に掲げた「与党を過半数割れに追い込み、今の政治をリセット」するた

めに、立憲民主党・国民民主党・連合が一体となって総力を挙げた取り組みを展

開する。すべての地方連合会はもちろん、構成組織は自らの支援政党にかかわら

ず、小選挙区においては連合推薦候補者の当選に全力を尽くす。 

 

２． 候補者擁立および候補者調整 

（１）立憲民主党・国民民主党との関係 

289小選挙区のうち公認内定（現職を含む）は、立憲民主党は 193名、国民

民主党は 39名で、12の小選挙区で競合している（2024.9.18 現在 連合調べ）。

連合の立場からは、引き続き両党で定数 465の過半数を超える候補者の擁立と

可能な限りの候補者調整を求める。そのうえで、やむを得ず調整が困難な場合

であっても「与党の過半数割れ」という共通目標のもと、尊重し合い、切磋琢

磨して闘う姿を期待する。 

 

（２）立憲民主党と国民民主党が他党・会派と行う候補者調整 

連合は従来、「候補者調整は、あくまで選挙戦術上の事柄として政党間で協

議・決定されるものであり、連合が関知するものではない」ことを基本としつ

つ、立憲民主党と国民民主党による調整を求めてきた。そしてさらに「当面す

る国政選挙に臨む連合としてのスタンス」では、「立憲民主党と国民民主党が

他党・会派と行う“候補者調整”は尊重。ただし、めざす社会が異なる政党等

からの“支援”※は別」とした。繰り返しになるが、連合として容認できるの

は、あくまでも選挙戦術上の候補者調整までである。 
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そごうではありませんか」と述べているように、共産党にとって「野党共闘」

「野党と市民の共闘」は、社会主義・共産主義社会への前進をはかるための「統

一戦線」にほかならない。その事実にも十分留意する必要がある。 

 

３． 具体的な取り組み 

別図のとおり、連合総合選挙対策委員会（選対委員会）とその下に連合総合選

挙対策本部（選対本部）を設置する。具体的な戦略・戦術は選対本部で立案し、

選対委員会で決定する。 

 

（１）連合本部の取り組み 

2022 年 7 月の第 26 回参議院選挙から掲げる「わたしプラスもう 1 票※」を

キャッチフレーズに、構成組織・地方連合会と一体となって 700万組合員に投

票行動を呼びかける。 

※ 改めて構成組織・地方連合会に@RENGOで「ロゴ」を提供予定。 

 

 

 

 

 

１） 連合推薦候補予定者の周知 

連合ホームページ内に「第 50回衆議院選挙 連合推薦候補予定者一覧」サ

イトを開設し、ＳＮＳも活用して周知をはかる（「第 27 回参議院選挙 連合

推薦候補予定者一覧」サイトも同時開設予定）。 

 

２） 投票行動の促進等 

① 期日前投票を含めた投票行動の促進（棄権防止の徹底） 

・ RENGO ONLINE やＳＮＳを活用して、投票行動の促進、選挙の仕組みの解

説、期日前投票の周知等を行う。 

・ クレジットカードサイズのリーフレットを作成し、構成組織・地方連合

会を通じて組合員に配付する。また、ＳＮＳ用にデータ化も検討する。 

② 法令遵守の徹底 

・ 以下の学習器材および講師派遣により、法令遵守の徹底をはかる。 

◇ 政治活動マニュアル 

@RENGO の資料データベースに掲載済の第 5 版の再周知・活用を促す

（第 6版は第 27回参議院選挙に向けて整備中）。 

◇ 「2024年度連合政治研修会」（2024.9.3開催）の講演動画 

@RENGO で講演動画を配信する。 

◇ PPT資料 

@RENGO で「労働組合のための政治活動と選挙運動～公職選挙法と政

治資金規正法に学ぶ～」の再周知をはかる。 

 

３） 政治分野における男女共同参画の推進 

政治分野における男女共同参画の重要性をまとめた器材を政治センター

で作成し、構成組織・地方連合会にデータ提供する。 
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４） 決起集会等への連合本部役員の派遣 

構成組織・地方連合会からの要請にもとづき、決起集会や街宣行動等に連

合本部役員を派遣する。 

 

５） 地方連合会への連合本部職員の派遣 

選挙区情勢や、連合推薦候補者と連合との関係性等を勘案し、地方連合会

に連合本部職員を派遣する。特に「連合出身議員政治懇談会」の会員議員に

ついては、当該地方連合会と調整のうえ、重点的に対応する。 

 

（２）構成組織・地方連合会の取り組み 

構成組織・地方連合会は、上記「（１）連合本部の取り組み」と連動した対

応をはかる。また、すべての構成組織は、加盟組合に対して、投票行動の促進

および棄権防止が社会的責任の一環であることを労使で確認したうえで取り

組むよう呼びかけに努める。なお、小選挙区について、地方連合会に未加盟の

構成組織も、連合本部と調整のうえ、可能な限り同様の取り組みをはかる。 

なお、本部常任役員の構成組織・地方連合会担当割は別表 1および別表 2の

とおりとする。 

 

Ⅳ．第 27回参議院選挙の当面の取り組み＜追補版＞ 

「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」では、「『第 27回参議院選挙

の基本方針』については、年内にあるかもしれない次期衆議院選挙によって与野党

の勢力図が変わる可能性があることから、政治動向を踏まえながら検討する必要が

ある。よって、遅くとも年内の適時のタイミングで提起する」としている。 

しかし、次期参議院選挙が 1年以内に迫る中で、地方連合会から「比例代表と選

挙区をセットで取り組みたい」との強い要望が寄せられていること、また、2024

年 2月 22日の第 5回中央執行委員会で確認した「第 27回参議院選挙の当面の取り

組み」にもとづき先行して手続きを進めてきた「連合出身議員政治懇談会」の改選

を迎える現職議員と元職および構成組織が擁立する新人の推薦作業に一定目途がつ

いたことなどから、全面的に推薦受付を開始する。 

なお、基本的な考え方は、「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」お

よび上記「Ⅲ．第 50回衆議院選挙の対応方針」と同様とするが、「基本方針」およ

び「対応方針」は改めて提起する。 

 

＜討議スケジュール＞ 

2024年 8月 20日（火） 第 12回連合政治センター代表幹事会  素案の議論 

  8月 22日（木） 第 12回連合政治センター幹事会   〃 

  9月 04日（水） 第 5回地方連合会事務局長会議   〃 

  9月 18日（水） 第 13回連合政治センター代表幹事会  案の議論 

9月 18日（水） 第 15回三役会     〃 

9月 20日（金） 第 13回連合政治センター幹事会   〃 

9月 20日（金） 第 12回中央執行委員会        案の議論、確認 

 

以 上  

そごうではありませんか」と述べているように、共産党にとって「野党共闘」

「野党と市民の共闘」は、社会主義・共産主義社会への前進をはかるための「統

一戦線」にほかならない。その事実にも十分留意する必要がある。 

 

３． 具体的な取り組み 

別図のとおり、連合総合選挙対策委員会（選対委員会）とその下に連合総合選

挙対策本部（選対本部）を設置する。具体的な戦略・戦術は選対本部で立案し、

選対委員会で決定する。 

 

（１）連合本部の取り組み 

2022 年 7 月の第 26 回参議院選挙から掲げる「わたしプラスもう 1 票※」を

キャッチフレーズに、構成組織・地方連合会と一体となって 700万組合員に投

票行動を呼びかける。 

※ 改めて構成組織・地方連合会に@RENGOで「ロゴ」を提供予定。 

 

 

 

 

 

１） 連合推薦候補予定者の周知 

連合ホームページ内に「第 50回衆議院選挙 連合推薦候補予定者一覧」サ

イトを開設し、ＳＮＳも活用して周知をはかる（「第 27 回参議院選挙 連合

推薦候補予定者一覧」サイトも同時開設予定）。 

 

２） 投票行動の促進等 

① 期日前投票を含めた投票行動の促進（棄権防止の徹底） 

・ RENGO ONLINE やＳＮＳを活用して、投票行動の促進、選挙の仕組みの解

説、期日前投票の周知等を行う。 

・ クレジットカードサイズのリーフレットを作成し、構成組織・地方連合

会を通じて組合員に配付する。また、ＳＮＳ用にデータ化も検討する。 

② 法令遵守の徹底 

・ 以下の学習器材および講師派遣により、法令遵守の徹底をはかる。 

◇ 政治活動マニュアル 

@RENGO の資料データベースに掲載済の第 5 版の再周知・活用を促す

（第 6版は第 27回参議院選挙に向けて整備中）。 

◇ 「2024年度連合政治研修会」（2024.9.3開催）の講演動画 

@RENGO で講演動画を配信する。 

◇ PPT資料 

@RENGO で「労働組合のための政治活動と選挙運動～公職選挙法と政

治資金規正法に学ぶ～」の再周知をはかる。 

 

３） 政治分野における男女共同参画の推進 

政治分野における男女共同参画の重要性をまとめた器材を政治センター

で作成し、構成組織・地方連合会にデータ提供する。 
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2024年 7月 16日 

連合出身議員政治懇談会 

代表世話人 礒﨑 哲史 様 

代表世話人 岡本 あき子 様 

日本労働組合総連合会 

 会 長 芳野 友子 

連合「当面する国政選挙に臨むスタンス」へのご理解とご協力のお願い 

日頃からの連合運動との連帯と政策実現に向けたご尽力に深く感謝申し上げます。 

さて、今後 1年数ヵ月の間に第 27回参議院選挙と第 50回衆議院選挙の 2つの国政

選挙が確実に行われることになる中、連合は第 8 回中央執行委員会（2024.5.16）に

おいて、別紙「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」を確認しました。 

その中では、自民党派閥の裏金事件により政治不信が高まっている状況下において、

働く者・生活者の立場を共有する立憲民主党と国民民主党に「現与党に代わって政権

を担い得る、もう一つの政治勢力の結集の核となることを期待」し、そのために「政

権をめざすにあたって有権者から必ず問われる国の根幹に関わる政策について、両党

が納得する形で合意することが必要である」としており、さらには「両党に多く（の

会員議員）が所属する『連合出身議員政治懇談会』の協力を得ながら、連合として働

きかけを行う」としています。 

つきましては、「連合出身議員政治懇談会」の皆様に連合の考え方をご理解いただ

くとともに、格段のお力添えを頂戴したく、お願い申し上げます。 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

連合政治センター事務局長 内藤 靖博 

Tel：03-5295-0524 

E-mail：jtuc-seiji@sv.rengo-net.or.jp
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２０２４年８月２日
立憲民主党 代表
泉 健太 殿

連合出身議員政治懇談会
代表世話人 岡本 あき子
代表世話人 礒﨑 哲史

要  望  書

日頃より働く者・生活者に寄り添う政策の実現に向けたご協力に感謝申し上げます。昨年
来、自民党派閥の裏金問題が明るみに出たことにより、自民党のみならず政治全体に対する
国民の不信感が高まっています。国内経済の長期停滞や物価高により国民は厳しい生活を
余儀なくされ、また国際情勢も不安定化している中にあって、我が国の政治が停滞している
ことは到底容認できるものではありません。このことは、我々野党が自民党一強の構図を許
してきた帰結とも言え、このような政治は終わらせなければなりません。
したがいまして、連合出身議員政治懇談会は、連合第 回中央執行委員会（ 開

催 にて確認された「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」の内容を支持すると
ともに、ともに働く者・生活者の立場に立つ立憲民主党および国民民主党が、政権を担い得
る政治勢力結集の核となるべく下記の通り要望いたします。
貴殿におかれましては、与野党伯仲の政治体制を取り戻すための第一歩として、連合が期

待する「一定の合意※」の形成にむけて、格段のご高配をお願い申し上げます。連合出身議
員政治懇談会は、下記協議への早期着手と合意をめざし、所属する政党の他の議員に対し理
解拡大と協力を働きかけていきます。
※一定の合意…２０２４年５月１６日第８回連合中央執行委員会で確認された方針にある「一定の合意」の意

記

立憲民主党および国民民主党の代表および幹事長等に対して、連合が期待する「一定の
合意※」を形成するための協議に早急に着手していただくよう求めます。

その上で、立憲民主党および国民民主党は、政権を担い得る勢力結集の核となり、働く
者・生活者の立場に立つ政治勢力の最大化を図るため、互いの一致点を見出し、政策の
実現にむけて協働するよう求めます。

以上

＜本件に対するお問合せ＞
連合出身議員政治懇談会 事務局長 浅野さとし

＜別紙2＞

2024年 7月 16日 

連合出身議員政治懇談会 

代表世話人 礒﨑 哲史 様 

代表世話人 岡本 あき子 様 

日本労働組合総連合会 

 会 長 芳野 友子 

連合「当面する国政選挙に臨むスタンス」へのご理解とご協力のお願い 

日頃からの連合運動との連帯と政策実現に向けたご尽力に深く感謝申し上げます。 

さて、今後 1年数ヵ月の間に第 27回参議院選挙と第 50回衆議院選挙の 2つの国政

選挙が確実に行われることになる中、連合は第 8 回中央執行委員会（2024.5.16）に

おいて、別紙「当面する国政選挙に臨む連合としてのスタンス」を確認しました。 

その中では、自民党派閥の裏金事件により政治不信が高まっている状況下において、

働く者・生活者の立場を共有する立憲民主党と国民民主党に「現与党に代わって政権

を担い得る、もう一つの政治勢力の結集の核となることを期待」し、そのために「政

権をめざすにあたって有権者から必ず問われる国の根幹に関わる政策について、両党

が納得する形で合意することが必要である」としており、さらには「両党に多く（の

会員議員）が所属する『連合出身議員政治懇談会』の協力を得ながら、連合として働

きかけを行う」としています。 

つきましては、「連合出身議員政治懇談会」の皆様に連合の考え方をご理解いただ

くとともに、格段のお力添えを頂戴したく、お願い申し上げます。 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

連合政治センター事務局長 内藤 靖博 

Tel：03-5295-0524 

E-mail：jtuc-seiji@sv.rengo-net.or.jp
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連合総合選挙対策委員会・連合総合選挙対策本部の構成 

 

 

連合総合選挙対策委員会（選対委員会） 

 

委員長 芳野友子 会長 

委員長代行 松浦昭彦 会長代行 

委員長代行 石上千博 会長代行 

副委員長 各副会長 

事務局長 清水秀行 事務局長 

副事務局長 各副事務局長 

委員 各中央執行委員 

 

 

連合総合選挙対策本部（選対本部） 

 

代表幹事 各政治センター代表幹事 

幹事 各政治センター幹事 

事務局長 内藤靖博 政治センター事務局長 

事務局 政治センター事務局 

 
※下表のとおり、選対本部内に 5つの班を設置し、それぞれ責任者

を配置する。責任者の指示にもとづいて該当局員は具体的な任

務にあたる（原則、各副事務局長は班には所属せず、選対委員

会の事務局長を補佐し、各種対策にあたる）。 

 

班 主な任務 責任者 担当局 

組織班 

・構成組織対応 

・地方連合会対応（選挙区情勢の収集を含む） 

※ 各担当の常任役員と要連携（別表参照） 

河野総合組織局長 

仁平総合政策推進局長 
－ 

政策班 
・政策面での対応全般 

・政治分野における男女共同参画の推進 

冨田総合政策推進局長 

佐保総合政策推進局長 

冨高総合政策推進局長 

小原総合政策推進局長 

政策関連局 

広報班 ・ＳＮＳ等による情報発信 北野副事務局長 運動企画局 

遊説班 
・会長・事務局長をはじめ連合本部役員の派遣 

※ 各担当の常任役員と要連携（別表参照） 

山本総合企画局長 

齋藤総合国際政策局長 

企画局 

役員室 

総務班 
・連合本部職員の地方連合会への派遣 

※ 各担当の常任役員と要連携（別表参照） 

山本総合企画局長 

湯本総合総務財政局長 

総務・人財局 

財政局 

（記載のない部署は基本的に通常業務） 
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＜別表 1＞ 
 

本部常任役員の担当割（構成組織） 

 

 

NO. 構成組織名 常任役員名 NO. 構成組織名 常任役員名 

１ ＵＡゼンセン 北野副事務局長 31 全国農団労 河野総合局長 

２ 自動車総連 内藤副事務局長 32 全自交労連 湯本総合局長 

３ 自治労 小熊副事務局長 33 メディア労連 村上副事務局長 

４ 電機連合 村上副事務局長 34 全労金 内藤副事務局長 

５ ＪＡＭ 山本総合局長 35 ヘルスケア労協 佐保総合局長 

６ 基幹労連 村上副事務局長 36 森林労連 佐保総合局長 

７ 生保労連 河野総合局長 37 労済労連 小熊副事務局長 

８ ＪＰ労組 則松副事務局長 38 労供労連 仁平総合局長 

９ 日教組 井上副事務局長 39 全印刷 則松副事務局長 

10 電力総連 小熊副事務局長 40 自治労連 仁平総合局長 

11 情報労連 則松副事務局長 41 全国ユニオン 村上副事務局長 

12 運輸労連 湯本総合局長 42 全国競馬連合 齋藤総合局長 

13 ＪＥＣ連合 山本総合局長 43 ＪＡ連合 内藤副事務局長 

14 私鉄総連 北野副事務局長 44 港運同盟 北野副事務局長 

15 フード連合 山本総合局長 45 全造幣 井上副事務局長 

16 損保労連 井上副事務局長 46 日高教 山本総合局長 

17 ＪＲ連合 湯本総合局長    

18 国公連合 則松副事務局長    

19 航空連合 冨田総合局長    

20 海員組合 北野副事務局長    

21 ゴム連合 内藤副事務局長    

22 交通労連 齋藤総合局長    

23 サービス連合 冨田総合局長    

24 紙パ連合 冨高総合局長    

25 全電線 井上副事務局長    

26 全国ガス 冨高総合局長    

27 印刷労連 小原総合局長    

28 セラミックス連合 小原総合局長    

29 全水道 小熊副事務局長    

30 ＪＲ総連 河野総合局長    

 

 

 

連合総合選挙対策委員会・連合総合選挙対策本部の構成 

 

 

連合総合選挙対策委員会（選対委員会） 

 

委員長 芳野友子 会長 

委員長代行 松浦昭彦 会長代行 

委員長代行 石上千博 会長代行 

副委員長 各副会長 

事務局長 清水秀行 事務局長 

副事務局長 各副事務局長 

委員 各中央執行委員 

 

 

連合総合選挙対策本部（選対本部） 

 

代表幹事 各政治センター代表幹事 

幹事 各政治センター幹事 

事務局長 内藤靖博 政治センター事務局長 

事務局 政治センター事務局 

 
※下表のとおり、選対本部内に 5つの班を設置し、それぞれ責任者

を配置する。責任者の指示にもとづいて該当局員は具体的な任

務にあたる（原則、各副事務局長は班には所属せず、選対委員

会の事務局長を補佐し、各種対策にあたる）。 

 

班 主な任務 責任者 担当局 

組織班 

・構成組織対応 

・地方連合会対応（選挙区情勢の収集を含む） 

※ 各担当の常任役員と要連携（別表参照） 

河野総合組織局長 

仁平総合政策推進局長 
－ 

政策班 
・政策面での対応全般 

・政治分野における男女共同参画の推進 

冨田総合政策推進局長 

佐保総合政策推進局長 

冨高総合政策推進局長 

小原総合政策推進局長 

政策関連局 

広報班 ・ＳＮＳ等による情報発信 北野副事務局長 運動企画局 

遊説班 
・会長・事務局長をはじめ連合本部役員の派遣 

※ 各担当の常任役員と要連携（別表参照） 

山本総合企画局長 

齋藤総合国際政策局長 

企画局 

役員室 

総務班 
・連合本部職員の地方連合会への派遣 

※ 各担当の常任役員と要連携（別表参照） 

山本総合企画局長 

湯本総合総務財政局長 

総務・人財局 

財政局 

（記載のない部署は基本的に通常業務） 
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＜別表 2＞ 
 

本部常任役員の担当割（地方連合会） 
 
 
NO. 地方連合会名 常任役員名 NO. 地方連合会名 常任役員名 

１ 北 海 道 山本総合局長 31 鳥   取 仁平総合局長 

２ 青   森 小熊副事務局長 32 島   根 仁平総合局長 

３ 岩   手 小熊副事務局長 33 岡   山 仁平総合局長 

４ 秋   田 内藤副事務局長 34 広   島 湯本総合局長 

５ 山   形 則松副事務局長 35 山   口 湯本総合局長 

６ 宮   城 小熊副事務局長 36 香   川 湯本総合局長 

７ 福   島 小熊副事務局長 37 徳   島 小原総合局長 

８ 群   馬 井上副事務局長 38 高   知 小原総合局長 

９ 栃   木 井上副事務局長 39 愛   媛 小原総合局長 

10 茨   城 井上副事務局長 40 福   岡 齋藤総合局長 

11 埼   玉 冨田総合局長 41 佐   賀 北野副事務局長 

12 千   葉 村上副事務局長 42 長   崎 北野副事務局長 

13 東   京 村上副事務局長 43 熊   本 佐保総合局長 

14 神 奈 川 冨田総合局長 44 大   分 佐保総合局長 

15 山   梨 冨高総合局長 45 宮   崎 齋藤総合局長 

16 長   野 冨高総合局長 46 鹿 児 島 佐保総合局長 

17 静   岡 冨高総合局長 47 沖   縄 北野副事務局長 

18 愛   知 山本総合局長    

19 岐   阜 山本総合局長    

20 三   重 山本総合局長    

21 新   潟 冨田総合局長    

22 富   山 内藤副事務局長    

23 石   川 内藤副事務局長    

24 福   井 村上副事務局長    

25 滋   賀 河野総合局長    

26 京   都 河野総合局長    

27 奈   良 則松副事務局長    

28 和 歌 山 則松副事務局長    

29 大   阪 河野総合局長    

30 兵   庫 河野総合局長    
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更新日 2024/9/20

候補者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 政党 生年月日 年齢 現/元/新 地方連合会決定日 連合推薦決定日

1 北海道 第1区 道下　大樹 ﾐﾁｼﾀ ﾀﾞｲｷ 立憲民主党 1975/12/24 48 現②
連合北海道

第10回執行委員会
（2023.7.27)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

2 北海道 第2区 松木　謙公 ﾏﾂｷ ｼｽﾞﾋﾛ 立憲民主党 1959/2/22 65 現⑥
連合北海道

第10回執行委員会
（2023.7.27)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

3 北海道 第3区 荒井　優 ｱﾗｲ ﾕﾀｶ 立憲民主党 1975/2/28 49 現①
連合北海道

第10回執行委員会
（2023.7.27)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

4 北海道 第4区 大築　紅葉 ｵｵﾂｷ ｸﾚﾊ 立憲民主党 1983/10/16 40 現①
連合北海道

第9回執行委員会
（2023.6.20)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

5 北海道 第5区 池田　真紀 ｲｹﾀﾞ ﾏｷ 立憲民主党 1972/5/24 52 元①
連合北海道

第10回執行委員会
（2023.7.27)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

6 北海道 第6区 西川　将人 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾄ 立憲民主党 1968/11/7 55 新
連合北海道

第9回執行委員会
（2023.6.20)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

7 北海道 第7区 篠田　奈保子 ｼﾉﾀﾞ ﾅｵｺ 立憲民主党 1972/2/5 52 新
連合北海道

第10回執行委員会
（2023.7.27)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

8 北海道 第8区 逢坂　誠二 ｵｵｻｶ ｾｲｼﾞ 立憲民主党 1959/4/24 65 現⑤
連合北海道

第9回執行委員会
（2023.6.20)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

9 北海道 第9区 山岡　達丸 ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾏﾙ 立憲民主党 1979/7/22 45 現③
連合北海道

第10回執行委員会
（2023.7.27)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

10 北海道 第10区 神谷　裕 ｶﾐﾔ ﾋﾛｼ 立憲民主党 1968/8/10 56 現②
連合北海道

第9回執行委員会
（2023.6.20)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

11 北海道 第11区 石川　香織 ｲｼｶﾜ ｶｵﾘ 立憲民主党 1984/5/10 40 現②
連合北海道

第9回執行委員会
（2023.6.20)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

12 北海道 第12区 川原田　英世 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｴｲｾｲ 立憲民主党 1983/1/12 41 新
連合北海道

第10回執行委員会
（2023.7.27)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

13 青森県 第1区 升田　世喜男 ﾏｽﾀ ｾｷｵ 立憲民主党 1957/6/5 67 元①
連合青森

第3回執行委員会
（2024.3.6）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

14 青森県 第3区 岡田　華子 ｵｶﾀﾞ ﾊﾅｺ 立憲民主党 1980/8/2 44 新
連合青森

第3回執行委員会
（2024.3.6）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

15 宮城県 第1区 岡本　あき子 ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ 立憲民主党 1964/8/16 60 現②
連合宮城

第2回執行委員会
（2023.12.26）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

16 宮城県 第2区 鎌田　さゆり ｶﾏﾀ ｻﾕﾘ 立憲民主党 1965/1/8 59 現③
連合宮城

第2回執行委員会
（2023.12.26）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

17 宮城県 第3区 柳沢　剛 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 立憲民主党 1963/8/18 61 新
連合宮城

第4回執行委員会
（2024.2.20）

第6回中央執行委員会
（2024.3.7）

18 宮城県 第4区 安住　淳 ｱｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 立憲民主党 1962/1/17 62 現⑨
連合宮城

第2回執行委員会
（2023.12.26）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

19 秋田県 第1区 寺田　学 ﾃﾗﾀ ﾏﾅﾌﾞ 立憲民主党 1976/9/20 48 現⑥
連合秋田

第1回執行委員会
（2023.11.29)

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

第50回衆議院選挙　連合推薦候補者一覧（小選挙区）

小選挙区

＜別表 2＞ 
 

本部常任役員の担当割（地方連合会） 
 
 
NO. 地方連合会名 常任役員名 NO. 地方連合会名 常任役員名 

１ 北 海 道 山本総合局長 31 鳥   取 仁平総合局長 

２ 青   森 小熊副事務局長 32 島   根 仁平総合局長 

３ 岩   手 小熊副事務局長 33 岡   山 仁平総合局長 

４ 秋   田 内藤副事務局長 34 広   島 湯本総合局長 

５ 山   形 則松副事務局長 35 山   口 湯本総合局長 

６ 宮   城 小熊副事務局長 36 香   川 湯本総合局長 

７ 福   島 小熊副事務局長 37 徳   島 小原総合局長 

８ 群   馬 井上副事務局長 38 高   知 小原総合局長 

９ 栃   木 井上副事務局長 39 愛   媛 小原総合局長 

10 茨   城 井上副事務局長 40 福   岡 齋藤総合局長 

11 埼   玉 冨田総合局長 41 佐   賀 北野副事務局長 

12 千   葉 村上副事務局長 42 長   崎 北野副事務局長 

13 東   京 村上副事務局長 43 熊   本 佐保総合局長 

14 神 奈 川 冨田総合局長 44 大   分 佐保総合局長 

15 山   梨 冨高総合局長 45 宮   崎 齋藤総合局長 

16 長   野 冨高総合局長 46 鹿 児 島 佐保総合局長 

17 静   岡 冨高総合局長 47 沖   縄 北野副事務局長 

18 愛   知 山本総合局長    

19 岐   阜 山本総合局長    

20 三   重 山本総合局長    

21 新   潟 冨田総合局長    

22 富   山 内藤副事務局長    

23 石   川 内藤副事務局長    

24 福   井 村上副事務局長    

25 滋   賀 河野総合局長    

26 京   都 河野総合局長    

27 奈   良 則松副事務局長    

28 和 歌 山 則松副事務局長    

29 大   阪 河野総合局長    

30 兵   庫 河野総合局長    
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20 秋田県 第2区 緑川　貴士 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｶｼ 立憲民主党 1985/1/10 39 現②
連合秋田

第1回執行委員会
（2023.11.29)

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

21 山形県 第1区 原田　和広 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 立憲民主党 1973/4/5 51 新
連合山形

第9回執行委員会
（2024.8.2）

第11回中央執行委員会
（2024.8.22）

22 福島県 第1区 金子　恵美 ｶﾈｺ ｴﾐ 立憲民主党 1965/7/7 59 現③
連合福島

第6回執行委員会
（2024.1.5)

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

23 福島県 第2区 玄葉　光一郎 ｹﾞﾝﾊﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 立憲民主党 1964/5/20 60 現⑩
連合福島

第6回執行委員会
（2024.1.5)

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

24 福島県 第3区 小熊　慎司 ｵｸﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 立憲民主党 1968/6/16 56 現④
連合福島

第6回執行委員会
（2024.1.5)

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

25 茨城県 第3区 梶岡　博樹 ｶｼﾞｵｶ ﾋﾛｷ 立憲民主党 1977/8/19 47 新
連合茨城

第20回執行委員会
（2023.8.24）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

26 茨城県 第5区 浅野　哲 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 国民民主党 1982/9/25 41 現②
連合茨城

第20回執行委員会
（2023.8.24）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

27 茨城県 第6区 青山　大人 ｱｵﾔﾏ ﾔﾏﾄ 立憲民主党 1979/1/24 45 現②
連合茨城

第20回執行委員会
（2023.8.24）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

28 茨城県 第7区 中村　喜四郎 ﾅｶﾑﾗ ｷｼﾛｳ 立憲民主党 1949/4/10 75 現⑮
連合茨城

第20回執行委員会
（2023.8.24）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

29 栃木県 第1区 板津　由華 ｲﾀﾂﾞﾕｶ 立憲民主党 1988/5/11 36 新
連合栃木

第10回執行委員会
（2023.8.22）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

30 栃木県 第2区 福田　昭夫 ﾌｸﾀﾞ ｱｷｵ 立憲民主党 1948/4/17 76 現⑥
連合栃木

第10回執行委員会
（2023.8.22）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

31 栃木県 第3区 伊賀　央 ｲｶﾞ ﾋﾛｼ 立憲民主党 1964/6/26 60 新
連合栃木

第10回執行委員会
（2023.8.22）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

32 栃木県 第4区 藤岡　隆雄 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｵ 立憲民主党 1977/3/28 47 現①
連合栃木

第10回執行委員会
（2023.8.22）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

33 群馬県 第1区 白井　桂子 ｼﾗｲ ｹｲｺ 立憲民主党 1961/12/3 62 新
連合群馬

第10回執行委員会
（2024.8.20）

34 埼玉県 第1区 武正　公一 ﾀｹﾏｻ ｺｳｲﾁ 立憲民主党 1961/3/23 63 元⑥
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

35 埼玉県 第2区 松浦　玄嗣 ﾏﾂｳﾗ ﾓﾄﾂｸﾞ 立憲民主党 1972/4/29 52 新
連合埼玉

第6回執行委員会
（2024.5.8）

第8回中央執行委員会
（2024.5.16）

36 埼玉県 第3区 竹内　千春 ﾀｹｳﾁ ﾁﾊﾙ 立憲民主党 1968/7/4 56 新
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

37 埼玉県 第4区 岸田　光広 ｷｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 国民民主党 1967/2/26 57 新
連合埼玉

第5回執行委員会
（2024.4.9）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

38 埼玉県 第5区 枝野　幸男 ｴﾀﾞﾉ ﾕｷｵ 立憲民主党 1964/5/31 60 現⑩
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

39 埼玉県 第6区 大島　敦 ｵｵｼﾏ ｱﾂｼ 立憲民主党 1956/12/21 67 現⑧
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）
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40 埼玉県 第7区 小宮山　泰子 ｺﾐﾔﾏ ﾔｽｺ 立憲民主党 1965/4/25 59 現⑦
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

41 埼玉県 第8区 市來　伴子 ｲﾁｷ ﾄﾓｺ 立憲民主党 1977/8/2 47 新
連合埼玉

第1回執行委員会
（2023.12.6）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

42 埼玉県 第9区 杉村　慎治 ｽｷﾞﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 立憲民主党 1976/6/15 48 新
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

43 埼玉県 第10区 坂本　祐之輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾉｽｹ 立憲民主党 1955/1/30 69 現③
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

44 埼玉県 第12区 森田　俊和 ﾓﾘﾀ ﾄｼｶｽﾞ 立憲民主党 1974/9/19 50 現②
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

45 埼玉県 第13区 橋本　幹彦 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾋｺ 国民民主党 1995/12/27 28 新
連合埼玉

第1回執行委員会
（2023.12.6）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

46 埼玉県 第14区 鈴木　義弘 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 国民民主党 1962/11/10 61 現③
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

47 埼玉県 第15区 高木　錬太郎 ﾀｶｷﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 立憲民主党 1972/7/21 52 元①
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

48 埼玉県 第16区 三角　創太 ﾐｽﾐ ｿｳﾀ 立憲民主党 1987/12/16 36 新
連合埼玉

第12回執行委員会
（2023.11.1）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

49 千葉県 第1区 田嶋　要 ﾀｼﾞﾏ ｶﾅﾒ 立憲民主党 1961/9/22 62 現⑦
連合千葉

第22回執行委員会
（2023.10.2）

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

50 千葉県 第3区 岡島　一正 ｵｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏｻ 立憲民主党 1957/11/3 66 元③
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

51 千葉県 第4区 水沼　秀幸 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 立憲民主党 1990/6/28 34 新
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

52 千葉県 第7区 平戸　航太 ﾋﾗﾄﾞ ｺｳﾀ 国民民主党 1987/7/1 37 新
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

53 千葉県 第8区 本庄　知史 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 立憲民主党 1974/10/22 49 現①
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

54 千葉県 第9区 奥野　総一郎 ｵｸﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 立憲民主党 1964/7/15 60 現⑤
連合千葉

第21回執行委員会
（2023.9.4）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

55 千葉県 第10区 谷田川　元 ﾔﾀｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 立憲民主党 1963/1/17 61 現③
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

56 千葉県 第12区 樋高　剛 ﾋﾀﾞｶ ﾀｹｼ 立憲民主党 1965/11/24 58 元③
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

57 千葉県 第13区 宮川　伸 ﾐﾔｶﾜ ｼﾝ 立憲民主党 1970/6/29 54 元①
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

58 千葉県 第14区 野田　佳彦 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 立憲民主党 1957/5/20 67 現⑨
連合千葉

第4回執行委員会
（2024.2.5）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

59 東京都 第2区 鳩山　紀一郎 ﾊﾄﾔﾏ ｷｲﾁﾛｳ 国民民主党 1976/7/26 48 新
連合東京

第7回執行委員会
（2024.5.15）

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）
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60 東京都 第17区 円　より子 ﾏﾄﾞｶ ﾖﾘｺ 国民民主党 1947/2/10 77 新
連合東京

第7回執行委員会
（2024.5.15）

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）

61 東京都 第22区 山花　郁夫 ﾔﾏﾊﾅ ｲｸｵ 立憲民主党 1967/1/18 57 元④
連合東京

第1回執行委員会
（2023.11.15）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

62 神奈川県 第1区 篠原　豪 ｼﾉﾊﾗ ｺﾞｳ 立憲民主党 1975/2/12 49 現③
連合神奈川

第388回執行委員会
（2023.8.24)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

63 神奈川県 第3区 中村　武人 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾄ 立憲民主党 1974/12/23 49 新
連合神奈川

第400回執行委員会
（2024.8.27）

64 神奈川県 第5区 山崎　誠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 立憲民主党 1962/11/22 61 現③
連合神奈川

第388回執行委員会
（2023.8.24)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

65 神奈川県 第6区 青柳　陽一郎 ｱｵﾔｷﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 立憲民主党 1969/8/29 55 現④
連合神奈川

第388回執行委員会
（2023.8.24)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

66 神奈川県 第7区 中谷　一馬 ﾅｶﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 立憲民主党 1983/8/30 41 現②
連合神奈川

第388回執行委員会
（2023.8.24)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

67 神奈川県 第9区 笠　浩史 ﾘｭｳ ﾋﾛﾌﾐ 立憲民主党 1965/1/3 59 現⑦
連合神奈川

第387回執行委員会
（2023.7.25)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

68 神奈川県 第10区 鈴木　光貴 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾀｶ 立憲民主党 1982/5/7 42 新
連合神奈川

第396回執行委員会
（2024/4/23）

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）

69 神奈川県 第12区 阿部　知子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 立憲民主党 1948/4/24 76 現⑧
連合神奈川

第387回執行委員会
（2023.7.25)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

70 神奈川県 第13区 太　栄志 ﾌﾄﾘ ﾋﾃﾞｼ 立憲民主党 1977/4/27 47 現①
連合神奈川

第388回執行委員会
（2023.8.24)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

71 神奈川県 第14区 長友　克洋 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾖｼﾋﾛ 立憲民主党 1970/12/29 53 新
連合神奈川

第388回執行委員会
（2023.8.24)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

72 神奈川県 第16区 後藤　祐一 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ 立憲民主党 1969/3/25 55 現⑤
連合神奈川

第387回執行委員会
（2023.7.25)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

73 神奈川県 第19区 深作　ヘスス ﾌｶｻｸ ﾍｽｽ 国民民主党 1985/1/4 39 新
連合神奈川

第388回執行委員会
（2023.8.24)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

74 新潟県 第1区 西村　智奈美 ﾆｼﾑﾗ ﾁﾅﾐ 立憲民主党 1967/1/13 57 現⑥
連合新潟

第2回執行委員会
（2023.12.19）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

75 新潟県 第2区 菊田　真紀子 ｷｸﾀ ﾏｷｺ 立憲民主党 1969/10/24 54 現⑦
連合新潟

第2回執行委員会
（2023.12.19）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

76 新潟県 第3区 黒岩　宇洋 ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾋﾛ 立憲民主党 1966/10/13 57 元③
連合新潟

第2回執行委員会
（2023.12.19）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

77 新潟県 第4区 米山　隆一 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 立憲民主党 1967/9/8 57 現①
連合新潟

第2回執行委員会
（2023.12.19）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

78 新潟県 第5区 梅谷　守 ｳﾒﾀﾆ ﾏﾓﾙ 立憲民主党 1973/12/9 50 現①
連合新潟

第2回執行委員会
（2023.12.19）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

79 富山県 第1区 山　登志浩 ﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 立憲民主党 1979/12/30 44 新
連合富山

第4回執行委員会
（2024.2.21)

第6回中央執行委員会
（2024.3.7）
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80 富山県 第2区 越川　康晴 ｺｼｶﾜ ﾔｽﾊﾙ 立憲民主党 1964/3/30 60 新
連合富山

第4回執行委員会
（2024.2.21)

第6回中央執行委員会
（2024.3.7）

81 富山県 第3区 大久保　光太 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾀ 国民民主党 1977/12/1 46 新
連合富山

第6回執行委員会
（2024.4.17)

第8回中央執行委員会
（2024.5.16）

82 石川県 第2区 小山田　経子 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾂﾈｺ 立憲民主党 1978/5/29 46 新
連合石川

第1回執行委員会
（2023.11.17）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

83 石川県 第3区 近藤　和也 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 立憲民主党 1973/12/12 50 現③
連合石川

第1回執行委員会
（2023.11.17）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

84 山梨県 第1区 中島　克仁 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾄ 立憲民主党 1967/9/27 56 現④
連合山梨

第2回執行委員会
（2023.12.13）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

85 岐阜県 第3区 仙田　晃宏 ｾﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 国民民主党 1982/10/11 41 新
連合岐阜

第3回執行委員会
（2024.1.23）

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）

86 岐阜県 第4区 今井　雅人 ｲﾏｲ ﾏｻﾄ 立憲民主党 1962/2/21 62 元④
連合岐阜

第21回執行委員会
（2023.7.18)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

87 岐阜県 第5区 眞野　哲 ﾏﾉ ｻﾄｼ 立憲民主党 1961/6/14 63 新
連合岐阜

第22回執行委員会
（2023.8.22)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

88 静岡県 第2区 鈴木　岳幸 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾕｷ 立憲民主党 1973/5/7 51 新
連合静岡

第374回執行委員会
（2023.11.15)

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

89 静岡県 第3区 小山　展弘 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 立憲民主党 1975/12/26 48 現③
連合静岡

第370回執行委員会
（2023.7.12)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

90 静岡県 第4区 田中　健 ﾀﾅｶ ｹﾝ 国民民主党 1977/7/18 47 現①
連合静岡

第370回執行委員会
（2023.7.12)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

91 静岡県 第6区 渡辺　周 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 立憲民主党 1961/12/11 62 現⑨
連合静岡

第382回執行委員会
（2024.8.23）

92 静岡県 第8区 源馬　謙太郎 ｹﾞﾝﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 立憲民主党 1972/12/21 51 現②
連合静岡

第370回執行委員会
（2023.7.12)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

93 愛知県 第1区 吉田　統彦 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾈﾋｺ 立憲民主党 1974/11/14 49 現③

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

94 愛知県 第2区 古川　元久 ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋｻ 国民民主党 1965/12/6 58 現⑨

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

95 愛知県 第3区 近藤　昭一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲﾁ 立憲民主党 1958/5/26 66 現⑨

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

96 愛知県 第4区 牧　義夫 ﾏｷ ﾖｼｵ 立憲民主党 1958/1/14 66 現⑦

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

97 愛知県 第5区 西川　厚志 ﾆｼｶﾜ ｱﾂｼ 立憲民主党 1969/5/20 55 新

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

98 愛知県 第7区 日野　紗里亜 ﾋﾉ ｻﾘｱ 国民民主党 1987/11/26 36 新

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

99 愛知県 第8区 伴野　豊 ﾊﾞﾝﾉ ﾕﾀｶ 立憲民主党 1961/1/1 63 現⑥
連合愛知

第3回執行委員会
（2023.12.26)

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）
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100 愛知県 第9区 岡本　充功 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 立憲民主党 1971/6/18 53 元⑤

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

101 愛知県 第11区 丹野　みどり ﾀﾝﾉ ﾐﾄﾞﾘ 国民民主党 1973/7/3 51 新

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

102 愛知県 第12区 重徳　和彦 ｼｹﾞﾄｸ ｶｽﾞﾋｺ 立憲民主党 1970/12/21 53 現④

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

103 愛知県 第13区 大西　健介 ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 立憲民主党 1971/4/13 53 現⑤

連合愛知
第13回

拡大執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

104 愛知県 第15区 小山　千帆 ｺﾔﾏ ﾁﾎ 立憲民主党 1975/4/14 49 新

連合愛知
第11回

拡大執行委員会
（2024.8.27）

105 三重県 第1区 福森　和歌子 ﾌｸﾓﾘ ﾜｶｺ 立憲民主党 1970/1/6 54 新
連合三重

第26回執行委員会
（2023.9.25)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

106 三重県 第2区 下野　幸助 ｼﾓﾉ ｺｳｽｹ 立憲民主党 1976/11/7 47 新
連合三重

第25回執行委員会
（2023.8.25)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

107 三重県 第3区 岡田　克也 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾔ 立憲民主党 1953/7/14 71 現⑪
連合三重

第25回執行委員会
（2023.8.25)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

108 三重県 第4区 青沼　陽一郎 ｱｵﾇﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 立憲民主党 1968/7/30 56 新
連合三重

第1回執行委員会
（2023.10.25)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

109 京都府 第3区 泉　健太 ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 立憲民主党 1974/7/29 50 現⑧
連合京都

第20回執行委員会
（2023.7.12）

第22回中央執行委員会
（2023.7.21）

110 京都府 第4区 北神　圭朗 ｷﾀｶﾞﾐ ｹｲﾛｳ 無所属 1967/2/1 57 現④
連合京都

第20回執行委員会
（2023.7.12）

第22回中央執行委員会
（2023.7.21）

111 京都府 第5区 山本　和嘉子 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶｺ 立憲民主党 1968/7/18 56 元①
連合京都

第20回執行委員会
（2023.7.12）

第22回中央執行委員会
（2023.7.21）

112 京都府 第6区 山井　和則 ﾔﾏﾉｲ ｶｽﾞﾉﾘ 立憲民主党 1962/1/6 62 現⑧
連合京都

第20回執行委員会
（2023.7.12）

第22回中央執行委員会
（2023.7.21）

113 大阪府 第3区 萩原　仁 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾄｼ 立憲民主党 1967/9/12 57 元①
連合大阪

第1回執行委員会
（2023.11.17）

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

114 大阪府 第8区 平岩　征樹 ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｷ 国民民主党 1979/12/25 44 新
連合大阪

第8回執行委員会
（2024.6.21）

第10回中央執行委員会
（2024.7.19）

115 大阪府 第10区 尾辻　かな子 ｵﾂｼﾞ ｶﾅｺ 立憲民主党 1974/12/16 49 元①
連合大阪

第23回執行委員会
（2023.9.22）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

116 大阪府 第15区 松浦　武志 ﾏﾂｳﾗ ﾀｹｼ 立憲民主党 1963/2/24 61 新
連合大阪

第22回執行委員会
（2023.8.25）

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

117 大阪府 第16区 森山　浩行 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 立憲民主党 1971/4/8 53 現③
連合大阪

第22回執行委員会
（2023.8.25）

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

118 兵庫県 第2区 舩川　治郎 ﾌﾅｶﾜ ｼﾞﾛｳ 立憲民主党 1967/7/4 57 新
連合兵庫

第12回執行委員会
（2023.8.4)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

119 兵庫県 第3区 向山　好一 ﾑｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ 国民民主党 1957/7/18 67 元①
連合兵庫

第7回執行委員会
（2024.5.10)

第8回中央執行委員会
（2024.5.16）
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120 兵庫県 第4区 今泉　真緒 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｵ 立憲民主党 1978/11/25 45 新
連合兵庫

第12回執行委員会
（2023.8.4)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

121 兵庫県 第5区 田村　直也 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ 立憲民主党 1979/6/18 45 新
連合兵庫

第8回執行委員会
（2024.6.7)

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）

122 兵庫県 第6区 櫻井　周 ｻｸﾗｲ ｼｭｳ 立憲民主党 1970/8/16 54 現②
連合兵庫

第12回執行委員会
（2023.8.4)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

123 兵庫県 第7区 岡田　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 立憲民主党 1984/1/21 40 新
連合兵庫

第3回執行委員会
（2024.1.12)

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

124 兵庫県 第10区 隠樹　圭子 ｵｷ ｹｲｺ 立憲民主党 1971/4/27 53 新
連合兵庫

第12回執行委員会
（2023.8.4)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

125 奈良県 第1区 馬淵　澄夫 ﾏﾌﾞﾁ ｽﾐｵ 立憲民主党 1960/8/23 64 現⑦
連合奈良

第4回執行委員会
（2024.3.21)

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

126 奈良県 第2区 尾﨑　充典 ｵｻﾞｷ ﾐﾂﾉﾘ 立憲民主党 1961/5/5 63 新
連合奈良

第8回執行委員会
（2024.7.18)

第11回中央執行委員会
（2024.8.22）

127 和歌山県 第1区 村上　賀厚 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｱﾂ 立憲民主党 1959/7/16 65 新
連合和歌山

第11回執行委員会
（2024.9.3）

128 鳥取県 第2区 湯原　俊二 ﾕﾊﾗ ｼｭﾝｼﾞ 立憲民主党 1962/11/20 61 現②
連合鳥取

臨時執行委員会
(2023.7.1)

第22回中央執行委員会
（2023.7.21）

129 島根県 第1区 亀井　亜紀子 ｶﾒｲ ｱｷｺ 立憲民主党 1965/5/14 59 元①
連合島根

第67回執行委員会
（2023.7.12)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

130 岡山県 第2区 津村　啓介 ﾂﾑﾗ ｹｲｽｹ 立憲民主党 1971/10/27 52 元⑥
連合岡山

第6回執行委員会
（2024/3/22）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

131 岡山県 第3区 はた　ともこ ﾊﾀ ﾄﾓｺ 立憲民主党 1966/8/26 58 新
連合岡山

第6回執行委員会
（2024/3/22）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

132 岡山県 第4区 柚木　道義 ﾕﾉｷ ﾐﾁﾖｼ 立憲民主党 1972/5/28 52 現⑥
連合岡山

第6回執行委員会
（2024/3/22）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

133 広島県 第3区 東　克哉 ｱｽﾞﾏ ｶﾂﾔ 立憲民主党 1981/9/30 42 新
連合広島

第7回執行委員会
(2024.4.22)

第8回中央執行委員会
（2024.5.16）

134 広島県 第5区 佐藤　公治 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 立憲民主党 1959/7/28 65 現④
連合広島

第25回執行委員会
（2023.10.16)

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

135 徳島県 第1区 高橋　永 ﾀｶﾊｼ ｴｲ 立憲民主党 1975/8/30 49 新
連合徳島

第5回執行委員会
（2024.8.23）

136 香川県 第1区 小川　淳也 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 立憲民主党 1971/4/18 53 現⑥
連合香川

第9回執行委員会
(2023.7.10)

第22回中央執行委員会
（2023.7.21）

137 香川県 第2区 玉木　雄一郎 ﾀﾏｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 国民民主党 1969/5/1 55 現⑤
連合香川

第9回執行委員会
(2023.7.10)

第22回中央執行委員会
（2023.7.21）

138 愛媛県 第1区 石井　智恵 ｲｼｲ ﾄﾓｴ 国民民主党 1967/11/16 56 新
連合愛媛

第1回執行委員会
（2023.12.21)

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

139 愛媛県 第2区 白石　洋一 ｼﾗｲｼ ﾖｳｲﾁ 立憲民主党 1963/6/25 61 現③
連合愛媛

第2回執行委員会
（2024.2.6)

第5回中央執行委員会
（2024.2.22）
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140 高知県 第1区 武内　則男 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘｵ 立憲民主党 1958/9/8 66 元①
連合高知

第1回執行委員会
（2023.12.18）

第4回中央執行委員会
（2024.1.25）

141 福岡県 第1区 丸尾　圭祐 ﾏﾙｵ ｹｲｽｹ 立憲民主党 1982/4/19 42 新
連合福岡

第25回執行委員会
（2023.9.27）

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

142 福岡県 第2区 稲富　修二 ｲﾅﾄﾐ ｼｭｳｼﾞ 立憲民主党 1970/8/26 54 現③
連合福岡

第24回執行委員会
（2023.8.29）

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

143 福岡県 第3区 仁戸田　元氣 ﾆｴﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 立憲民主党 1979/8/17 45 新
連合福岡

第25回執行委員会
（2023.9.27）

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

144 福岡県 第4区 許斐　亮太郎 ｺﾉﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 国民民主党 1974/2/7 50 新
連合福岡

第5回執行委員会
（2024.2.27）

第6回中央執行委員会
（2024.3.7）

145 福岡県 第5区 堤　かなめ ﾂﾂﾐ ｶﾅﾒ 立憲民主党 1960/10/27 63 現①
連合福岡

第24回執行委員会
（2023.8.29）

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

146 福岡県 第6区 近藤　雅彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 国民民主党 1975/1/3 49 新
連合福岡

第26回執行委員会
（2023.10.25）

第2回中央執行委員会
（2023.11.9）

147 福岡県 第10区 城井　崇 ｷｲ ﾀｶｼ 立憲民主党 1973/6/23 51 現④
連合福岡

第24回執行委員会
（2023.8.29）

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

148 佐賀県 第1区 原口  一博 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 立憲民主党 1959/7/2 65 現⑨

連合佐賀
第22回（拡大）

執行委員会
（2023.8.31）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

149 佐賀県 第2区 大串　博志 ｵｵｸﾞｼ ﾋﾛｼ 立憲民主党 1965/8/31 59 現⑥

連合佐賀
第22回（拡大）

執行委員会
（2023.8.31）

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

150 長崎県 第1区 西岡　秀子 ﾆｼｵｶ ﾋﾃﾞｺ 国民民主党 1964/3/15 60 現②
連合長崎

第12回執行委員会
（2023.9.12)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

151 長崎県 第2区 山田　勝彦 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 立憲民主党 1979/7/19 45 現①
連合長崎

第12回執行委員会
（2023.9.12)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

152 長崎県 第3区 末次　精一 ｽｴﾂｸﾞ ｾｲｲﾁ 立憲民主党 1962/12/2 61 元①
連合長崎

第12回執行委員会
（2023.9.12)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

153 熊本県 第1区 出口　慎太郎 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 立憲民主党 1982/5/5 42 新
連合熊本

第23回執行委員会
（2023.8.18)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

154 熊本県 第4区 笹本　由紀子 ｻｻﾓﾄ ﾕｷｺ 立憲民主党 1965/4/22 59 新
連合熊本

第2回執行委員会
（2023.12.15)

第3回中央執行委員会
（2023.12.21）

155 大分県 第2区 吉川　元 ﾖｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 立憲民主党 1966/9/28 57 現④
連合大分

第22回執行委員会
（2023.7.26)

第23回中央執行委員会
（2023.8.24）

156 大分県 第3区 小林　華弥子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾔｺ 立憲民主党 1968/1/17 56 新
連合大分

第9回執行委員会
（2024.6.28)

第10回中央執行委員会
（2024.7.19）

157 宮崎県 第1区 渡辺　創 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 立憲民主党 1977/10/3 46 現①

連合宮崎
第167回政治セン

ター幹事会
（2023.9.7)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

158 宮崎県 第2区 長友　慎治 ﾅｶﾞﾄﾓ ｼﾝｼﾞ 国民民主党 1977/6/22 47 現①

連合宮崎
第167回政治セン

ター幹事会
（2023.9.7)

第24回中央執行委員会
（2023.9.14）

159 鹿児島県 第1区 川内　博史 ｶﾜｳﾁ ﾋﾛｼ 立憲民主党 1961/11/2 62 元⑥
連合鹿児島

第23回執行委員会
（2023.6.21)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）
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160 鹿児島県 第3区 野間　健 ﾉﾏ ﾀｹｼ 立憲民主党 1958/10/8 65 現③
連合鹿児島

第23回執行委員会
（2023.6.21)

第1回中央執行委員会
（2023.10.19）

161 鹿児島県 第4区 山内　光典 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾉﾘ 社会民主党 1951/1/1 73 新
連合鹿児島

第7回執行委員会
（2024.5.22）

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）

162 沖縄県 第2区 新垣　邦男 ｱﾗｶｷ ｸﾆｵ 社会民主党 1956/6/19 68 現①
連合沖縄

第6回執行委員会
（2024.4.16）

第8回中央執行委員会
（2024.5.16）

163 沖縄県 第3区 屋良　朝博　 ﾔﾗ ﾄﾓﾋﾛ 立憲民主党 1962/8/22 62 現②
連合沖縄

第5回執行委員会
（2024.3.19）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

164 沖縄県 第4区 金城　徹 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾄｵﾙ 立憲民主党 1953/9/19 71 新
連合沖縄

第5回執行委員会
（2024.3.19）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）
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自治労98回定期大会（千葉) 
第１号議案（2024年８月）当面の闘争方針(抜粋) 
 
  8. 政策実現にむけた政治活動の推進 
 
【次期衆議院総選挙への対応】 
1. 自民党派閥の政治資金パーティー裏金

事件を受け、通常国会で事件の真相解明
や再発防止策に多くの時間が割かれまし
たが、いずれも課題が残り、政治への信
頼回復にはほど遠い結果で、内閣支持率
も低迷しています。また、政権交代を望
む世論の声も出ている一方で、既成政党
に対する不信感もあり、立憲民主党をは
じめとする野党の政党支持率も伸び悩ん
でいるのが実情です。８月２日に連合議
員政治懇談会が、立憲民主党代表、国民
民主党代表それぞれに、「立憲民主党お
よび国民民主党は、政権を担い得る勢力
結集の核となり、働く者・生活者の立場
に立つ政治勢力の最大化を図るため、互
いの一致点を見出し、政策の実現に向け
て協働するよう求める」等の要望を申し
入れた結果、両党は次の総選挙での連携
強化にむけて政策協議を始めることで合
意しました。９月に自民党総裁選や立憲
民主党代表選が予定されており、その結
果次第で解散・総選挙の時期も左右され
ることから、情勢を注視しておく必要が
あります。国政においてさらに改憲議論
が増す中、次の総選挙は、日本の平和と
憲法を守る正念場であり、また、私たち
がめざす公共サービスの充実をはじめと
した社会的な連帯による「支え合う社会」
を実現するためにも重要なたたかいです。 

  連合との連携を基本にしながら、自治

労自らの主体的な取り組みを進めます。 
 
【政策実現にむけた政治活動の強化】 
2. 当面の政策実現にむけて、自治労組織
内・政策協力議員をはじめ、自治労の政
策を理解する国会議員との連携を強化し、
法案対策などを進めます。 

3. 国会議員と地方分権や地方財政に関す
る政策について認識の共有化をはかるた
め、全日本分権自治フォーラム政策研究
会に参画するとともに、幅広い議員の参
加拡大に協力します。 

 
【参議院比例代表選挙の取り組み】 
4. 本部は、2025年７月の第27回参議院選
挙にむけ、組合員への「岸まきこ」参議
院議員の周知・浸透をはかるため、本人
による県本部・単組への訪問や組合員と
の意見交換、さらには評議会や退職者会
対策など、ウェブを活用しながら取り組
みを進めます。また、県本部が実施する
政治活動やコンプライアンスについての
学習会の支援を行います。 

5. 県本部・単組は、「岸まきこ」後援会
への組合員加入をはじめとした取り組み
をさらに進めます。また、地域の実情に
応じた取り組み方法を本部と協議し、具
体的な支持者拡大対策などを行います。 

6. 県本部・単組は、機関紙・広報物等に
「岸まきこ」の活動に関する記事やＳＮ
Ｓ等を定期的に掲載し、徹底した周知活
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動を進めます。 
 
【参議院選挙区選挙の取り組み】 
7. 第27回参議院選挙区選挙については、
連合の統一対応を基礎に、県本部として
地方連合会に結集し、勤労者・市民を中
心に幅広い支持基盤の拡大をはかり、勝
利をめざして取り組みます。 

8. 本部は、参議院選挙区の組織内候補予
定者「吉田ただとも」（大分県選挙区）
の取り組みを県本部・単組と連携して進
めます。 

 
【政治活動に対する認識の共有化と担い手
の育成・確保】 

9. 本部は、自治労協力国会議員による国
会内・外の活動を情報発信するとともに、
県本部・単組で活用できる教宣素材を提
供し、組合員の政治に対する関心の高ま
りをめざします。 

10. 県本部・単組は、次期国政選挙にむけ
て国政報告会などを実施し、自治労協力
国会議員等と組合員との対話を進めます。 

11. 県本部・単組は、政治学習会の開催や、
機関紙の活用を通して、政治活動の意義
の共有化と、政治活動に関する正確な知
識の周知をはかります。とくに、新しい
単組役員や女性・若年層組合員、県職・
大都市職に対する働きかけを重視します。 

 
【自治体議員連合の取り組みと連携】 
12. 本部は、自治体における協力議員の研
修および交流のため、「2025年度第１回
自治体議員連合全国学習会」を開催しま
す。なお、開催時期については、政治情

勢を見定めて判断します。 
13. 「地方財政の充実・強化に関する意見
書」について、６月に採択ができなかっ
た自治体については、引き続き、自治体
議員連合、県本部および単組と連携して、
９月の採択にむけて取り組みを進めます。 

14. 県本部・単組は、自治体議員連合をは
じめ、連携できる議員との日常的な対話
を行い、政策協議を進めます。 

 
【各種自治体選挙の取り組み】 
15. 本部は各県本部と連携し、各種自治体
選挙勝利にむけた活動を通じ、自治労の
組織強化と政策実現をめざします。 

16. 県本部・単組は、組織内のみならず、
政策協力議員を確保・拡大し、「１自治
体１協力議員」をめざします。 
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